
　　　　　　

摂 津 市 議 会

民生常任委員会記録

平成１７年３月１０日

議 　 会 　 事 　 務 　 局



目 　 　 　 次

民生常任委員会

　３月１０日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件 1

開会の宣告 3

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名 3

議案第１号所管分、議案第９号所管分の審査 3

補足説明（保健福祉部長、生活環境部長）

質疑（藤浦委員、原田委員、山下委員、上村委員）

散会の宣告 77



民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１６年　３月１０日（木）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時２３分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 川口純子  副委員長 古谷博子  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 上村高義  委　　員 原田　平  委　　員 山下信行

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸　　同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼産業振興課長　阿久根俊二　　同部参事兼環境業務課長　紀田光司

同部参事兼環境対策課長　前川　弘　　　市民課長　村江　卓

市民課参事　浅井重雄 産業振興課参事兼農業委員会事務局長　中井文雄

同課参事　川上孝也 環境センター長　五里江路人

保健福祉部長　堀口賢司 同部次長兼福祉総務課長　葭中　勉

同部参事兼健康推進課長　福永冨美子　　同部参事兼国保年金課長　佐藤芳雄

健康推進課参事　前川　進 福祉総務課参事　中岡曰生

高齢者障害者福祉課長　登阪　弘　　介護保険課長　井口久和

こども育成課長　山本和憲

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局主幹　船寺順治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１６年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２０号　摂津市斎場条例制定の件

議案第３０号　摂津市立児童センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３３号　摂津市民文化ホール条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３４号　摂津市立市民ルーム条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３５号　摂津市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例制定の件所管分（市
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立小川自動車駐車場に関する部分）

議案第３８号　摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３９号　摂津市立休日応急診療所条例の一部を改正する条例制定の件

議案第４１号　摂津市墓地条例の一部を改正する条例制定の件

議案第４２号　摂津市立葬儀会館条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　７号　平成１７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第２４号　重要な公の施設に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分

（環境センター及び総合福祉会館に関する部分）

議案第４７号　摂津市総合福祉会館条例を廃止する条例制定の件

議案第３１号　摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例制定の件

議案第　３号　平成１７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第　４号　平成１７年度摂津市老人保健医療特別会計予算

議案第１１号　平成１６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

議案第４３号　摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第　８号　平成１７年度摂津市介護保険特別会計予算

議案第１４号　平成１６年度摂津市介護保険特別会計補正予算
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（午前１０時　１分　開会）

○川口委員長　ただいまから民生常任委

員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、議会でお疲れのところ、きょう

は、民生常任委員会開催、大変ありがと

うございます。

　この委員会に付託されました案件につ

きまして、どうぞよろしくご審査いただ

き、ご可決賜りますようよろしくお願い

いたします。

　なお、私は一たん中座をいたしますけ

ども、庁内におりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○川口委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時　２分　休憩）

（午前１０時　３分　再開）

○川口委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　保健福祉部長。

○堀口保健福祉部長　それでは補足説明

をさせていただきます。

　議案第１号、平成１７年度摂津市一般

会計予算のうち、保健福祉部にかかわる

分につきまして、目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１２、分担金及び負担金、項１、

負担金、目１、民生費負担金は、前年度

に比べ１．７％の増となっております。

これはせっつ桜苑の介護サービスに伴う

保険者及び利用者負担金並びに公・私立

保育所入所児童の保育料などでございま

す。

　３３ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目３、衛生使用料は、

前年度と同額となっております。これは

市営葬儀使用料及び葬儀会館使用料など

でございます。

　３６ページ、項２、手数料、目２、衛

生手数料は、飼犬登録及び死獣処理手数

料などでございます。

　３８ページ及び３９ページ、款１４、

国庫支出金、項１、国庫負担金、目１、

民生費国庫負担金は、前年度に比べ４．

６％の減となっております。これは国民

健康保険基盤安定負担金が府負担金に移

行することに伴うものでございます。主

なものといたしましては、身体障害者・

知的障害者施設訓練等支援負担金、公・

私立保育所入所に係る児童福祉費負担金、

児童手当負担金及び生活保護費負担金な

どを計上いたしております。

　３９ページ、目２、衛生費国庫負担金

は、前年度に比べ３．２％の減となって

おります。これは市民健康診査などにか

かります負担金でございます。

　４０ページ及び４１ページ、項２、国

庫補助金、目１、民生費国庫補助金は、

前年度に比べ９．８％の増となっており

ます。主な内容につきましては、小規模

通所授産施設運営事業補助金、身体障害

者居宅生活支援補助金とファミリーサポー

トセンター運営事業及び母子家庭自立支

援事業等に係ります補助金などでござい

ます。

　４２ページ、項３、委託金、目２、民
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生費委託金は、前年度に比べ０．１％の

減となっております。これは国民年金事

務委託金でございます。

　４３ページ及び４４ページ、款１５、

府支出金、項１、府負担金、目１、民生

費府負担金は、前年度に比べ４２．６％

の増となっております。これは国民健康

保険基盤安定負担金が国負担金からの移

行に伴うものでございます。主な内容と

いたしましては、公・私立保育所入所児

童に対する児童福祉費負担金、児童手当

負担金、生活保護費負担金などでござい

ます。

　４４ページ、目２、災害弔慰金府負担

金は、災害救助法適用災害に係る遺族へ

の弔慰金でございます。

　目３、衛生費府負担金は、市民健康診

査に係ります補助金でございます。

　４５ページから４９ページ、項２、府

補助金、目２、民生費府補助金は、前年

度に比べ１．１％の増になっております。

これは、社会福祉、老人福祉、身体障害

者等福祉費及び老人医療、身体障害者医

療、乳幼児医療、ひとり親家庭医療など

の補助金などでございます。

　４９ページ、目３、衛生費府補助金は、

予防接種事故救済等対策費及び高齢者歯

科保健事業補助金などでございます。

　５２ページ、項３、委託金、目２、民

生費委託金は、前年度に比べ１５．３％

の増となっております。これは障害児

（者）地域療育等支援事業委託金でござ

います。

　５９ページ及び６０ページ、款１９、

諸収入、項４、雑入、目１、雑入は、各

種健診及び予防接種に係る自己負担金並

びに市立障害者入所施設支援費収入、保

育所職員給食費負担金、児童主食費負担

金などでございます。

　次に歳出でございますが、１０４ペー

ジから１０９ページ、款３、民生費、項

１、社会福祉費、目１、社会福祉総務費

は、前年度に比べ４．９％の増になって

おります。これは、事務の執行に係る経

費のほか社会福祉事業運営委託料、今年

度より実施いたします地域生活支援ステッ

プアップ事業委託料、各種団体補助金、

小規模通所授産施設運営補助金、障害者

のホームヘルプサービス等支援費及び特

別会計への繰出金などでございます。

　１０９ページから１１２ページ、目２、

老人福祉費は、前年度に比べ１２％の減

となっております。これは、主に特別養

護老人ホーム建設に伴う補助金の減によ

るものでございます。老人福祉費の内容

につきましては、高齢者福祉にかかわり

ます経費で、せっつ桜苑での老人福祉セ

ンター委託料及び施設介護サービス委託

料のほか在宅介護支援センター運営委託

料、高齢者民間賃貸住宅家賃助成補助金、

街かどデイハウス補助金、住宅改造費用

助成費などでございます。

　１１３ページ、目４、国民年金事務費

は、前年度に比べ１０．３％の減となっ

ております。これは国民年金事務の執行

に係る経費でございます。

　１１３ページから１１５ページ、目５、

身体障害者福祉費は、前年度に比べ２％

の減になっております。これは事業の実

施に係る経費で、補装具交付費、支援費

制度の援護施設支援費、ホームヘルプサー

ビス支援費などでございます。

　１１５ページ及び１１６ページ、目６、

知的障害者福祉費は、前年度に比べ４．

９％の減となっております。これは市立

みきの路運営委託料及び施設入所に係る

支援費並びに地域生活援助支援費等でご

ざいます。

　１１６ページ、目７、老人医療助成費

及び目８、身体障害者医療助成費は、老
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人及び身体障害者医療費の一部負担金助

成や執行に係る経費などでございます。

　１１７ページから１２０ページ、項２、

児童福祉費、目１、児童福祉総務費は、

前年度に比べ１１．８％の増となってお

ります。これはファミリーサポートセン

ター運営委託料や民間保育所運営費補助

金及び保育所運営費負担金などでござい

ます。

　１２０ページ、目２、児童措置費は、

前年度に比べ４．８％の減となっており

ます。これは児童手当及び児童扶養手当

に係るものでございます。

　１２０ページから１２２ページ、目３、

児童福祉施設費は、前年度に比べ２．４

％の増となっております。これは保育所

４園の管理運営に係ります経費でござい

ます。

　１２２ページ、目４、母子福祉費は、

前年度に比べ７６．８％の増となってお

ります。これは、母子生活支援施設運営

費負担金、母子家庭高等技能訓練促進費

などの増によるものでございます。

　１２３ページ、目５、乳幼児医療助成

費及び目６、ひとり親家庭医療助成費は、

事務に係る経費と医療費の一部負担金助

成費などでございます。

　１２４ページ及び１２５ページ、項３、

生活保護費、目１、生活保護総務費は、

前年度に比べ５．８％の増となっており

ます。これは事務の執行に係る経費でご

ざいます。

　１２５ページ、目２、扶助費は、前年

度に比べ６．３％の増となっております。

これは被保護世帯に対する扶助費で、被

生活保護世帯の増によるものでございま

す。

　１２９ページ、項５、災害救助費、目

１、災害救助費は、災害救助法適用災害

に係る遺族への弔慰金などでございます。

　１３０ページ及び１３１ページ、款４、

衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健

衛生総務費は、前年度に比べ４．６％の

減となっております。これは、事務の執

行に係る経費や保健センター及び休日応

急診療所運営委託並びに各種団体補助金

などでございます。

　１３２ページから１３４ページ、目２、

予防費は、前年度に比べ６．５％の増と

なっております。これは市民健康診査、

各種予防接種や乳幼児健康診査費などで

ございます。

　１３４ページ、目３、環境衛生費は、

前年度に比べ３．１％の減となっており

ます。これは飼犬登録及び死獣処理に係

る経費でございます。

　１３５ページ及び１３６ページ、目６、

斎場費は、前年度に比べ０．１％の減と

なっております。これは葬儀会館及び斎

場等管理運営業務委託などでございます。

　１３６ページ、目７、墓地管理費は、

前年度に比べ８．９％の増となっており

ます。これは墓地管理に係る経費でござ

います。

　少し飛びますが２２０ページ、款１１、

諸支出金、項１、災害援護資金貸付金、

目１、災害援護資金貸付金は、災害救助

法適用災害に係る貸付金でございます。

　以上、平成１７年度摂津市一般会計当

初予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１６年

度摂津市一般会計補正予算のうち、保健

福祉部にかかわる部分につきまして、目

を追って補足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございますが、１３ページ、

款１２、分担金及び負担金、項１、負担

金、目１、民生費負担金の増額は、主に

公・私立保育所入所者の保育料が、当初

見込みより階層が高くなったことによる

ものでございます。
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　１４ページ、款１４、国庫支出金、項

１、国庫負担金、目１、民生費国庫負担

金の減額は、身体障害者、知的障害者の

施設利用者数の減、公・私立保育所入所

者の減及び児童手当の対象者数の減によ

るものでございます。

　１６ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金の減額は、障害児、知

的障害者の居宅生活支援利用件数の減に

よるものでございます。

　１７ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金の減額

は、公・私立保育所の入所者の減及び児

童手当の対象者の減によるものでござい

ます。

　１８ページ、項２、府補助金、目２、

民生費府補助金の減額は、介護予防・自

立生活推進事業補助金、知的障害者の居

宅生活支援の利用件数の減及び一時保育

の利用減などによるものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、３

９ページ、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目１、社会福祉総務費は、各事業

の精査に伴う減額と、介護保険特別会計

繰出金は介護保険特別会計の減額による

ものでございます。

　４０ページ、目２、老人福祉費は、敬

老金の対象者の減及びシルバー人材セン

ターの事業費の精査並びに高齢者日常生

活支援事業補助金の減などによるもので

ございます。

　目４、国民年金事務費は、事務に係る

経費の精査に伴う減額でございます。

　４１ページ、目５、身体障害者福祉費

及び目６、知的障害者福祉費は、支援費

制度にかかわりますガイドヘルプサービ

ス、援護施設の利用者数の減及びグルー

プホームにかかわります地域生活援助支

援費の減によるものでございます。

　４２ページ、項２、児童福祉費、目１、

児童福祉総務費及び目３、児童福祉施設

費の減額は、保育所運営費等事業実施に

係る経費の精査に伴うものでございます。

　目２、児童措置費は、児童手当の対象

者数の減によるものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○川口委員長　次に、生活環境部長。

○前田生活環境部長　議案第１号、平成

１７年度摂津市一般会計予算のうち、生

活環境部にかかわる主な事項につきまし

て、目を追って補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、３３ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目２、民生使用料のうち、総合

福祉会館等各施設の使用料は、前年度に

比べ６．５％の増となっております。

　３６ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料のうち、市民課に係る戸籍手数

料等は、前年度に比べ２．１％の増となっ

ております。

　目２、衛生手数料のうち、塵芥処理手

数料は、一般廃棄物の焼却手数料及び臨

時ごみ等の収集運搬手数料などでござい

ますが、前年度と比べ４．５％の減となっ

ております。これはごみの減量によるも

のでございます。

　３７ページ、目３、農林水産業手数料

は、土地現況証明手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

３、委託金、目１、総務費委託金のうち、

戸籍住民基本台帳費委託金は、外国人登

録事務に係るもので、前年度と比べ３．

６％の減となっております。

　４９ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目３、衛生費府補助金のうち、

公害対策費補助金及び違法屋外広告物除

去事務経費補助金は、委任事務等の補助

金でございまして、定額補助となってお
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ります。

　目４、農林水産業費府補助金は、農業

委員会関係及び農業振興事業に係る府補

助金で、前年度と比べて２９．２％の減

となっております。

　５０ページ、目５、商工費府補助金は、

地域就労支援事業に伴う事業補助金でご

ざいまして、前年度に比べ２６．８％の

減となっております。

　５１ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金のうち、市民課に係りますも

のとして、人口動態調査に関する事務委

託金でございます。

　５７ページ、款１９、諸収入、項３、

貸付金元利収入、目２、中小企業事業資

金融資預託金収入は、事業資金融資に伴

い、市内の金融機関に預託しております

元金収入でございます。

　５８ページ、項４、雑入、目１、雑入

のうち、自治振興課に係る主なものとし

て、総合福祉会館の光熱水費等負担金、

各種講座受講料、文化ホール入場料など

を計上いたしております。

　環境業務課に係るものとして、資源ご

み売却収入は、古紙、古布、缶等の資源

物の売却収入を見込んでおります。

　続きまして、歳出でございますが、７

８ページ、款２、総務費、項１、総務管

理費、目７、都市交流費は、都市交流及

び国際交流に係る経費を計上いたしてお

りまして、前年度に比べ３．７％の減と

なっております。

　８１ページ、目１１、防犯対策費は、

前年度に比べ２．２％の減で、防犯灯の

設置及び維持管理に係る経費を計上いた

しております。

　８４ページ、目１４、自治振興費は、

地区振興委員報酬、摂津まつり振興会補

助及び地域活性化補助に係る経費が主な

ものでございまして、前年度に比べ１．

１％の減となっております。

　９３ページ、項３、戸籍住民基本台帳

費、目１、戸籍住民基本台帳費は、市民

課業務に係る経費を計上いたしておりま

して、前年度に比べ３．８％の増となっ

ております。

　１２６ページ、款３、民生費、項４、

生活文化費、目１、生活文化総務費は、

施設管理公社への施設管理等の委託及び

（仮称）ふれあいルームの整備に要する

経費が主なものでございまして、前年度

に比べ７．４％の増となっております。

　１２８ページ、目２、総合福祉会館費

は、総合福祉会館に係ります光熱水費等

の経費でございまして、前年度に比べ０．

２％の増となっております。

　目３、文化ホール費は、文化ホールに

係ります光熱水費、音響機器及び舞台照

明装置の借り上げの経費となっておりま

して、前年度に比べ６３．２％の増となっ

ております。

　１３５ページ、款４、衛生費、項１、

保健衛生費、目４、公害対策費は、前年

度に比べ４１．６％の減となっておりま

す。これは、前年度に、公害パトロール

車（天然ガス車）を購入したことによる

ものでございます。

　目５、環境政策費は、前年度に比べ７

８．４％の減となっておりますが、これ

は、緊急地域雇用創出特別交付金基金を

活用した環境美化事業が前年度に終了し

たことによるものでございます。

　１３７ページ、項２、清掃費、目１、

清掃総務費は、前年度に比べ０．３％の

増となっております。

　１３９ページ、目２、塵芥処理費は、

前年度に比べ０．８％の増となっており

ます。その主な理由は、車両等の更新に

よるものでございます。

　１４２ページ、目４、環境センター費
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は、焼却施設の運転維持管理に係る経常

経費でございまして、前年度に比べ３．

４％の増となっております。

　１４５ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目１、農業委員会費は、

農業委員会に係る経費を計上いたしてお

りまして、前年度に比べ４．２％の増と

なっております。

　目２、農業総務費は、農業総務に係り

ます経費等を計上いたしておりまして、

前年度に比べ１．９％の増となっており

ます。

　１４６ページ、目３、農業振興費は、

前年度に比べ４．２％の減となっており

ます。これは、平成１６年度から生産調

整手法及び助成金制度の見直しに伴い、

事業主体が市から地域水田農業推進協議

会に変更となったことにより減額となっ

たものでございます。

　１４９ページ、款６、商工費、項１、

商工費、目１、商工総務費は、前年度に

比べ０．３％の減となっております。

　１５０ページ、目２、商工振興費は、

前年度に比べ１．９％の減となっており

ます。これは、３年ごとに実施します通

行量及び購買実態調査委託料の減による

ものでございます。

　１５２ページ、目３、消費対策費は、

前年度に比べ２．４％の増になっており

ます。これは、消費生活相談嘱託員等の

賃金の増によるものでございます。

　以上、歳入歳出予算の補足説明とさせ

ていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成１６年

度摂津市一般会計補正予算のうち、生活

環境部にかかわる部分につきまして、目

を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目２、衛生費国庫補助金の清掃費

補助金は、平成１３年度に実施いたしま

したダイオキシン類対策に係るごみ処理

施設改修工事に対する貸付金の償還に伴

う補助金でございまして、３年間での償

還に対する補助金でございましたが、今

年度、環境省から一括償還に伴う一括補

助金交付の通達がありましたことによる

ものでございます

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は、大

阪府で新設されましたひったくり防止重

点対策事業補助制度に補助金申請を行っ

ておりましたのが、補助確定されました

ので、追加補正をお願いするものであり

ます。

　１９ページ、目４、農林水産業費府補

助金は、米政策の改革に伴い、事業主体

が市から地域水田農業推進協議会に変更

となったことに伴い減額するものでござ

います。

　次に、歳出でございますが、２８ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目７、都市交流費は、蚌埠市からの訪問

がなかったことによる経費並びに旧国名

連絡会議研修会の旅費を精査し、減額す

るものでございます。

　３０ページ、目１１、防犯対策費の減

額は、防犯灯維持管理費補助金の実績に

応じて精査したものでございます。

　目１４、自治振興費の減額は、住民活

動災害保障保険等の実績に応じて精査し

たものでございます。

　４４ページ、款４、衛生費、項２、清

掃費、目１、清掃総務費の減額は、主に

アルバイト賃金の実績に応じて減額する

ものでございます。

　目２、塵芥処理費の減額は、不燃ごみ

搬出処理委託料等の実績に応じて精査し

たものでございます。
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　４５ページ、目４、環境センター費の

減額の主な理由につきましては、経常経

費の実績及び入札に伴う差金でございま

す。

　４６ページ、款５、農林水産業費、項

１、農業費、目３、農業振興費は、農業

政策の主体が地域水田農業推進協議会に

変更になったこと、また、地域水田農業

推進協議会の開催実績に応じて減額する

ものでございます。

　４７ページ、款６、商工費、項１、商

工費、目２、商工振興費は、通行量及び

購買実態調査委託料の入札差金及び商業

活性化対策事業補助金の実績に応じて精

査し減額するものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○川口委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、予算書の順に沿っ

て質問させていただきます。

　いつものように、申しわけございませ

んが、答弁されるときは番号を言ってい

ただいてご答弁お願いしたいと思います。

予算書の４６ページのコミュニティーソー

シャルワーカー配置促進事業について、

きのうも代表質問で取り上げておられま

したけれども、これ、昨年１１月に可決

されました大阪府の福祉のアクションプ

ログラムのセーフティーネットの切り札

だというふうにお聞きをしているわけで

すけども、どうも、その業務の内容が余

り見えないというか、よくわからない、

よく理解できないようなことがございま

して、きのうの答弁では、一中校区に配

置をしますと。他の中学校区については

現状のソーシャルワーカーが配置されて

おりますということでしたけども、普通

のソーシャルワーカーとコミュニティー

ソーシャルワーカーとはどう違うのか。

また、大阪府は、この事業についての考

え方を、１人だけという考え方にしてい

るのか、それとも、全中学校区という考

え方になっているのか、大阪府の考え方

もちょっとあわせてお願いしたいと思い

ます。

　それから、非常に広範囲な守備範囲と

いうことで、お年寄りから子どもの分ま

で見守っていくということになってます

けども、これ、いろんなそれぞれの分野

でいろんな方がいらっしゃるわけですけ

ど、例えば、民生児童委員なんかも、業

務がちょっとラップするようなとこもあ

ると思いますけど、この辺の業務の分担

がうまく整理できていくのかどうか、こ

れもあわせて質問いたします。

　それから、２番目、８１ページ、目１

１、防犯対策費、節１５、工事請負費の

防犯灯設置工事について、これ、昨年の

決算のときも質問いたしました。安全な

まちづくりについてのひったくりの防止

ということで、府下のひったくり防止の

補助金等も活用されての事業になってい

ると思うんですが、ひったくりの件数の

分が最近のが出てまして、摂津市は、１

６年は残念ながら１５年に比べて減って

ないんですね。１５年が４５件で１６年

も４５件ということになってまして、例

えば、近隣でいいますと、茨木市は６２

件減りました。高槻市は７２件減りまし

た。吹田市は５３件減りましたというこ

とで減ってるんですね。これだけやっぱ

り大阪府も力を入れてやっていっている

中で、近隣で見ると摂津市だけが減って

ないという状況になってまして、これやっ

ぱり何か対策とかに違いがあるのかどう

か、これ、担当課でどういうふうに評価

をされているのか、ちょっと評価をお願

いしたいと思います。それを、どういう
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ふうに今度１７年度に生かしていこうと

思われてるのか。

　それから、また、多発地帯についての

マップがあるんです、警視庁が出してる

こんなマップがありますね。一応、よう

わからへん地図ですが、発生の度合いと

か赤丸で落としてあるんです。だから、

大体、警察は全部掌握してることは当然

ですし、よく起こる地域とかやっぱりあ

ると思うんですけどね。そういう部分に

ついての検証とか、夕闇から７時ぐらい、

８時ぐらいまでが非常に多いということ

が出てるわけですけども、その辺の照明

度のチェックとか、そういう対策をされ

ているのか。

　それから、あわせて、昨年も聞きまし

たが、防犯灯の性能を衰えさせないため

のメンテナンス等、それからまた、あと、

補助的に門灯をつけていただくという運

動をされている地域があるというふうに

言いましたけども、そういうものについ

て、自治会についてのお願い等による広

がりができないのかもあわせて、ちょっ

とご答弁お願いしたいと思います。

　それから、３番目、予算書８５ページ、

目１４、自治振興費、節１９、負担金、

補助及び交付金のところで、摂津まつり

振興会補助金がございます。これについ

ては、明年度は、摂津まつりについては

恒例どおり行われるということなんです

が、１８年度については、振興会の方で

いろいろ動きがあって、一度清算をしよ

うかと。考え方を一回まとめてしまおう

かということで、３０年周年になるとい

うことらしいんですが、今後の摂津まつ

りの存続について、市の考え方、動きと

あわせてお願いしたいと思います。

　４番目、予算書８５ページ、目１４、

自治振興費、節１９、負担金、補助及び

交付金の中で、地域活性化事業補助金に

ついてですが、これは、第１期アクショ

ンプランにおいては、地域活性化補助金

要綱に健康増進の項目があることから、

地区体育祭補助金との統合を含めて補助

金の見直しを１７年度より実施するとい

うふうに書いてあります。１７年度に向

けたときの話し合いをされたと思うんで

すけども、これどういうふうになったの

か。これが、そうされないのであれば、

どういうふうにされていくのか、あわせ

てお願いしたいと思います。

　それから、５番目、予算書１０７ペー

ジ、民生児童委員協議会補助金に関して

ですが、これ１２月に、一斉改選で民生

児童委員の増員及び主任児童委員の増員

が図られました。その実態をちょっと報

告いただきたいのと、将来、業務がどん

どん、民生委員は特にいろんなことにつ

いて増えていっているように思われるん

ですが、業務が増えていくことについて、

今後の摂津市の民生児童委員の活躍とい

うんですか、それについて考えられてい

るのか。

　また、実は、過日、新聞に載っており

ましたけども、全国的に民生児童委員が

不足していると。なかなかなり手がない

んですよと。地域によっては、多くの独

居老人を抱えている、一人の能力では到

底それが、能力を超えているような地域

もありますよということが指摘をされて

おりました。

　今回、１２月に一斉改選をされて増強

されておりますけど、本市の状況はどの

ようになっているのか、あわせてお願い

します。

　それから、６番目、予算書１１０ペー

ジ、節１３、委託料の高齢者移送サービ

スについて、昨年１１月の決算のときも

聞きました。毎回聞いてるんですが、現

在までの体制、実績と、明年に向けて体
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制をどのように拡充をされていくのか。

また、近年、福祉タクシーの業者が大変

増えてきているように思われますけども、

これ、福祉タクシーの場合は介護保険を

利用されているということになりますし、

その辺との利用状況の兼ね合いで、摂津

市ではどのようになっているのか、また

どういうふうに考えておられるのか、お

願いします。

　７番目、予算書の１１１ページ、節１

９、負担金、補助及び交付金のところで、

老人クラブの補助金に関連をいたしまし

て、これは、昨年も孤独死が何件かあり

ました。私も、実際に千里丘方面でも耳

にいたしまして、やっぱり孤独死されて

いる方の多くは、老人会に入ってらっしゃ

らない、また、地域にもなかなか入って

らっしゃらないという方が多いわけです

が、この６５歳を超えられている方、高

齢者で老人だけの世帯、そういう老人ク

ラブに加入されていない方はどのぐらい

いらっしゃるのか、掌握されているとこ

ろを教えてください。

　８番目、予算書１１７ページ、款３、

民生費、項２、児童福祉費、目１、児童

福祉総務費の中で、業務についてですけ

ども、昨年、児童福祉法が改正されまし

た。この４月１日から、児童虐待や非行、

教育などの子ども相談窓口を市町村に設

置するということになったわけですが、

摂津市は、キャピセとかいろんな形での

児童虐待についての施策は進んでいると

いうことになります。この部分は、多分

問題ないんだろうと思いますが、この辺

の定義づけというか、意義づけをちょっ

と教えていただきたいと思います。

　それから、９番目、同じく児童福祉総

務費に関連をしまして、育児支援家庭訪

問事業というのがありますが、そこで、

家庭児童相談室に心理士等の専門家を配

置して、そして、家庭訪問することで、

児童虐待防止や育児ノイローゼ解消等に

効果を上げるということになってますが、

これは、具体的にどのように家庭訪問を

展開されていくようになるのか。業務で

すね、内容をちょっと教えていただきた

いと思います。

　１０番目、同じく児童福祉総務費に関

連をしまして、次世代育成支援行動計画

が３月末に策定をされます。これも、昨

日も代表質問に取り上げられておりまし

たけども、具体的な取り組みが開始をさ

れておりますけど、内容は非常に多岐の

部課にわたっております。着実に実行し

ていくことが非常に大事だと思うんです

けども、実行していくためにどのような

体制をとっていかれるのか。また、進行

状況をチェックしていくための取り組み

はどうしていかれるのか。

　また、これちょっと別な角度ですが、

この次世代育成支援行動計画が進んでい

る中で、昨年１２月２４日付で、国の方

が、少子化社会対策会議というのが決定

をした少子化社会対策大綱に基づく重点

施策の具体的実施計画についてというの

が発表されておりますけども、こういう

ものが後から出てきたことについて、も

うこちらの方が素案が完全にできてしまっ

てますけども、関連性をどういうふうに

国は言ってきているのか、また考えられ

ているのかということを教えてください。

　それから、１１番目、予算書１１８ペー

ジの、節１３の委託料で、ファミリーサ

ポートセンター運営委託料について、昨

年より社会福祉協議会に委託してスター

トしていただきましたけども、今までの

実績はどうなっているのか。またこれは、

今後、利用増加に向けた取り組みをどの

ようにしていくのかということ。それか

ら、今の運営費は、２分の１が国からの
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補助金ということになっておりますけど

も、以前にもお聞きしました、補助金と

会員登録数及び利用件数に規定がありま

したですね。この辺変わりがないのでしょ

うか。ちょっと確認する意味で、もう一

度この件も教えてください。

　それから、１２番目、予算書１１９ペー

ジ、節１９、負担金、補助及び交付金の

保育所運営補助金に関連をいたしまして、

昨年より摂津保育所を民営化しておりま

すけども、代表質問でもありました。そ

の評価結果をどう調査してまとめていく

予定にしておられるのか。いろんな調査

の仕方があると思いますけども、その調

査の内容ですね、こういうふうに聞き取

り調査をしますとか、そういうふうなこ

とも、ちょっと考えておられるところを

述べていただきたいと思います。

　まず、その結果を踏まえて今後の市の

方針をどのようにしていくのか。一昨年、

当時の保健福祉部長が言われたのは、財

政が好転しなければ、もう１園、民営化

もあり得るというふうに答弁をされてい

たと思いますけども、このことも踏まえ

て、ご答弁をお願いいたします。

　１３番目、同じく保育所運営補助金に

関連をしまして、次世代育成支援行動計

画素案でも、病後児保育のことについて

はしっかり取り組んでいくというふうに

掲載されておりました。いろんな方から

この病後児保育については要望を聞いて

いるわけですけども、このことについて

の見通しについて、ちょっとお示しをお

願いしたいと思います。

　それから、１４番目、同じく保育所運

営補助金に関連をしまして、新たに幼保

一元化というものが前は特区でやられて

おりましたけども、いよいよ全国展開と

いうふうになりました。本市でも、いろ

いろ議論は今まで上がってましたけども、

幼保一元化についての考え方はどうされ

ていくのかということを、ご答弁お願い

します。

　１５番目、同じく節１９の児童福祉施

設整備補助金について、民間保育所施設

整備補助事業の具体的計画と、これ定員

も増加になるというふうに聞いておりま

すけど、定員増加計画の内容、それから、

１７年度の待機児童、これまだ発表され

てませんね。３月１５日が発表というこ

とですが、でも、大体の数はもう出てる

と思うんですが、その言えるところの実

態及び次世代育成支援計画での目標実現

と評価について、その分をちょっとお答

えお願いします。

　１６番目、予算書１２０ページ、目２、

児童措置費、節２０、扶助費、児童扶養

手当の伸び率について、先日、厚生労働

省の全国での調査結果が発表されました

けども、母子家庭が、平成１５年１１月

までの５年間で３割増えましたと。理由

の最も多いのが離婚、次に死別であった

と、少数ですけども、未婚での出産など

も増えてきていると。また、シングルファー

ザーも過去最多になってきているという

ふうな結果が出ておりましたけども、本

市の場合の状況はどのようになっている

のか、評価をお願いしたいと思います。

実情をお願いしたいと思います。

　１７番目、予算書１２３ページ、目５、

乳幼児医療助成費について、昨年１１月

より、通院医療費について、対象年齢を

１歳引き上げ、満４歳未満としていただ

きました。これも、代表質問でも取り上

げてらっしゃいましたけども、近隣市は

既にかなり引き上げられております。茨

木市、吹田市、大阪市それぞれ上がって

ると思うんですけども、ちょっとこの直

近での北摂各市の実態を教えていただき

たいのと、それと、本市で就学前までに
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引き上げた場合の予測試算が出されてい

るのであれば、どれぐらいと見られてい

るのか、おっしゃってください。

　１８番目、予算書１３２ページ、目２、

予防費の中で、特に、乳幼児の健康管理

について、最近、子どもに多くなってい

ると言われておりますアトピーやぜんそ

く、それから、シックハウス症候群、ア

レルギーの本市の乳幼児での実態と対策

についてお願いしたいと思います。

　以前に、摂津市では、ぜんそくの子ど

もが多いということを聞いたことがある

わけですけど、環境がよくないというふ

うな意味合いだと思うんですけど、実態

はどうなのかということ、あわせてお願

いします。

　１９番目、予算書１３５ページの目６、

斎場費、節１３、委託料の市営葬儀委託

料に関連をいたしまして、昨年３月の常

任委員会でも、私は、このメモリアルホー

ルの使用に関して、マイクロバスの利用

をする際に、少しでも不公平感を減らす

ために、入札によって、年間契約で利用

料を下げることができないかという質問

をいたしました。これは、施設に近い方

は別に要りませんけども、離れているか

らマイクロバスが必要になるというよう

なことで、遠い、近いでやっぱり不公平

があるということで指摘したわけですけ

ども、そのときの答弁では、今後、業者

を集めた段階で相談していきたいという

ふうにご答弁されておりましたけども、

その後１年たちました。どのようにされ

ていくのか、ご答弁お願いします。

　それから、２０番目、予算書１３７ペー

ジ、目１、清掃総務費の中で、業務内容

についてですけども、せんだって、市場

池のオアシスクリーンキャンペーン事業

というのがありまして、掃除をしたわけ

ですけども、ごみを分別したわけですけ

ども、収集に来られた方、パッカー車１

台で来られまして、分別したものを全部

突っ込みでがばっと入れてしまわれまし

て、こういう街美なんかのときも含めて、

収集体制についてはどのようにやられて

いるのかということをご答弁ください。

　２１番目、予算書１３７ページ、目１、

清掃総務費に関連いたしまして、ごみ減

量の意味からも、また、温暖化対策とし

ても、本市の食堂は割りばしを使われて

いるわけですけども、茨木なんかは磁器

プラスチックの黒いはしを使われたりす

るわけですけど、こういうささいなこと

ですけども、例えば、割りばしをそうい

うものにかえていただくことによって、

少しでもごみの減量と、焼却する部分も

減らせるということもありますし、市の

庁舎ということもありますので、考え方

を市民に対して発信する意味でも、はし

を磁器質にかえるお願いができないのか

どうか、お考えをお聞かせください。

　２２番、予算書１３９ページの、節１

３、委託料の不燃ごみ搬出処理委託料に

ついて、本年度までは、ペットボトルは、

結局、容器包装リサイクル法に基づいて、

自治体が収集したものを日本容器包装リ

サイクル協会に無償で引き渡すというふ

うなシステムでやってらっしゃるという

ふうに聞いておりますけども、近年、こ

のペットボトルを売却している自治体が

ちょこちょこ出てきておりまして、過日

の新聞でも、中国では非常に高値で買い

取っているというふうなことも出ており

ました。これは、そういうことに倣って

財政の問題もありますし、売却できるの

であれば売却する考え方を取り入れれば

どうかと思うんですが、その考え方につ

いても教えていただきたいのと、こういっ

たことに取り組んでいくことについては

法的に支障はないのかも含めてお願いし
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ます。

　それから、２３番、予算書１４０ペー

ジ、節１４、使用料及び賃貸料のチップ

化処理機借上料について、ごみ減量対策

事業についてですが、剪定枝チップ化の

研究の中間報告、これ去年もやってはり

ましたので、中間報告していただいて、

それで、１７年度はさらにこういうこと

を研究していきますということをちょっ

とお願いしたいと思います。

　事務事業評価では先送りになっており

ますけども、以前いただいたチップの売

却も行うというふうにありましたので、

そのとき掲げた考え方が何かあったと思

うんで、それもあわせてちょっとお願い

したいのと、それから、もう一つは、伊

丹の空港のところの近くに公園があるん

ですけど、そこでは、遊具の下にクッショ

ンで敷いとるんですね。そういう利用方

法なんかも参考になるんちゃうかと思う

んですが、それもあわせて、意見も聞か

せていただいたらありがたいと思います。

　２４番目、昨年１１月の決算審査の委

員会でも質問いたしましたけども、環境

美化事業に関しまして、摂津市違反簡易

広告物除去活動員制度が、いよいよ全面

スタートとなるわけですけども、現在の

登録数、前回も聞きましたけども、この

撤去能力についてどのように考えられて

いるのか。今までシルバーに委託をされ

ていて、そういうふうになることについ

てどういうふうに考えられているのか。

また、職員で補完を考えているというこ

とでしたけども、具体的にはどのような

形で補完をされることになるのか。それ

もあわせてお願いします。

　それから、三島地域不法屋外広告物の

対策協議会というのが昨年２月から発足

をされておりますけども、そこで、何か

未然に防止について効果がある対策が行

われるようなことがあったのでしょうか。

これもあわせてお願いします。

　それから２５番、第１期アクションプ

ランにおいて、ごみの焼却炉の更新時期

に向けて、近隣市と連携を図ることによ

り経費削減できる方策を検討するという

ふうにあります。これも代表質問であり

ましたけども、具体的に、どこと連携が

可能な環境になっているのか。これは、

これから北摂のそういう話し合いする場

で協議をしていきますということですけ

ど、１９年に実施というふうにアクショ

ンプランには書いてあります。更新時期

の見通しは本会議でも言われてましたけ

ど、３号炉では平成２９年ごろ、４号炉

では３０年ごろというふうになってます

から、全然年数の開きが出てきてると思

うんですけど、これ、アクションプラン

に書かれていることと市長答弁との開き

ですね、どんなふうなことになるんです

か、ご答弁お願いします。

　それから、２６番目、地域福祉計画策

定事業について、策定期日が近づいてき

ましたけども、素案の公開やパブリック

コメント、これは、素案の公開をします

よいうことは広報には載せてありました

けども、時期がもう３月１０日になりま

したけども、３月末を非常に固守されて

おりましたけども、十分な意見を聴取し

たり、それに最終検討する時間がとれる

のかということをちょっと危惧してるん

ですけども、工程的にはどのようになり

ますか、最後の詰めのとこですね。

　それから、広報的には、ホームページ

とかまだまだ味気のないページにされて

おりますけども、以前にも、何回も言っ

たときには、ちゃんと載せますよという

こともおっしゃってましたけども、いつ

載せていただくことになるのか。

　フォーラムとかそういう手法でも広報
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的にやってくださいよということもお願

いしておきました。検討していただくこ

とになってましたが、具体的にはどうし

ていただくのか、ご答弁お願いします。

　２７番目、第三者評価制度の導入につ

いて、平成１４年１１月２９日に、摂津

市文化ホールで福祉サービスの質の向上

と第三者評価システムという国際シンポ

ジウムを開きました。その後、１４年度

の決算の委員会のときに、介護施設につ

いて第三者評価を取り入れることについ

てどうですかと聞きました。そのときは、

全然考えてませんという話だったんです

が、だんだんと導入する施設も増えてき

ましたし、当時は、非常に費用もかかり

ますという話だったんですが、そういう

意味では、それを取り扱う業者というん

ですか、機関も増えてきていると思うん

ですけども、そういうことも踏まえて、

現時点で、特に保育施設、それから介護

施設についての現在の導入についての考

え方についてはどうなのか、一度お聞か

せください。

　それから、２８番目、ブックスタート

事業に関連をしまして、昨日も本会議で

言いましたけども、最近の子どもたちの

活字離れが明らかに学力に影響を及ぼし

ているという調査結果が出ているわけで

すが、そうした意味では、早い時期から

絵本に親しみ、読み聞かせの意識と環境

を整えて、そして、持続しながら教育現

場の学校の読書運動につなげていくとい

う、連続した政策が大事だと思うんです

けど、ブックスタートはあくまでもきっ

かけというんですか、４か月児に贈呈で

すから、きっかけだと思うんですけど、

そのずっと読み聞かせを切れ間なくやっ

ていく施策をどのように考えておられる

か、ここでお示しください。

　それから、同じくブックスタートに関

連しまして、乳幼児が訪れる場所に、ど

こにでも絵本があるというという、ちょっ

とした時間でも読み聞かせができるよう

な環境の整備というのは大変望ましいと

思うわけです。そうした意味では、昨年

から、１階のこども育成課の前のところ

に絵本を並べていただいておりまして、

これは非常に評価するというか、いい提

案だなというふうに思うんですね。市民

課のとこにも置いてありますけども、そ

ういうちょっとした時間でもお母さんが

子どもに絵本を読み聞かせるというよう

な環境を整えていくことも非常に効果の

あることではないかなと思うんです。

　先日、私、こどもが風邪引きましたん

で、子どもを連れてある診療所に行きま

して、診療所にも何冊か本が置いてあり

ました。それで、お母さんが子どもに、

待っている時間に読み聞かせされている

というふうな光景もありましたし、非常

にいい光景だなというふうに思いました。

　医療機関でも、やっぱり子どもの集ま

る場所って結構あると思うんですけど、

こういう医療機関に市からお願いをしま

して、これは提案ですが、摂津市はそう

いう読み聞かせの推進をしていますとい

うふうなポスターなりステッカーなり、

そういう標語のものと一緒に絵本を充実

していただく補助体制がとれるのであれ

ばそういうことも考えて、三師会は摂津

市も補助金を出しているわけですから、

摂津市からそういうお願いをして、一緒

に進めていくいうような体制ができたら

いいのになと思うわけですが、そういう

ことについてのお考えを一度お聞かせく

ださい。

　最後、３０番、児童センターの安全対

策です。今、小学校については門の受付

員を設置したりして安全対策をとってお

ります。児童センターについては、放課
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後、だれでも来れるという体制になって

いるんですけど、同じようにやっぱり多

くの子どもたちが集まってくるという意

味では何らかの安全対策をしていかない

といけないと思うんですが、もう既に何

か考えられてるんだったら、そのことを

教えていただきたいと思います。

○川口委員長　答弁を求めます。

　前川参事。

○前川生活環境部参事　２４番の環境美

化事業につきましては、摂津市違反簡易

広告物除却活動員制度というのを昨年の

８月に発足させていただきました。

　現在、市内２５団体で１８８名の活動

員が実際に活動していただいております。

　内訳を申しますと、法人の活動員の団

体が６団体でございます。自治会関係が

１５団体、あと一般団体といたしまして

４団体、合計２５団体となっております。

　現在まで、８月から２月末までの撤去

回数なんですけども１０２回、大体、約

月に１回程度実施していただいておりま

す。まだ実績といたしましては数は少の

うございます。といいますのも、今現在、

シルバー人材センターの方で委託してお

ります緊急地域雇用創出事業の委託で、

毎日撤去していただいている関係で、現

在のところ、かなり撤去枚数は少ないと

いうことで、今後、新年度にそういう事

業がなくなってくるんで、もっと効率的

な撤去ができるんではなかろうかと。特

に、日曜日における撤去については期待

しているところでございます。

　保管につきましては、各団体ごとに保

管場所を定めていただいて、ファクス、

電話などによる撤去実績報告いう形で上

げていただいて、我々、数が大きくなれ

ば道路課とも連携いたして回収させてい

ただくということで、今現在、中央環状

線の高架下に保管場所ございますけれど

も、原則としては、二日以上の保管をす

るという形で、それと、毎週月曜日に告

示を行ってございます。１か月まとまれ

ば、一定処分するという手続をとってご

ざいます。

　それと、もう１点、三島地域の４市１

町の違法屋外広告物等対策協議会の関係

なんですけども、昨年２月にこの協議会

が発足して以来、現在までに、府下７地

区の土木事務所すべてにおいて対策協議

会が立ち上がっているということで聞い

ております。その協議会の中で、現在、

政治活動用ポスターも含めて、一般ポス

ター、違法広告物対策についてのマニュ

アルづくりを検討いたし、この１月にマ

ニュアルができてきてまいっております。

　こういう広域的な取り組みを通じて、

業者の方にも、啓発いうことでは大きな

効果があったんではなかろうかというこ

とと、もう１点は、一定、撤去方法につ

いてもマニュアルという形の一定の処分

方法が確立されたということでは、大き

な効果があったんではなかろうかという

ことで考えております。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　５番の民生委員

の関係と、２６番の地域福祉計画のこの

２点についてご答弁させていただきます。

　民生委員につきましては、昨年の１２

月に改選をさせていただいたところでご

ざいます。それと、その際に、定数の見

直しもさせていただいておるところでご

ざいます。それまでは、民生委員が定数

１１９名、主任児童委員が５名、１２月

からは、民生委員を１０名増の１２９名、

また、主任児童委員は、定数を７名増の

１２名ということでさせていただいてお

ります。

　これにつきましては、民生委員の持ち

世帯の増等がございまして、現在、一人
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の方の持っておられる世帯数５００世帯

を超える分につきましては、適正と言わ

れております２８０から３００世帯に持

ち世帯をするということで考えておりま

して、そういうことで、適正な世帯数と

いうことで、今申し上げましたように１

０名の増員をさせていただいております。

　また、主任児童委員は、地域、地域で

の児童に対する取り組みの充実を図ると

いうことで、今回、大阪府が各市町村に

対しまして充実という部分もございまし

て、先ほど申し上げましたように、５名

から１２名の増員というふうになってお

ります。

　それで、昨年の１２月に改選をさせて

いただいたんですが、現在、その１２月

時点で１３名の欠員がございました。そ

れと、また、２月で、現在、１人の辞任

の申し出がございまして、現時点で１４

名の欠員が生じているような状況になっ

ております。この１４名につきましては、

２月に民生委員推薦会等開催をさせてい

ただいて、また委嘱についていろいろさ

せていただいて、現在、６名の方が４月

１日に委嘱できるというふうに見込んで

おります。そういうことで、現在、８人

の欠員が生じているというような状況に

なっております。

　それと、民生児童委員の役割等でござ

いますが、従来、ひとり暮らしの高齢者

とか、小地域ネットワークのふれあいリ

ハサロン等いろいろな部分で活躍してい

ただいておりました。しかし、現在では、

いろんな社会状況または家庭状況等の変

化に伴いまして、子育て支援ということ

で、１６年度からは、各地域の中で子育

てサロンという部分も地域の中でやって

いただいております。

　また、来年度からは、児童虐待という

部分で、そういう中でいろんな機関と連

携して、児童虐待の部分についても民生

委員が見守り活動をするというメニュー

として入っております。そういうことで、

ますます地域の身近な相談員としての役

割というのが非常に重要になってくると

いうふうに思っております。

　そういうことで、こういう民生委員の

仕事の増等になって非常に大変になるん

ですが、これにつきましては、地区の民

生委員がお互いに協力していただいて、

できるだけ負担のないような体制づくり

が非常に重要というふうに考えておりま

して、この部分については、地区の役員

会等でも十分協議をして、できるだけス

ムーズな取り組みができるように努力を

してまいりたいというふうに考えており

ます。

　次に、地域福祉計画の関係につきまし

ては、平成１５年１１月からいろんな部

分で取り組みをさせていただいておりま

す。最近では、３月３日、４日、５日に、

公民館、総合福祉会館等の五つの会場で

素案に対する説明会をさせていただいた

ところでございます。また、７日にも、

民生委員に集まっていただきまして、地

域福祉計画の素案について、一定、説明

をさせていただいたところでございます。

それと、また、来週に計画策定委員会を

開催しまして、素案等の中身を調整する

というふうになっております。

　ご質問のパブリックコメントの部分に

つきましては、広報等でも１６日以降と

いうふうに書かせていただいておりまし

て、できるだけ素案について一定公表で

きるように努力をしてまいりたいという

ふうに考えております。

　また、この計画書が完成しましたとき

には、市民の方々にもいろいろな部分で

知っていただくために、報告会等を地区

ごとでも実施をする考えを持っておりま
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す。

○川口委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　２５番、摂津

市行財政改革第３次実施計画第１期アク

ションプランの、ごみ焼却の広域連携に

ついてでございますが、ごみ焼却炉の更

新時期に向けて近隣市と連携を図ること

により、経費を削減できる方策を検討す

るとありますけれども、これのプランの

実施の項では１９年度以降となっており

ます。現在、３号炉と４号炉の二つの焼

却炉で市域の燃やせるごみの全量処理い

たしておりますけれども、これらの焼却

炉の耐用年数は、３号炉、４号炉それぞ

れ平成２９年度、３０年度ぐらいまでは

稼動できるものと考えております。

　将来の焼却炉更新につきましては、ご

み処理の基本計画の策定から建設期間相

当年数を要するものと考えております。

　ごみ処理の広域化につきましては、大

阪府ごみ処理広域化計画に基づきまして、

今後、ごみ処理の広域化を推進するため、

大阪府に対して広域ブロックの構成市町

間の調整や指導等を担っていただけるよ

う要望してまいりたいと考えております。

○川口委員長　大場次長。

○大場生活環境部次長　番号２番、３番、

４番についてご答弁させていただきます。

　２番のひったくりの件ですが、摂津市

内の現在のひったくりの発生状況としま

しては、摂津警察署の街頭犯罪発生状況

分析表という資料をいただきますと、摂

津管内のひったくり発生状況では、１５

年中が４４件、１６年中４５件というこ

とで１件の増となっております。平成１

６年度のひったくりの状況の発生時間帯

では、午後７時から９時が最も多く、全

体の４７％となっております。１６年中

の人口１万人当たりでいきますと５件と

いうことで、府内で１５番目となってお

ります。発生場所では、駅から５００メー

トル以内の発生状況というのが出ており

ますが、阪急正雀駅では８件、次に、Ｊ

Ｒ千里丘駅４件、モノレール摂津駅２件、

南摂津駅がゼロということで、合計１４

件、全体の３１％となっております。

　ひったくりの発生地帯のマップにつき

まして、現在は作成はできておらないん

ですけども、摂津警察署からの資料提供

を受ける中で作成してまいりたいと思っ

ております。マップにつきまして、また

自治会長ともそのマップを参考にしてい

ただいて、防犯灯の申請の参考にもして

いただきたいと考えております。

　夜間の照度チェックにつきましては、

警察庁の方から、歩行者が安心できる路

面の照度として３ルックス以上というの

が推奨されております。防犯灯の設置場

所を現場確認する際に、照度計を持参し

まして確認を行っておるところでござい

ます。

　防犯灯のメンテナンスにつきましては、

球切れや器具の取りかえなど自治会の方

に維持管理をお願いしておるわけですけ

ども、その費用につきましては、自治会

への補助の範囲で、引き続き自治会の方

でお願いしたいと考えております。

　それと、門灯の点灯につきましてです

が、ことしの２月１５日の広報のちょう

ど防犯特集に掲載させていただいておる

んですが、１日１０時間点灯しても、１

か月の電気代としては１１０円程度とい

うようなことで、そういう記事も記載を

していただく中で、市民への啓発を行っ

てまいりたいと思っております。

　次に、３番、摂津まつりの件でござい

ますが、本年第３０回の開催を予定して

おります。摂津市は、摂津まつり振興会

の構成団体の一員として参加しておると

ころでございます。商工会、自治連合会
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など９団体で構成しておりますが、まつ

りの当日の準備等で、約５００人近い支

援のもとで実施しております。ちなみに、

昨年度の参加人員でいきますと、土、日

の二日間で約３万３，０００人というふ

うなことで、市民の皆さんには大変喜ん

でいただいていると判断しております。

　まつりの動きでございますが、さきの

役員会の中では、摂津まつり振興会での

摂津まつりの実施は、ことしの３０回を

区切りとして、来年３１回以降の摂津ま

つりの継続は極めて困難であるというよ

うな話が出ておりまして、その中身とし

ましては、摂津まつりの組織だとか、財

政、事業内容、運営全般にかかわる問題

で、ゆがみが顕著になり、その問題点、

課題を先送りしていけば、さらに大きな

問題・課題となるということで、その解

決策が見出せないとの結論に達したとい

うような内容でございました。

　この提言の内容を受けまして、現在、

摂津まつり役員会を２回ほど開催いたし

まして協議を願っておるところでござい

ます。また、各構成団体の意見も集約す

る中で、まつり振興会としての結論が出

ると考えております。まつり振興会の構

成団体の一員であります摂津市といたし

ましては、その提言に記載されておりま

す問題点、実は大変難しい課題があると

思うんですけども、今後も、まつり役員

会の中で議論していただき、引き続きま

つりの継続をお願いしたいというふうな

意見を述べております。

　４番の地域活性化の第１期アクション

プランの件でございますが、地域活性化

事業補助金の中には八つの補助対象が書

かれておりまして、その中に、確かに健

康増進につながる活動ということで補助

対象となっております。地域活性化事業

と地区体育祭も同じ小学校区単位の補助

でございますし、また、健康増進、スポー

ツ活動に対する補助ということで、二つ

の事業を一緒にできないかというような

ことで、補助の見直しもしていきたいと

いうふうな中身でございますが、協議の

中身といたしましては、地域活性化事業

については校区の自主性に任せておると

いうようなこともございますし、一方、

地区体の方は、市の教育委員会から地域

の方に実施を依頼しているというような

こともございます。

　そういうようなことで、補助の内容と

か目的等がちょっと異なりますというこ

とで、統合については難しいと考えてお

るところでございます。地区体の担当者

と協議はしておるんですけども、まだ結

論が出ておらないということで、１７年

度につきましては、引き続き継続協議と

いうような状態となっております。

○川口委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　まず、２０番目

のオアシスクリーンキャンペーンのとき

にパッカー車１台で可燃・不燃突っ込み

という状況ということでご指摘いただい

ておるんですが、自治会でしていただい

ております街美についても、現在は、可

燃・不燃分けずに持ち帰って、不燃物処

理施設で分けて、可燃についてはセンター

に持ち込み焼却、不燃については破砕後、

埋め立てというようなことを行っており

ます。ただ、一部、その中にある資源に

ついては、不燃物処理施設で破砕すると

きに資源も回収ということもいたしてお

ります。ただ、この問題につきましては、

従来から自治会の方でも、可燃・不燃を

分けて排出してはどうかいうような議論

もしていただいておったんですが、なか

なかすべてでまとまり切ってないという

状態もございます。

　そういったこともあるんですが、私ど
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もの方としては、やはり分けていただく

ことによって処理コストが下がるという

ようなこともありますので、今現在、各

小学校区単位で懇談会いうのを、自治会

長及び減量推進員お集まりいただいて議

論していただいているわけなんですが、

その中でも、街美のごみの取り扱いにつ

いて、私ども、平成１７年度から、可燃・

不燃分ける形で回収させていただく。そ

れについて、出すときに協力できる範囲

で分けて出していただきたいということ

で、それぞれ地域で説明をさせていただ

いております。おおむね協力いただける

ということで聞いておりますので、１７

年度からはそういう形で、可燃・不燃、

二者分ける形で回収にお伺いしたいと思っ

ております。

　従来、なぜできなかったかいうのは、

その自治会だけの都合でなくて、我々、

やはり日曜日の収集いうことになると、

人件費コスト、当然、分けて走らすいう

ことになると、それなりの車両が必要に

なってくるいうことにもなって、そうい

うコストアップにつながるいうようなこ

とで、ちょっと足踏みしていたというこ

ともございますが、１７年度については、

思い切って一歩前に出たいというふうに

考えております。

　次の、２１番目の市役所の食堂の割り

ばしということでご指摘いただいており

ます。

　私ども、各事業所については、減量と

いうことでお願いにお伺いしたりしてお

ります。直接、我々が収集しているので

なく、許可業者が収集しておりますので、

許可業者が回収して回っているというこ

となんですが、市役所の食堂については、

市の人事課の方が管理しておりますので、

我々から言うプラス人事課にも働きかけ

る中で検討していただければというふう

にも思っております。

　２２番目のペットボトルの売却の考え

方ということですが、委員ご指摘のとお

り、去年、おととしぐらいから、徐々に

売却ルートいうのが出てきております。

それ以前は、集めても、結局どこも引き

取ってくれないというような状況が当初

生まれてたんですが、中国需要とかさま

ざまな需要がある中で、一定、今、有価

という流れになってきております。

　そういった流れを受けて、私どもも、

１７年度については、容器包装リサイク

ル法で定める、団体の方に出すんでなし

に、一定、入札を行いまして、高価で買

い取っていただけるところに売却したい

というふうには考えております。

　ただ、条件といたしましては、国内利

用ということで、以前、たしか中国に輸

出されたやつが、適切でないものも含ま

れているということで、ペットボトル以

外に何かちょっと汚れたプラスチックが

入っているいうことで送り返されてきた

いうようなケースもあります。そういう

意味でいうと、結構、ブローカーがどう

いうところが入るかによって、危ないと

いうこともありますので、確実にリサイ

クルできるということでいいますと、国

内利用ということを視野に入れながら入

札を行ってまいりたいと思っております。

　法的な問題ということで言いますと、

容器包装リサイクル法で定める特定法人

というのがございまして、そこに、翌年

度の買い取り依頼を半年ぐらい前にやる

わけですね。ですから、私ども、今回手

を挙げずに売却するいうことで処理して

おりますので、特に容器包装リサイクル

法で指摘を受けるような問題はないと思っ

ております。ただ、ごみということであ

れば、廃棄物清掃法によってその収集運

搬なり、動かして処理するということに
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なると問題が出てくるんですが、有価で

引き取っていただくということになると、

廃棄物という定義から外れますので、そ

ういう意味での問題もないというふうに

考えております。

　２３番目の、チップ化処理ということ

で、評価ということで、先送りいうこと

で、私ども、通年処理ということで、機

械を購入して行いたいというふうに考え

ておるんですが、大体、年間８００トン

を上回る剪定枝がセンターの方に持ち込

まれてきているわけんですが、リサイク

ルできるのに燃やすコストをかけて燃や

して、それがまた灰となって埋め立てら

れているということは、やはり可能性の

あることについては、少しでもチャレン

ジしていきたいなということで考えてお

るんですが。ただ、今、各市とも、結構

チップ化いう動きを見せておりまして、

実際、市でつくったチップが、果たして

商品として、あるいは無料であっても引

き取り手が確実に確保できるのかいうの

が、今回の評価の先送りとなったいうふ

うな原因であろうかと存じております。

　それをクリアするために、とりあえず、

昨年、１か月間、夏場にチップ化を行い

まして、大体１４０トン近く処理をして

おります。その処理したやつを、今、環

境センターの横にございます公園にまい

て、草が生えてこないようなことで実験

をしたり、あと、それ以外に、センター

前の通路にまいて、クッション材的な形

で歩道みたいな整備をしたりというよう

なことで、いろんな使い方を考えながら、

できるだけ、８００トンすべてがリサイ

クルできるようなことを視野に入れなが

ら、利用方法についても検討してまいり

たいというふうに思っております。

　ただ、１点、売却についての問題なん

ですが、売却についての引き合いも何件

かオーダーとして聞いたりはしているん

ですが、市が売却したときに製造物とい

うことになりますので、製造物責任法に

伴う対応がなかなか市としてとれるのか

なという問題点もあります。

　そこら辺も十分研究した上で、１７年

度についても短期のリースということで

試行を行いますが、そこら辺も視野に入

れながら検討してまいりたいというふう

に考えております。

○川口委員長　前川参事。

○前川健康推進課参事　それでは、１９

番目の市営葬儀委託料の中に、マイクロ

バス料金を一緒に含められないかという

ご質問にお答えいたします。

　このマイクロバスにつきましては、現

在、本市が総務防災課の方で運行委託契

約をやっております分がございまして、

その条件といたしましては、１週間以上

前に申し込みと、半日単位が最低条件と

なっております。料金的には、３時間で

１万８，９００円と聞いておりますが、

葬儀の申し込みにつきましては、ご存じ

のように日数的に余裕がなくて、きょう

言うてあした、あさっていうことにもな

り、また、当日、参列者が多くて乗れな

いから１台追加してくれとかいうような

こともございまして、これを一々市の方

でやっておりますと、いろいろトラブル

とかも出てくる可能性もありまして、難

しいかなとは思ってたんですけれども、

その後、料金面を各業者に提出させまし

たところ、大体、一回の利用が１万８，

０００円前後で、ほとんど価格的に差が

ないこと。それと、マイクロバスの料金

を安くできないかということで、マイク

ロバスの運行会社にも問い合わせをやり

ました。ところが、これは、運輸局に対

して運賃を届けている料金で、値段は下

げることができないということで、そう
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いう返事をいただいております。

　また、参考までに、通常の利用につき

ましては、自宅からメモリアルホールま

で、通夜とか告別式の二日ございますけ

れども、大体１台で７万８，０００円、

二日間でかかっております。その内訳と

いたしましては、１日３時間以内が、大

体どこの業者も３万９，０００円ぐらい

の金額を取っておりまして、それは１回

だけの往復ではなくて、人数の多いとこ

ろは何回でも往復するということですの

で、料金的にはそう高くはないかなとは

思っております。

　それと、契約業者が、それぞれマイク

ロバスの会社、いろいろ契約している業

者と、葬儀業者自体がマイクロバスを持っ

ておるところがありまして、値段を統一

するというのは難しいかなと思っており

ます。

　やはり市営葬儀としては簡素な分を進

めておりまして、マイクロバスを使われ

ない家庭も多くございまして、やはり市

営葬儀としては、現状の祭壇の飾りつけ、

火葬場の利用、霊柩車の３点が市営葬儀

としてはふさわしいのではないかと思っ

ておりますので、よろしくご理解願いた

いと思います。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　まず、第

１番目のコミュニティーソーシャルワー

カー事業についてお答えいたします。

　コミュニティーソーシャルワーカーに

つきましては、中学校区といった身近な

地域におきまして、援護を要する高齢者、

障害者、子育て中の親などの見守り、課

題の発見、専門的相談の実施、必要なサー

ビスや専門機関へのつなぎを行うという

形で先の本会議でも答弁させていただい

ておりますけども、その具体的な業務の

内容につきましては、中学校区におきま

す要援護者等に対する個別支援とともに、

小地域ネットワーク活動や地域の施設等

の社会資源とも連携しまして、そうした

関係機関のネットワーク化によるセーフ

ティーネット体制づくり、そして、この

ような活動を踏まえまして、地域住民活

動のコーディネートや企画立案機能を強

化することなどが考えられております。

　具体的には、これまで、高齢者、障害

者、児童といったそれぞれの形でケア会

議やネットワークというのが全市的につ

くられてきたわけですけども、いわゆる

地域ごとにそうした高齢、障害、児童等

の枠を取っ払った形でのネットワークと

か体制がなかったということでございま

すので、それを構築していくということ

が大きな目的というふうに考えておりま

す。

　それから、平成１７年度におきまして

は、市役所の高齢者障害者福祉課の方に、

１名コミュニティーソーシャルワーカー

を配置してまいりたいというふうに考え

ております。市役所がたまたま一中校区

にございますので、一応、一中校区に配

置したということになりまして、他の４

つの中校区につきましてはいわゆる配置

をしていない、まだ未配置の状況という

ふうに考えております。

　なぜ市役所の方に先行して配置したの

かという問題がございますけども、一つ

は、先ほどの事業内容を見ましても、か

なり地域の実情を知って、また専門的な

知識・能力を要請される仕事でございま

すので、なかなか人員の確保の問題もご

ざいますし、それから、委員ご指摘のこ

れは大阪府の方が、福祉医療制度の見直

しの中でのセーフティーネットワークづ

くりの重要施策というふうに位置づけて

おりますけれども、ほかの大阪府の施策

がそうでありますように、この施策につ
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きましても、基本的には５年間の期限つ

きの補助事業というふうに聞いておりま

すので、我々といたしましては、その補

助が切られることも想定して今後の事業

展開をやっぱり考えていかなければなら

ないと思いますので、その辺につきまし

ても、１年間をかけて検討してまいりた

いというふうに考えております。

　それと、もし五つの地区で配置してい

くとなれば、その５人のかなり専門的な

能力を持った方たちをやはり束ねる職員

も必要であろうということで、それは市

役所に配置した職員がそれを束ねるとい

うことも必要であるということで、とり

あえず、市役所の方にまず配置した状況

でございます。

　続きまして、６番の高齢者移送サービ

スについてでございます。

　まず、実績についてでございますけど

も、平成１６年度の１月時点におきまし

て、登録者数が１１３名ということで、

１６年度の４月時点で５２名でございま

したので、倍増以上の伸びを示しており

ます。利用件数につきましても、１６年

４月から１月まで、延べ３９２件の利用

となっております。月別で見ますと、４

月段階で２３件でありましたのが、一番

多い月で、１０月、５０件となっており

ますので、ほぼこれも倍増以上の利用に

なっております。

　この移送サービスにつきまして、少し

情勢が変わってきておりまして、これま

でも、道路運送上いろいろ問題、疑義が

あるというふうに言われておりましたけ

れども、今回、道路運送法の第８０条第

１項のいわゆる自家用自動車の有償運送

許可を得れば、こうした事業が正式な形

でできるということに変わりまして、そ

のためには、地方運輸局や関係交通機関

の代表、ＮＰＯ等の代表や利用者代表等

で構成いたします運営協議会というもの

をつくりまして、その中でその事業を認

めていただく必要が出てまいりました。

具体的には、摂津市独自でこうした運営

協議会をつくるのではなくて、北摂７市

３町でこのような運営協議会をつくって、

１７年度にこの移送サービス、そして、

社協に委託しております移送サービスに

つきましても、そこでご承認を得ていく

という形になっていくというふうに思い

ます。

　現在、福祉車両３台で運営しておりま

す。１７年度の事業内容につきましても

１６年度と同様の内容で実施してまいり

たいというふうに考えております。

　委託先のシルバー人材センターとも協

議をしておりますけれども、運転手の確

保の問題、自動車の駐車場の確保の問題

等もございますし、やはり高齢者の方に

こうした移送サービスをどこまでお願い

できるのかという、安全面の問題もござ

いますので、今後１年間、そういった問

題も含めて今後のあり方について検討し

てまいりたいというふうに思っておりま

す。また、介護福祉タクシーにつきまし

ても、十分、我々としましては現状につ

いて認識しておりませんので、先ほども

申し上げました運営協議会等の動きがご

ざいますので、その中でまた十分に状況

を把握し、今後の運営のあり方の中でま

た検討してまいりたいというふうに考え

ております。

　７番目の老人クラブの補助金でござい

ますけども、現在、６１クラブ、約４，

０００人弱の方が老人クラブの方に加盟

をしていただいております。一方で、独

居世帯や老老世帯の中でどれだけの方が

老人クラブに加入しているのか、あるい

は未加入なのかということでございます

が、現実的な問題といたしまして、民生

－�23�－



委員の方から提出していただいておりま

す独居世帯の名簿の中に、地域の活動を

しているかどうかという欄がございまし

て、その中に、老人クラブ活動などを行っ

ているというふうに記入をしていただけ

る欄がございますので、独居世帯につき

ましては、ある程度、老人クラブ活動を

されているのかどうかについては把握す

ることができますけれども、実際には、

民生委員の方に申請をされておられない

独居世帯や老老世帯につきましては十分

把握ができていないというのが現状でご

ざいます。また、現実的な問題としまし

て、今後、その把握についてもなかなか

難しい面があるかというふうに考えてお

ります。

　しかし、一方で、老人クラブにつきま

しては、その地域の独居世帯や老老世帯

等の見守り活動などの地域のセーフティー

ネットワークづくりに重要な役割を今後

も果たしていただく必要がございますの

で、できることならば、老人クラブの方

ともご相談いたしまして、例えば、加入

促進強化月間のような形の中で、例えば、

そういった独居世帯とか老老世帯の方に

主にターゲットを絞って加入を促進する

ような取り組みを行っていただくとか、

そういったことを、一度、また老人クラ

ブの方とも協議して、検討してまいりた

いというふうに考えております。

　２７番目の第三者評価についてでござ

いますが、これは、各種福祉施設に関連

いたしますので、一応、私の方からご答

弁させていただきます。

　現在、保育所や障害者施設につきまし

ては、それぞれの施設におきまして苦情

処理要綱を設けまして、苦情処理の窓口

担当者、それから、責任者等を明確化す

るとともに、手続につきましてもきちん

と規定しております。また、施設職員と

は別に、利用者の方が苦情を訴えること

ができる第三者委員につきましても配置

をさせていただいております。

　また、介護施設におきましては、これ

らに加えまして、介護相談員の制度も設

けております。

　第三者評価制度の導入の意義につきま

しては認識いたしておりますけれども、

まだまだ評価をされる機関が少ないこと

もあり、費用の面もございますので、今

後も、その実施については検討してまい

りたいというふうに考えております。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　１８番のアトピー、

ぜんそく等々の実態とその対策について

お答えさせていただきます。

　１歳６カ月児健診を受診された、本年

度７月から９月に受診されたお母様方に、

アトピーやぜんそくについての状況をお

尋ねして、それをまとめたものがござい

まして、５．１％の方がアトピーである、

ぜんそくについては、３．６％の方がう

ちの子はぜんそくであるというふうにお

答えをいただいております。

　ちょうど、真夏の期間の調査でござい

ましたので、冬にはアトピーもぜんそく

もまた少し状態が変わるのではないかと

いうことで、この１、２、３月の集計を

今現在行っているところでございます。

　対策についてでございますが、４カ月

健診、１歳半健診、３歳半健診等々、そ

れから、育児相談等の会場におきまして、

個別の相談を承っております。その中で

は、スキンケア指導、食事指導等、個々

の方にあわせて健康指導を行っているの

が現状でございます。

　また、その個別指導の中で、特に継続

して相談が必要であると、親からお申し

込みになった方も、また、こちらが、も

う少し継続して指導した方がいいかなと
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判断させていただいた方等につきまして

は、家庭訪問等も行いまして継続指導を

行っております。これらの対策を今後も

続けていきたいと考えております。

　２８番のブックスタートについてでご

ざいますが、読み聞かせを切れ間なく進

めるためにということで、保健センター

におきましては、４カ月健診で読み聞か

せを、ボランティアの方に入っていただ

いてしておりますが、１歳半健診につき

ましては、保育士と共同事業しておりま

して、手遊びや絵本、大型紙芝居の読み

聞かせ等々行っております。３歳半健診

につきましては、少し、耳鼻科健診や視

覚健診等がございまして、盛りだくさん

なものですから、読み聞かせは行っては

おりません。保健センターの会場には絵

本等用意いたしております。

　次、２９番の医療機関に絵本、充実の

働きかけをということでございますが、

これは、医師会や歯科医師会ともご相談

をしないといけないんですが、医療機関

はやはり病気を持たれた方が来られると

いうことで、絵本を介して少し不衛生な

状況になり得るので、うちの医療機関に

は絵本とか雑誌は置かないんだというふ

うに断言していらっしゃる先生もござい

まして、全体として、医療機関に絵本を

置いてくださいという方向性が進展して

いくかどうかについては、少し医師会や

歯科医師会とご相談した上でということ

になるかと思います。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　まず、８番の児

童福祉法改正に伴う児童虐待に対する市

町村の役割というご質問に対してでござ

いますが、児童福祉法が改正になりまし

て、今までは大阪府の方がメインで対応

しておる状況でございましたが、市町村

の役割も明確化されたところでございま

す。その役割と申しますと、一般の子育

て支援サービス等の身近な各種の資源を

活用することで対応が可能と判断される

比較的軽微な事例については、市町村中

心に対応することと。しかしながら、困

難事例については児童相談所、大阪府に

おいては子ども家庭センターに直ちに連

絡するというような一項目が入っており

ます。このようなことがございまして、

我々、今、家庭児童相談室を設置してお

ります。今も、委員ご指摘のように、キャ

ピセ（児童虐待連絡会）という会を立ち

上げて、家庭児童相談室の方が窓口でやっ

ております。

　このことは、法の改正がありましても、

同様に、こども育成課の家庭児童相談室

の方の窓口で対応していきたいと考えて

おります。

　続きまして、９番目の育児支援家庭訪

問事業がどのような事業かといいますと、

予算概要にも載せてますように、積極的

にみずからが支援を求めることが困難な

家庭に対して、児童の養育支援のために

家庭訪問の活動を行うという事業でござ

いまして、もう少し具体的に言いますと、

家庭児童相談室の方で、子育てアドバイ

ザー研修会を年に１回開催しております。

といいますのが、対象の方を、大阪府の

方が研修していただける子ども家庭サポー

ター終了の方を中心に研修会をいたしま

して、この方々の中から、摂津市の子育

てアドバイザーという登録をしていただ

いている方につきまして家庭訪問をして

いただくと。ただ、ボランティア的な要

素のメンバーでございますので、いきな

りその方が家庭訪問するかといいますと、

どうしてもしんどいところがございます。

やはり職員、家庭児童相談室並びに来年

度予定しております非常勤で雇用する予

定の臨床心理士が前もっていろいろと前
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さばきをして、そのご家庭のご了解を得

た上で、アドバイザーに見守りという形

で家庭訪問をしていただけたらと思って

おります。

　続きまして、１０番目の次世代育成計

画と少子化対策実施要綱の件でございま

すが、要綱の方が出てきましたのが１２

月ということで、それまで、策定委員会

の方でいろいろとご議論していただいて

おります、次世代育成の計画の方でござ

いますが。やはりその策定委員会の議論

を尊重するように、３月末をもって計画

を策定していきたいと思っております。

　しかしながら、いろいろと子育て支援

に関しますところは日々変化がございま

す。その必要性が感じられるならば、や

はり計画の見直しもその都度行っていき

たいとも考えておりますが、今のところ

は、今までいただいた議論を尊重する形

で計画書案から案をとって計画書にして

いきたいと思っております。

　続きまして、１１番のファミリーサポー

トセンターに関する件でございます。

　今年度、昨年１０月からファミリーサ

ポートセンターを立ち上げまして、本市

社会福祉協議会の方に委託をしまして事

業を行っていただいております。

　今までに講習会等３回開催させていた

だいておりまして、会員数につきまして

は、依頼会員が３０名、援助会員が１８

名、両方会員が１０名の計５８名の方に

会員になっていただいております。

　活動実績でございますが、１０月から

２月末で計１７件の活動をいただいてお

ります。

　また、補助金のところのいろんな縛り

が今後どうなっていくのかというご質問

でございますが、このファミリーサポー

トセンターの補助金につきましては、三

位一体の関係でまだ中身が余り見えてき

てないんですが、交付金化される事業の

一つになるということを大阪府の方から

連絡をいただいております。その交付金

と申しますと、次世代育成支援対策交付

金のソフト交付金という項目になります。

こういう交付金化されて市町村の自由度

が増すというところから言えば、今まで

あった一定の基準については削除してい

ただけるのかなとは思っておりますが、

今のところ、交付金化の詳細がまだ届い

ておりませんので未定でございます。

　１２番目の摂津保育所、現摂津保育園

でございますが、民営化した後の評価及

びその後の民営化の方向性というご質問

でございますが、昨年４月に社会福祉法

人桃林会に運営をお願いして、今そちら

の方で運営をお願いしております。

　我々といたしましても、やはり見守る

必要があるということで、三者会議とい

うのを設置いたしまして、保護者の方、

法人、市、その三者が一者でも声をかけ

れば会を開こうというような会を設置し

ておりまして、保育所の運営の条件が保

護者の方に、こちらの方説明をしており

まして、その条件から少し外れたような

ことがあればいつでも言ってくださいと、

すぐ会議をして、我々としても見守りを

していきたいという会議でございます。

その会議におきましてもそういうような

お話は今聞いておりません。

　また、評価というところでございます

が、約１年になりますので、この２月２

８日付で公立時代からいておられた保護

者の方を対象に、何か変わった点とかよ

くなった点があればご回答お願いしたい

というようなアンケートをお配りして、

この月曜日、３月７日締め切りで一応回

収しております。なお、中身については

詳細見ておりません。もう少し中身を見

て、その三者会議の内容とアンケートの
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内容でこの１年の評価をしてまいりたい

というふうに思っております。

　また、民営化の方向でございますが、

本会議の方でも市長、部長からご答弁あ

りましたように、公立保育所のあり方に

ついていろいろ検討し、引き続いて市民

生活の影響を考慮し、民営化も視野に入

れながらいろんなことを検討してまいる

というようなことでございます。

　次に、１３番の病後児保育の件でござ

いますが、次世代育成対策支援行動計画

の中で病後児保育の欄を設けております。

一応、５年後の目標といたしまして、施

設型１か所、または派遣型延べ１，００

０件という目標を設けております。アン

ケート、意向調査によりますと、やはり

派遣型より施設型の方の要望が高くなっ

ております。その要望におこたえできる

ように我々としても努力をしてまいりた

いと思っております。

　ただ、病後児という状況でございます

ので、やはり専用の保育室であるとか専

用の保育士、または看護師という配置の

必要性もございます。既存施設につきま

して、なかなかそういうような専用スペー

スがとれる園が少のうございます。改修

等にあわせて、そういう新しい事業をし

ていっていただけるところがあれば、ま

たお願いをしていきたいというふうに考

えております。

　１４番目の幼保一元化の考え方という

ご質問でございますが、この支援行動計

画の中に、幼保の連携という欄がござい

ました。この２月に実施いたしましたパ

ブリックコメントの中で、お一人の方か

ら、幼保一元化というのを市としては考

えていくべきではないかというご指摘を

いただき、教育委員会の方と協議して、

２月２４日に、一応策定委員会がござい

ました。そこで文言の修正の案をご提案

いたしまして、幼保連携というところに

幼保一元化の検討を含めるという文言を

追加する予定でございます。

　次、１５番目、保育所整備のところの

定員増はあるのかと。また、この４月に

向けて待機児童の方はどうだというご質

問でございますが、今回予算計上させて

いただいております補助金につきまして、

２か所の施設整備の補助金を計上させて

いただいております。１か所は建てかえ

でございます。昨年、民営化いたしまし

た摂津保育園が、老朽化が激しいため建

てかえをしていきたいということでござ

います。また、鳥飼方面で一つ保育所を

新設してまいりたいというご要望もござ

います。

　１１月、１２月と大阪府の方と協議を

重ねてまいりまして、一応、国の方に計

画を上げる方向性になりましたので予算

計上させていただきました。定員につき

ましては、建てかえの摂津保育園が３０

名増員する予定で今計画をしていただい

ています。また、新設の園につきまして

は、９０名定員の保育所を予定されてお

ります。

　４月時点の待機児童ということでござ

いますが、我々、待機児童が出ないよう

に、今、第１希望がどうしてもしんどい

方につきましては、第２希望、第３希望

ということでいろいろとお勧めをしてい

る状況でございます。しかしながら、第

１希望でお待ちするという方も当然いらっ

しゃいます。そのような状況で、数字の

方は極力ゼロにしていきたいんですけど

も。やはり毎年２０名前後待機児童が出

ているというような状況でございますの

で、今年度も同程度かなというふうに予

測をしております。

　１６番の児童扶養手当の伸びというこ

とでございますが、手持ち資料が昨年と
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ことしの分しか今現状はございません。

大体、この１年に３％程度の伸びで受給

者が増えているというような状況でござ

います。やはり申請状況を見ますと、離

婚の方がどうしても多いというような状

況でございます。

　次に、１７番の乳幼児医療費助成の拡

大に対する市の一般財源の試算をしてい

るのかということでございますが、昨年

６月の議会におきまして、条例改正の際

にご説明をしております。今現在４歳未

満でございますが、１歳拡大することに

よって、そのときの試算で、約２，８０

０万から２，９００万が必要になるとい

うご説明をさせていただいたと思います。

制度改正後、こちらの方に実績として届

いていますのが、１１月分、１２月分の

現在２か月分でございます。その２か月

分を見ましても、大体その試算に近いよ

うな数字、１年に換算いたしますと２，

８００万から９００万に近い数字が必要

であろうと。その２か月分からも試算を

しております。

　また、北摂７市の状況ということでご

ざいますが、対象年齢でいきますと、本

市を除きまして、３歳未満のところが１

市、４歳未満が３市、６歳並びに就学前

というところでございますが２市でござ

います。

　最後に、３０番の第一児童センターの

安全対策でございます。大阪教育大学附

属のあの池田小学校の事件を受けまして、

警備会社に通じる緊急通報装置をそのと

きに設置しました。また、近々におきま

しては、やはり何かあってはいけないと

いうことで、刺股、催涙スプレー等々の

配備もしております。

　また、防犯教室におきまして、摂津警

察に依頼をいたしまして、職員と子ども、

一緒にそういう教室で、何かあったとき

の緊急時に対応するようにということで

やっております。

○川口委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時５９分　休憩）

（午前　１時　１分　再開）

○川口委員長　再開をいたします。

　藤浦委員。

○藤浦委員　まず、１番目のコミュニティー

ソーシャルワーカーの配置ですが、先ほ

どの答弁でわかりましたけども、とにか

く、しっかりと、やっぱり効果が上がる

ように、活動領域の整備とか関係者の連

携とかをスムーズにやっていただくよう

にお願いしたいと思います。

　１８年度以降のことはちょっと不透明

ですが、検討していただくことを要望い

たします。

　それから、２番目の防犯灯の設置等に

ついてですが、府全体としては、やっぱ

りひったくりを減らすということでいろ

んな対策をやっているわけですが、なか

なか本市では減っていないということも

ございますし、やっぱりその辺、戦略を

しっかり立てながら、多発地域について

重点的な対策を練っていくとか、やっぱ

り何かよく発生するところについてはそ

れなりの問題点もあると思いますので。

それと、やっぱり明るくするということ

は非常に関係性があると思いますので、

しっかりと対策お願いします。

　あわせて、既存でついている部分の清

掃、メンテナンス、それとまた、門灯を

つけていくというふうな取り組みのお願

いもしっかりとしていただくことを、こ

れは要望しておきます。

　３番目、摂津まつりですが、いろいろ

内情を聞かせていただきましたけども、

何とかこれやっぱり、市民の大事なレク

リエーションでもありますので、これは、

ぜひ、形がどう変わるかもわかりません

－�28�－



けど、継続していただけるような方向で

お取り組みをお願いいたします。これも

要望にします。

　５番目の民生児童委員協議会補助金に

関連した件で、今、民生児童委員が１４

名中、最終的にはまだ８名欠員しそうだ

ということですので、これも早急にまた、

欠員のないように、できるようにこれは

しっかりと対策をとっていただきたいな

と思います。

　それから、孤独死等の対策とか老人の

見守り、それと、子どもの虐待等につい

ても、今、民生児童委員の業務に対して

大きなウエイトが置かれているというこ

ともありますし、また、ありとあらゆる

コミュニティーにかかわっておられるの

が実情だと思うんですね。例えば、地区

の体育大会なんかでも民生委員は関わっ

てらっしゃいますし、ほとんどの行事に

関わってらっしゃるんちゃうかなという

ような気がするんですが、効率的にやっ

ぱり活動していただくために、強弱も含

めた交通整理というんですかね、何でも

全力でやれっちゅうような、そんなもん

無理な状態だと思いますので、そういっ

たことも、市として、やっぱり強弱も含

めた交通整理的なことは考えていった方

がいいように思うんですが、ちょっとこ

の辺の考え方を一遍お聞かせください。

　６番目の高齢者移送サービスについて、

さらに浸透し、利用されるようにお願い

をします。これは、またやっぱり、先ほ

ど申しました介護福祉タクシーの利用状

況との関係で、介護保険の抑制にも貢献

しているのではないかと私は思っている

ので、しっかりその辺も効果が上がるよ

うな形での推進をお願いいたします。こ

れも要望とします。

　７番目、老人クラブの加入についての

問題ですが、単独世帯、老老世帯につい

ていろいろ取り組みをしていきたいと、

加入促進月間なんかも考えていきたいと

いう答弁でしたけども、これ、平成１４

年度決算のときにも同種の質問をしまし

た。そのときは、老人クラブの方に、友

愛訪問をお願いしてますということでし

て、当時は６３クラブ中５１クラブでこ

の友愛訪問を受けていただいて実施して

いるということでして、これ、さらに拡

大をするというか、しっかり充実しなが

ら、さらにこの見守りの対策を検討して

いただけませんかということに対しまし

て、そのときの答弁は、老人クラブの方

にどういう役割をしていただくか、役員

の皆様と十分協議をしながら、拡充に向

けて検討してまいりたいと、こういうふ

うにおっしゃったわけですけど。これちょっ

と年月がたちましたけど、この辺の中身

も含めて、今後、老老世帯とか単独世帯

の対策をどういうふうにしていくのか、

またされていくのかということ、もう一

度、再度ご答弁ください。

　８番目の児童虐待の窓口の件について

はわかりました。しっかり頑張っていた

だきたいと思います。

　９番目の家庭児童相談室の心理士の配

置の件ですが、これもわかりました。しっ

かり頑張って、効果が上がるようにお願

いしたいと思います。

　１０番目の次世代育成支援行動計画推

進の件ですが、ちょっと答弁が一つ抜け

ておりまして、着実に実施していくため

にどのように体制をとっていくのかと、

また進行状況をチェックしていくための

取り組みはどうですかと聞いてたんです

が、多分、これは、次世代育成支援行動

計画推進会議を設けて、１年に一回、そ

れを把握するという答弁になると思うん

ですが、それで本当に十分なのかという

ことを思うんですね。
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　それから、行政の義務としては、今回

の行動計画策定をされたということでしょ

うけども、市内の事業所の行動計画、こ

れは管轄が直接市ではなくて、国が公共

職業安定所などを通じて管轄をしていく

ということになるんですが、市に住んで

いる市民にとっては、環境の改善という

意味では、そんなに分け隔てるような領

域ではないと思うんですが、これ、３０

０人を超える分と超えない分と大分扱い

が違って、３００人を超える事業所につ

いては行動計画つくらんとあかんと。３

００人以下の場合は努力してくださいよ

と、こういうことになってるわけですけ

ども。これは、大変、こっちの方は困難、

なかなか進まへんのちゃうかなと危惧す

るんですよ。法に規制されている３００

人以上のとこは、そりゃ確かにつくらな

あかんので、これはつくると思いますけ

ど、３００人以下のところはほとんど進

まないかもわからないと思うね。こういっ

たことの何か市として、把握まで難しい

かもしれませんけど、そういうことも推

進するような働きかけなり、何らかの形

でかかわっていくことがでけへんのかと

いうことを、一遍、お答えください。

　１１番目、ファミリーサポートセンター

について、まだまだこれからということ

でもあると思うんで、しっかりと、これ

ほんま市民が利用していただけるように、

登録者と利用量が増えるように、鋭意努

力していただくことを要望しておきます。

　１２番目、保育所運営補助金に関連を

したことですが、摂津保育園は明年度に

建てなおしをされるということも先ほど

ありましたけども、とにかく聞き取りを、

アンケートをやられるということですの

で、評価を、結果をまとめていただいて、

それに基づいて、次の判断ができるよう

につないでいっていただきたい。やっぱ

り政策的なことですが、大胆かつ柔軟な

判断をしていただくことを要望しておき

ます。

　１３番目、病後児保育の件は、ぜひ実

施できるように頑張ってください。要望

しておきます。

　１４番目、幼保一元の考え方について、

これは、幼稚園の統廃合のときからもちょ

くちょく議論に上がってました。鳥飼保

育所ととりかい幼稚園がすぐそばにある

ということもありまして、立地条件とし

てはそういう検討しやすい位置にあるん

ではないかというようなことは言われて

いたわけですけども、これ、導入に向け

て調査研究を進め始めてはどうかと私は

思うわけですが、これは担当の方で一遍

ご意見をお聞かせ願いたいと思います。

　１５番目の保育所の定員増加等の問題

ですが、１７年度も恐らく２０名程度の

待機児童が出るだろうと、こういうこと

でございます。将来的には１８年度、摂

津保育園の建てかえ３０増。新しく鳥飼

方面の保育所が９０増ということですか

ら、これまた大分変わると思うんですけ

ど。ただ、この間のいろいろ調査を聞い

てますと地域にばらつきがあると。駅の

近くなんかについては案外ニーズが高い

と。先ほども言うてはりましたけども、

どうしてもほかのところには変われない

と、第１希望でないとだめなんだとして、

待つ方もいらっしゃるというようなこと

もありますし、待機児童の新基準と旧基

準と何か計算の仕方があるそうですけど

も、やっぱり実際のニーズに合って、必

要な場所には増員すると。そうでないと

ころは別に増員する必要もないというこ

ともあると思いますので、こういうばら

つきがやっぱりあると思うんですが、そ

の辺の実態を把握されているところで、

ちょっと一度お答え願いたいと思います、
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地域性ですね。

　１６番目の児童扶養手当の伸びの関係

ですが、これは、昨年から制度が変更に

なってまして、５年間の猶予期間の後に

児童扶養手当が減額される中で、母子自

立支援員による支援活動とか、また、母

子家庭自立支援教育訓練給付金とか、ま

た、母子家庭高等技能訓練促進費という

ような制度が設けられまして、自立促進

を行っていくということで、１年たちま

したから後４年ですか、こういう環境に

あるわけですけども、１年間これをやり

ました。その実績はどんなもんなのかね、

ちょっとここで評価してください、本市

の実績。

　それから、１７番目、次世代育成支援

行動計画、その中でも充実がうたわれて

ますけども、この乳幼児医療費助成の件

ですが、特に、先ほど述べていただきま

した中で、すぐお隣の吹田市とか茨木市

とか大阪市とかいうところは、６歳とか

就学前とかまで上げてられますので、子

どもを持っていらっしゃる方にとっては、

やっぱりそれがすごく大きな不公平とい

うんですか、そういう子育てに対する、

向こうは充実してるというふうな思いに

つながっているのが事実ですから、この

辺をしっかり考慮していただきながら、

やっぱり充実していただくように。でき

れば就学前まで充実していただけるよう

に、これは要望しておきますので、お願

いします。

　１８番目、アレルギーの問題ですが、

これは、厚生労働省の全国的な調査でも、

大阪府下は、幼児期よりも小学生になる

とアトピーがすごく多くなるという調査

が出てます。これは、ほかのとこは大体

横ばいか下がったりするんですが、大阪

は特異な経過があるようです。先ほども、

いろいろ健診時にアドバイスをされたり

とかいうこともありますし、また、こう

いうアレルギーに対する専門医というの

がなかなか不足しているというという問

題もありますし、さらにやっぱり鋭意努

力をしていただきながら、これ対策をとっ

ていただくように、これも要望しておき

ますので、お願いします。

　１９番目、先ほどのマイクロバスの利

用料の件ですが、先ほど答弁いただきま

したけど、先ほどの答弁でしたら、摂津

市の総務防災課がやっているのは、これ

入札で費用決めてると。それで、１時間

６，０００幾らですか、ぐらいの金額に

なると思うんですけどね。これ、陸運局

に利用料については報告をしているので、

いや、葬儀のときに使うものは、これ値

段は下げれないんですわというのはちょっ

とおかしいと思うんですね。何で、じゃ

あ、摂津市に入っているマイクロバスは

これ入札でできてるのか。それちょっと

おかしいと思うんですわ。今の利用料で、

これでもう変えれまへんねんいうことで

あれば、これでもうしゃあないんですわ、

変えれませんねんと。それで、先ほどか

ら申してます、距離が遠い、近いに対す

る不公平さというのは、やっぱり、そこ

に税金を投じて会館を設けた。それに対

しての税の再分配というんですか、そう

いう意味では不公平が出てると思うんで

すよ。それを、市として、できるだけ使

いやすくすると、不公平感をなくしてい

くというのは義務だと思うんですけどね。

　今の答弁やったら、もうこれでしゃあ

ないんですわと、これでもう仕方ありま

せんねんというふうな答弁やと思うんで

すけども。しかも、その理由が、私、ど

うしても納得でけへんので、もう一回、

再度ちょっとこれご答弁お願いしたいと

思うんですね。

　２０番目、街美等の収集について、こ
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れ１７年度からは分別収集に切りかえて

いただけるというようなことで、確かに、

先ほど言うた人件費のコストの面とかで

は、その方が、コスト面だけいうと高く

つくかもわからないというような問題を

はらんでいると思うんです。これも私よ

うわかるんですけど。私が住んでいる地

域はそうなんかもしれませんが、結構街

美でもそうですし、オアシスクリーンの

ときでもちゃんと分別をしよるんですね。

そういう意識があるんですよ。だから、

そういう、市民に触れる場での収集をさ

れたので、非常に悪影響があったなとい

うふうに思ったようなところがありまし

て、これ、その辺の兼ね合いもあれしな

がら、やっぱりそれはそのままじゃなく

て、それを通じて、また市民の分別の意

識が醸成されるという部分も勘案しなが

ら、費用対効果も考えて、しっかりと取

り組んでいただきたいなと、これは要望

しておきます。

　２１番目、おはしの件も、できれば要

望していただけるように、要望しておき

ますので、お願いいたします。

　２２番、ペットボトルの売却の件です

が、いよいよ１７年度から実施に向けて

考えていただくということですので、こ

れは、ぜひうまくやっていただくように

要望しておきますので、お願いします。

　２３番目のチップ化の関係の中間報告

ですが、給食の残渣についてのいろいろ

実験もされてましたね、混ぜて、いろい

ろ細菌かけてやってみてとかいうて。あ

れも結局はやっぱり失敗やったんでっか

な。それもまた後で、それだけ聞いてお

きます。とにかく、これ一生懸命、何と

かうまいこと利用できるように、これは

研究していただくことを要望して、今の

件だけちょっと言うてください。

　２４番、先ほどの不法看板の撤去の話

ですが、職員での補完も考えているとい

うことで、実際にやられて、移行されて、

その中で、今シルバーがやってらっしゃ

いますけど、同程度の撤去能力ぐらい、

補完できるように職員でバックアップす

ると、こういう考え方でええんですかな。

　特に、不動産屋のモデルルームの分譲

用の看板、それから、いかがわしい系の

やつね、何かこうピンクの。ああいうの

は全然懲りないんですよね。取っても取っ

ても、もうすぐ後からつけとって、いた

ちごっこになってて、今、三島地域の違

法屋外広告物等対策協議会の取り決めな

んかが非常に効果が上がってんちゃうか

と言うけども、特定のところにとっては

全然きいてないと思うんですよ。こうい

う特定のところについては、尋常な手段

ではやっぱりちょっと渡り合えないとい

うんですかね、やっぱりそういう罰則み

たいなものがないときき目がないような

気もするんですが、罰則づきの条例なん

かをつくるということなんかについては

どういうふうにお考えなのか、ちょっと

考えをお聞かせください。

　２５番目、ごみ焼却炉の更新の問題、

これわかりました、結構です。

　２６番目の地域福祉計画の件ですが、

先ほど、ホームページの更新の件も聞い

たんですが、お答え全然なかったんです

が、これホームページもしっかりと更新

もしていただきたいなと。やっぱり理解

できるように、市民の方が見てわかるよ

うにしていただきたいなというのは、こ

れはお願いしておきますので。

　先ほどの工程の件ですけども、ちょっ

とわかったようなわからないような答弁

やったんですが、圧縮してる中で、最後、

どうしても３月末までで、それこそばた

ばたでやってしまうことになるのかとい

うことを危惧しているのであって、これ、
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やっぱり最後の詰めのところはそれなり

に時間もかけないといけないということ

なんで、これ、期限が足らんからと、も

う３月末が来たからもうこれで打ち切り

ですわというような最後のまとめ方にな

らんように、これは要望しておきますの

で、お願いします。それから、以前から

答弁されてますように、これ、今年度で

策定したら、今度は社協にお願いして行

動計画をつくっていくというふうに言っ

てらっしゃいました。これどういうふう

な中身で、どういうふうな行動計画にさ

れていくのか、わかっている範囲で教え

ていただきたいと思います。

　２７番、第三者評価について、そこま

で至らんでも、いろいろ工夫はしてきま

したよというご答弁でした。これは、引

き続き、今後の課題として検討していた

だけますようにお願いをしておきます。

要望しておきます。

　２８番、読み聞かせの間断のない施策

の連続という意味で、しっかりこれも取

り組んでいただくことをお願いしておき

ます。

　２９番、もうこれは医療機関によって

いろいろあるということですけども、こ

れは、今後、一遍ちょっと三師会とも相

談していただいて検討していただくとい

うことと、それから、医療機関に限らず、

子どもが集まるというか、子どもがよく

来るところについては、要するに、読み

聞かせを摂津市はやってますよ、ブック

スタートも始めましたよというようなＰ

Ｒを、人間基礎教育いうのを庁内に張っ

てありますけど、ああいうＰＲを、いろ

んなところを通じてやるいうこともひと

つ考えていただきたいなということ、こ

れを要望しておきます。

　それから、児童センターの安全管理は

わかりましたので、これは、引き続き、

またしっかりと頑張っていただきたいと

思います。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　まず初めに、５

番の民生委員活動につきましては、先ほ

ども申し上げてます、ひとり暮らし、子

育て関係以外に、現在でも、老人クラブ

または地区体育祭、または小学校との交

流等さまざまな分野で活動していただい

ております。こういう地域活動につきま

しては、民生委員に限らず、地域にはさ

まざまな方がおられると思います。例え

ば、自治会役員、最近では校区福祉委員、

またはボランティアの方、さまざまな方

が地域におられます。そういう方と連携

をするような仕組みが、非常に、今後の

民生委員活動で非常に重要な部分という

ふうに考えております。

　そういうことで、今申し上げましたよ

うに、地域のさまざまな方と連携できる

ような体制づくりというものを十分構築

をしていきたいというふうに考えており

ます。

　次に、地域福祉計画の関係でございま

すが、今現在、いろいろ鋭意計画策定に

取り組んでおるんですが、この実施関係

でございますが、地域福祉の活動計画に

つきましては、社会福祉協議会で１８年

度策定と今現在聞いております。そうい

うことで、地域福祉の推進を図る主体的

な団体であります社会福祉協議会が、我々

の計画と連携をした中で策定をするとい

うのが非常に重要な部分と考えておりま

して、策定に当たりましては、我々と社

会福祉協議会が一体となって計画策定を

していくというふうに考えております。

○川口委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　２４番の環境美

化の看板撤去の件について、看板の掲示

者に対する罰則の件なんですけども、大
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阪府の屋外広告物条例及び屋外広告物法

によりますと、掲示者に対する罰則いう

のはございます。この間の改正によりま

して、３０万以下の罰金という規定はご

ざいます。ただ、運用上の問題で、なか

なかされないというのが実情かなという

ふうには聞いております。

　ただ、我々の方といたしましても、宅

建関係とかピンク系とかサラ金関係の看

板で、悪質な部分、業者につきましては、

以前から警告なり発しておりますし、先

ほど言われました三島地域の協議会の方

でも、広域的な観点から警告書なんか出

していただいて、指導はしております。

なおかつ、応じないという場合について

は、摂津警察の方から指導なり警告とい

う形で、直接の指導という形で、今年度

につきましては、５件ほど、警察の方か

ら直接警告していただいて、改善された

いう事例もございます。

　ということで、１５年と１６年の撤去

枚数からいっても、４０％減少している

傾向にありますので、その辺の効果も出

てきているんかなということで考えてお

りますので、今後とも、警察なり三島地

域の連携を図りながら、未然防止という

観点からの指導はやっていきたいという

ふうには考えております。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　先ほどのご答弁、

一つ漏れ落ちてましたことを、まずおわ

びいたします。

　まず、１０番の次世代育成支援対策行

動計画の件でございます。

　実施に向けての体制というところで、

委員ご指摘のように、我々といたしまし

ては、（仮称）行動計画の推進会議を設

けていきたいと思っております。こちら

の方、年数回をできれば開催をしていき

たいということで考えてはおります。そ

こへ出す資料といたしまして、事務局と

いたしましては、各課の進捗状況を調査

いたしまして、毎年度の状況を報告して

まいりたいということでございます。

　計画の実効性というところでございま

すが、昨日の本会議でもご答弁申し上げ

ましたように、いろいろ事業がございま

すが、まず、５年後に予定をしておりま

す事業目標量をいかに達成していくかと

いうところに我々としてはまずかかって

いるのではないかというふうに思ってお

ります。一つ一つではございますが、目

標量を設定する項目につきましては達成

していきたいというふうに思っておりま

す。

　また、事業所の計画に対する市のＰＲ

というご質問でございますが、お話ござ

いましたように、３０１人以上の事業者

に対しては義務化、３００人以下に対し

ては努力義務というような状況になって

おります。この計画におきましては、本

社機能のあるところで計画をつくるとい

うふうに私どもは理解をしております。

　平成８年の事業所の数でございます。

必ずしも本社が摂津にあるという数字で

はございませんが、３００人以上の事業

所は１５社ということになっております。

約９９．９％が３００人以下の事業所に

なろうかと思います。

　その中で、いかにそういう計画策定を

ＰＲしていくかということでございます

が、策定委員会のメンバーの中に、商工

会の代表として１名入っていただいてお

ります。我々といたしましては、各種団

体等を通じてＰＲ、また、我々の市の関

係機関の方から商工会等々へＰＲをして

いきたいというふうに思っております。

　１４番の幼保一元化の考え方というこ

とでございますが、幼保一元化に取り組

むに当たりまして、クリアしなければい
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けない諸条件があるということで認識を

しております。

　まず、ちょうだいする保育料のところ

でございます。幼稚園の場合、定額の保

育料になろうかと思います。保育所の場

合は所得税に応じました保育料でそれぞ

れのランクがあると。その辺をいかにク

リアしていくか。

　また、入所の要件でございますが、幼

稚園の場合、集団保育を保障してほしい。

また、幼保一元の施設におきましては、

乳児におかれましても一定の保育を保障

してほしいということであれば入所要件

がいけると。保育所になりますと、やは

り保育にかける要件がございます。保護

者の方の就労であったり、保護者の方の

疾病であったり、また、同居家族の介護

で保育ができない等々の要件が必要にな

ります。そのあたりをどのようにクリア

していくかというところが一つの課題だ

と思っております。

　続いて、施設の面からいきますと、現

在、幼保とも定員の方がほぼいっぱいの

状況にあろうかと思います。既存の施設

を利用して幼保一元ということというの

は少し困難かなというふうに考えており

ます。

　続きまして、１５番の待機児童の地域

性ということでございますが、本市市内

に１５か所の保育所が現在ございます。

小学校の数からいきますと１２今ござい

ます。それを超える保育所の数があると

いうことで、校区的に見ても、１小学校

区に１ないし２の保育所があると。また、

地域的に駅前の方が待機が多いのではな

いかというようなご指摘ございますが、

年度、年度によって少し異なりまして、

２年前でございますと、鳥飼本町、鳥飼

新町地域の待機がすごくございました。

今年度、今のところは、これといってこ

このところに集中するということではな

くて、我々としては満遍なくといいます

か、各地域で待機がいらっしゃるという

ふうに認識しております。

　続きまして、母子の関係で、児童手当

の制度改正に伴う母子の自立支援という

ところの実績ということでございますが、

今年度からスタートいたしました３事業

がございます。その中で、今年度、２事

業に対して申請をいただいております。

まず一つは、母子家庭高等技能訓練促進

費というところで今１件申請をいただい

ております。また、母子家庭自立支援の

教育訓練給付費という項目でも１件申請

をいただいております。

　また、事前相談といたしまして、来年

度以降になりますが、母子家庭高等技能

訓練促進の方に１件のご相談をいただい

ております。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　７番目の

老人クラブの見守り活動についてご答弁

申し上げます。

　委員ご指摘のとおり、老人クラブの友

愛訪問につきましては、１４年度、それ

から１５年度につきましても、実績が５

１クラブで実施されておりまして、私ど

もといたしましても、全クラブで取り組

んでいただけるように要請をしていると

ころでございまして、１７年度につきま

しても、５４クラブの方で実施していた

だけますように予算措置をしているとこ

ろでございます。

　また、見守り活動という位置づけでは

ございませんが、この間、老人クラブに

おかれましても、増える高齢者人口に比

較いたしまして、なかなか老人クラブへ

の加入が進まないという危機感を持って

おられまして、地域の対象者の方に対し

まして、加入を進めるための訪問等に努
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力されているクラブも少なからずござい

まして、そういった活動が、一定、地域

の高齢者の方の実情の把握に役立ってい

ることもあろうかというふうに思います

し、また、そういった形で老人クラブの

会長等の方から、地域で実際に困ってお

られる方等の情報がこちらの方へ寄せら

れたりすることがございます。

　ただ、老人クラブ単独でやはりこうし

た地域の見守り活動をやっていくという

ことにつきましては、やはり限界もある

かなというふうに考えております。

　例えば、実際に、独居の家庭あるいは

高齢者だけの世帯につきましてどういう

ような形で把握していくか。それを、例

えば市役所が少なからず把握しておりま

す名簿等をそのまま老人クラブに出せる

かといいますと、これまた難しい問題も

ございますので、やはり基本的には、地

域の見守り活動につきましては、今後構

築していかなければならない地域のセー

フティーネット体制の中で考えていくべ

きものだと思いますし、また、その中で、

老人クラブとしてどういう役割を果たす

べきかについてという問題と、老人クラ

ブ単独で何ができるのかということにつ

いてはやっぱり別途考えていく必要があ

るだろうというふうに考えております。

　したがいまして、先ほどご答弁申し上

げましたように、老人クラブの単独とい

たしましては、やはり今一番、老人クラ

ブとしても問題意識を持っておられます、

どのように加入を促進していくかという

観点から、やはり先ほど申し上げました

ように、そういう強化月間というような

ものを設けまして、特にそういう独居世

帯とか高齢者だけの世帯とかに重点を絞っ

た訪問活動していただくなどの方法によっ

て見守り活動に貢献をしていただくとい

う形が考えられるのではないかという形

で、先ほど答弁をさせていただきました

とおりでございます。

○川口委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　２３番目のチッ

プ化処理の関係で、昨年に、学校給食の

残渣を利用して堆肥化という実験も、チッ

プ化の活用方策として検討いたしており

ます。これも、一応、何本か、素堀の方

法とか周囲を木で囲った方法であるとか、

どれが一番いい堆肥になるかいうような

実験をしながら、ノウハウを取得して、

私どもするに当たりまして、他の自治体

の学校がそういうことをされている事例

を見て、持って帰ってきておりまして、

そういう実験をしながら、教育委員会の

方にも、もともと出しておられるところ

でリサイクルする、また、それが児童生

徒の教育にも役立つという観点から、普

及も一応お願いしたりいうことで取り組

んでございます。

　ただ、やった中には、土質自身が粘土

質であったため水分が十分抜けずに、ちょっ

とにおいが出てというような問題もござ

いました。そこら辺も含めて、実験を積

み重ねながら、一部、やはりかなり立派

な堆肥もできておりますので、そういう

ノウハウも検証しながら、チップ化した

ものがすべて利用されるような形で取り

組んでまいりたいと思います。

○川口委員長　前川参事。

○前川健康推進課参事　それでは、マイ

クロバスの利用につきまして、２回目の

答弁を申し上げます。

　先ほども申し上げましたとおり、運輸

局へ届け出ている運賃がすべてでござい

ますが、その中には、やはり距離制とい

たしまして、１０キロ幾ら、２０キロ幾

ら、また、拘束時間にもよって単価が変

わってまいります。それと、総務防災課

で入札している分につきましては、業者
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が入札する場合も届け出運賃が主になっ

ておりますので、その届け出運賃で入札

されてしまいますので、高ければ落ちな

いと、安ければ落ちるという形ですね。

次取りたければ、次年度に運輸局の方へ

届け出運賃の改正を図るなりいろいろ手

はあるとは思いますけれども。

　あと、メモリアルホールの位置が大変

不便なところにありまして、遠いところ

から来られる方にとっては不便だという

のはもちろん承知しておりますが、これ

もいたし方がないことで、その場所にし

かできなかったといういきさつもあると

思います。

　あと、マイクロバスを利用できないな

らば、仮に千里丘なり鳥飼の方から来る

としたら、公共交通機関を利用していた

だくなり、マイクロバスが高いと言われ

るんであれば、人数の少ない場合タクシー

を利用されたら、安いとは思いますね。

　それと、遠い人が不公平かといいます

と、そりゃ確かにそういう面で見れば不

公平な場合もありますけれども、近くの

人は近くの人なりに、やはりいつも霊柩

車を見たり、黒い服を着た人がうろうろ

するという、そういう嫌な面もあります

ので、どちらがいいかということはわか

りませんね。マイクロバスを利用される

んであれば、それなりに届け出られた運

賃で承諾していただくしかないと考えて

おります。

　そういういろいろ不公平もあることか

ら、市営葬儀の中には、皆さんが全部利

用できるという飾りつけの使用と火葬場

と霊柩車とこの３点をセットにしており

まして、マイクロバス等については含ん

でおりません。これは、もう北摂の話で

あろうが、大体ほかの市、全部、マイク

ロバスいうのは入れておりません。

　参考までに、レンタカーを借りたらど

うかという場合もあるんですけれども、

レンタカーでも１２時間借りますと、平

日、祭日いろいろありますけれども、４

万５，０００円から７万８，５００円ぐ

らいの料金かかりますので、実質そう大

して変わらないのではないかと思います。

○川口委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　そのマイクロバスからいき

ますけど、今の答弁やったら、どうして

もやっぱり納得でけへんのは、届け出て

る金額で入札してんねやったら、その金

額で葬儀も受けたらええんですわ。今、

大体、通夜で３時間半ぐらい、それで、

葬儀の日は３時間半ぐらいの設定になっ

てるわけです。そしたら、今、通夜３万

５，０００円、葬儀で３万５，０００円

ぐらい取りよるわけですけど、これが半

額ぐらいになるんですよ、今の市役所に

入れてる単価でいくと。明らかに違うじゃ

ないですか、単価が。単価が高いんです

わ。ということは、やっぱりバス会社が

これはもうけてるという言い方は語弊が

ありますけども、単価を高く走らせてる

ということになるし、市営葬儀は質素に

やっていただくという本義やのに、そん

なん市は関係ないですわ、知りませんわ

と言うのやったら、ほんだら、使う側に

とったら、うちの近所につくってくれた

らよかったやないかと、こういうふうな

議論になってくるから、そういう部分で

は、入札でけへんことはないし、入札し

たら絶対下がると思うんですよ。下げれ

ると思うんです。だから言うてるんであっ

て。そりゃ確かに、場所探してここしか

なかった、そりゃしゃあないとしても、

じゃあ、そのためのアクセスやいろんな

ことについては、できるだけのことを市

がやればどうですかということを言って

るんであってね。公共交通機関で来れば

いいじゃないかて、ないじゃないですか、
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バスかて。コミュニティーバスの話になっ

てきますが、それやったらコミュニティー

バスを走らせてくれたらどやないかとい

う議論にもなりますし。

　これやっぱりね、もう一遍よう考えて

いけば、絶対入札もできるはずやし、下

がると思います、値段が。これは、ちょっ

と今後の課題としてしっかりもう一回取

り組んでいただきたいないうことは要望

しておきたいと思います。

　それから、マイクロバスだけの話じゃ

なくて、今さっきありました、その東別

府の位置に葬儀会館つくったと、斎場つ

くったという部分について、これはまあ

多額の費用を投じてつくったわけですが、

距離の近い、遠いによって、どうしても

税の再分配という意味においては不公平

が出てくるということもありますし。

　市営葬儀をやってもらうというのは、

やっぱり質素にしてもらうという意図も

ありますし、これやっぱり今のようなこ

とを整理をしていかないと、本義のそう

いう市営葬儀をしていただくという意味

から外れてくると思うんです。これはマ

イクロバスだけの話じゃないんですね。

例えば、端的に言うと、いろんな周辺の

こと、ほかのこと、葬儀屋を介していう

のありますけども、そういったものも含

めていろいろ検討していかなあかんこと

もあると思うんですけど、この辺の今後

の市営葬儀のあり方について、市として

どういうふうな方針検討していくことが

必要なのかということを、最後に、助役

の方からお願いしたいと思います。

　順番にいきますが、民生児童委員協議

会補助金関連で、民生児童委員の件は、

連絡体制しっかりつくっていただいて、

より効果的に活躍、活動していただける

ような環境づくり、しっかりお願いしと

きますので、お願いします。

　７番目の老人クラブの関係ですが、実

際に入られていない、単独世帯なんかの

人のことはよく聞くんで、大変なんです、

実際には。行っても会うてくれへんとか、

いろんな難しい状態があるのはよくわか

るんですけども、それは老人クラブが行っ

てもそうやし、民生児童委員が行っても

やっぱりなかなか難しいんであって、こ

れは大変な問題やと思うんですけども、

しっかりせやけど、あきらめんと、これ

は努力していただくことを要望しておき

ますので、お願いをいたします。

　１０番目の次世代育成支援行動計画に

ついても、しっかりと、これやっぱり中

身を全部見ましたけども、大変多岐にわ

たってよくまとめられている内容である

と思いますし、これ全部実現できたら、

すごい、やっぱり子育てに対しての環境

は進むと思うんですけど。やっぱり絵に

描いた餅にならんように、しっかりとやっ

ぱり実現できるようにしていただきたい

な、対策をとっていただきたいなという

ことを要望しておきたいと思います。

　３００人以下の事業所、摂津は非常に

多いということですし、なかなか今の答

弁で、ほんまにこれで進むなという気は

しません、はっきり言うて。商工会通じ

て言えばそれで進むかて、そんな甘いも

んではないと思いますわ。やっぱり企業

というのは、まず利益を確保せなあかん

ということが最優先になってますし、そ

んないい時代じゃないですからね、経済

的にいい時代じゃないですから、はっき

り言ってそれに四苦八苦してる中でのお

願いをしていかなあかんということです

から、これは、今後、しっかり課題とし

て取り組んでいただいて、より有効にそ

れをＰＲし、また、少しでもそういう考

え方を持っていただく企業が増えるよう

に対策をとっていただくことを要望して
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おきます。

　それから、幼保一元化の話で、先ほど、

いろいろ問題があるというふうにおっしゃっ

てました。市全体の立場で言うと、これ

やっぱり幼保一元化の話も、例えば、別

府保育所がこれ市営住宅が古くなってき

たから、建てかえするときにたちまちど

うするんだとかいういろんな問題が出て

くると思うんですけど、そういう問題も

含めて、市全体としてどのように取り組

んでいくか、また課題として出てくるの

かということを、これも助役の方から、

最後にご答弁お願いします。

　１５番目、待機児童を減らす努力を今

後ともしっかりとお願いしたいと思いま

す。要望しておきます。

　１６番、まだまだ新制度の活用もまだ

まだやなという気はいたします。これやっ

ぱり、しっかり自立支援が効果上げるよ

うに、取り組むいうても難しいですが、

ＰＲもしっかりやっていただきながら、

母子自立支援員もいらっしゃるわけです

から、連携をとりながら努力していただ

くことをお願いしておきます。要望して

おきます。

　不法看板の撤去の件で、罰金が一応想

定されてるがなかなか運用でけへんと。

警察から改善命令してて、何件かは功を

奏してるということですが、とにかく、

やっぱり厳しくこれに取り組んでいただ

きたいと思いますが。同じとこの看板でっ

せ、ついてるのは、千里丘の方見たらね。

やっぱり守るとこや聞くとこはあるけど、

聞けへんところもあります、そんなん言

われたってつけるとこはつけるんだよね。

そこら辺を、さらに踏み込んで、やっぱ

りしっかり警察と連携とりながら、ほん

まに罰金をかけるようなことも一遍考え

ていただきたいと思います。これは要望

しときます。

　２６番の地域福祉計画の行動計画、中

身をもうちょっと言っていただけるかと

思いましたが、言っていただけませんで

した。しっかり連携をとっていただいて、

充実した中身にしていただくように要望

しておきます。

○川口委員長　助役、答弁。

○小野助役　まず、葬儀会館のマイクロ

バスの問題は、広くは、やはり今日まで

議論いただいてきました葬儀会館の駐車

スペースの関連とも相まっていると思い

ます。そういったことで、具体的に認可

運賃と、それから入札の兼ね合いという

ご指摘がございますので、これは、一度

内部分で、何がどうできるかと、やはり

市民負担を少なくするという観点に立っ

て、一度、できる、でけへんは別として、

これは十分議論をしてまいりたいという

ふうに思います。

　それで、今後の葬儀会館の問題につき

ましては、過去からいろんな議論いただ

いておりまして、１０年の１月に開設い

たしまして、７年経過しております。そ

れで、現在、私どもが若干問題に思って

ますのは、葬儀会館は貸し館業務で行っ

ておるわけでありますけども、この費用

は、当然ながら公費で賄いました。それ

で、葬儀業者が５社あると思います。取

り扱い業者が。その中で、いろいろなト

ラブルも私ども聞いております。そうい

う中での負担のあり方、基本的には、市

の持ち出し額、今回も３，１４０万ほど

の予算を管理委託料でお願いいたしてお

ります。そういったことで、１５年度決

算見てまいりますと、約２，０００万市

が持ち出しをいたしております。歳入の

市営葬儀の使用料が大体８，９００万程

度でありまして、支出は、管理委託料並

びに光熱水費、土地借上料、市営葬儀の

委託料で約１億９００万円、２，０００
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万円の持ち出しでございます。そういう

ことの中で、市の持ち出し額と市民の負

担額、市が若干持ち出してもいいんです

が、そこに市民負担が、今言われました

いろんな議論はもうお聞きのとおりでご

ざいます。これらはやはり市長の方にも

入ってきております。

　そういったことで、そういうふうなこ

とを見た中で、今後、そういう葬儀業者

の今の負担でいいのかどうか。それから、

一部、そういう葬儀をする際に、いろん

なあとで高い費用がとかいうのも議論も

聞いております。これは各委員も聞いて

おられると思うんです。こういうことが

このごろ入ってきておりまして、７年目

迎えまして、当初は、集会所の関係でい

ろんな議論がありました。ほとんどが市

営葬儀のこのメモリアルホール使ってい

ただいておるという現状をかんがみまし

て、私は、市長とも今話しとるんですが、

このメモリアルホールの今後の使用のトー

タルの一度議論が必要という時期に来て

おるような気がいたしております。

　そういった中身の一つとして、先ほど、

マイクロバスの問題もご指摘ございます

ので、その中で、一度、十分一遍議論し

てみたいというふうに考えております。

　それから、幼保一元化の問題は、以前

にも、今委員ご指摘のようにいろいろご

ざいました。基本的には、やはり保育所

は保育に欠けているというのが要件であ

り、幼稚園はそれを前提としないという

こともあります。もちろん、費用の問題

もございます。そういったことの中でも

メリット・デメリット、これは出てまい

ります。この議論も内部で、やはり国が

若干動いておりますし、資料見てますと、

高槻市、吹田市でも、この幼保の合同連

絡会で研修会持っておることも情報を得

ております。これはやはりメリットばか

りではございませんし、デメリットもあ

る。確かに、以前に、とりかい幼稚園、

鳥飼保育所が、もしやるならば、一つの

候補だなということは、これは、内部で

今、土地の問題だけでは議論をいたして

おりました。ただ、保育の内容で、保護

者負担、それから保育に欠ける、欠けな

いを前提としない、そして、必ず定員枠

は出てくると。全員入所ならいいんです

が、そうしますと、その定員枠は、いわ

ゆる保育に欠ける保護者の方に、定員枠

が落ち込めば、これは非常にまた問題に

なると。いろんなメリットもございます

し、デメリットもございますので、それ

を一度、内部で十分一遍議論をさせてい

ただきたいなと。課題として受けとめさ

せていただきたいというふうに考えます。

○川口委員長　藤浦委員の質疑は終わり

ました。

　原田委員。

○原田委員　まず、１３２ページでござ

いますが、成人歯科健康診査事業として

２，３０９万５，０００円がありますが、

ちょっと内容等をお教えいただきたいと

思います。

　それから、過去、予算審査の委員会あ

るいは決算審査の委員会で、経費の節減

を行うということで、随意契約の見直し

等を指摘してまいりまして、今年度のい

わゆる予算を作成されるに当たって、従

前からやっておった制度を入札制度にか

えられたというようなところがあれば、

ひとつお教えを願いたいと思います。

　これは、どの課問わず、全体でうちは

こういうふうにかえたということがあれ

ば、お教えを願いたいと思います。

　街かどデイハウス補助金４０７万８，

０００円、これ、少しちょっと内容等お

教えをいただきたいと思います。

　総合福祉会館が来年の３月末で閉館す
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るということであります。昨年度もご質

問申し上げましたが、いずれ、それは解

体ということになるわけなんですが、解

体費等の負担割合を以前に指摘をいたし

ました。その後、大阪府とどのような折

衝をされて、いわゆる平成１７年、どう

いうふうな取り組みをされようとしてお

られるのか、お尋ねいたします。

　１５１ページの茨木雇用開発協会負担

金として１０万円の計上がされておりま

す。これは昨年もされておられるわけな

んですが、今日、非常に倒産等あるいは

リストラ等による雇用の問題が本当に大

きな社会問題になっております。そうい

う中で、この開発協会がどのような役割

と、そして事業をされているのか、お尋

ねをいたします。

　それから、ホームレスの実態と対策等

についてお問いをいたしたいと思います。

　１３５ページのこの斎場費で、自動扉

保守点検委託料として２４万円が上がっ

ております。自動扉ということで、ある

いは斎場費ということで、火葬炉の自動

扉があるので、それの点検か、あるいは

このメモリアルホール、あるいは火葬場

の入り口のドア等いろいろとあるんです

けども、ちょっと内容等をお教え願いた

いと思います。

　それから、今回、初めてなんですが、

商工ニュースの発送業務を社会福祉事業

団に委託をしたいということなんですが、

なぜこの時期に、そして、なぜ商工ニュー

スということになるのか、社会福祉事業

団の目的等を踏まえて、ひとつお教えを

願いたいと思います。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　それでは、まず、

経費の関係で、総括的な部分でさせてい

ただきたいと思います。

　まず、この経費の削減につきましては、

まず、我々の方で印刷物が非常に多うご

ざいます。そういう帳票の分を、共通す

る、例えば、保険証等の部分を集中して

契約するとか。また、パソコンのソフト

開発、１６年度では、老人医療、母子医

療、障害者医療等も、一体的に契約をさ

せていただいております。そういうこと

で、身近にできる契約等については、今

後も順次やっていきたいというふうに考

えております。

　次に、ホームレスの関係で、ホームレ

スにつきましては、去年の調査では、市

内に４１名おられました。内訳を申し上

げますと、淀川河川敷が３５名、大正川

関連で６名、それから、夏以降に鳥飼の

さくら公園等にもおられたような状況に

なっております。このホームレスにつき

ましては、昨年度から、大阪府が中心と

なりまして、ホームレスの相談推進事業

がございまして、大阪府の社会福祉協議

会の相談員が、ホームレスの調査なり相

談なりをとり行うという部分がございま

して、それが１６年度４月から動いてい

ただいております。

　そういうことで、今現在で、５名の方

が退所なり、また、別のところに移動さ

れているというふうに聞いております。

ちなみに、モノレール摂津駅の大正川右

岸、左岸で４名おられましたが、３月４

日時点で、この４名の方については、病

院に入院、または身寄りのところへ１名、

２名についてはちょっと居所はわかりま

せんが、そういうような部分で行かれて

おります。

　それで、また、現在、さくら公園の部

分も、この部分、茨木保健所なり、また、

うちの高齢者障害者福祉課、我々のケー

スワーカーとも連携をさせていただいて、

昨年の８月から入院等、いろいろな部分

で取り組みをさせていただいております。
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そういうことで、ご本人の病気等もござ

いまして、いろんな入院等もしていただ

くという部分で、説得等いろんな部分を

させていただいて、この３月７日に、ま

た、さくら公園の方については行ってい

ただくというような部分で、今申し上げ

ましたように、市の行政または茨木保健

所、先ほど申し上げました大阪府の社会

福祉協議会、そういうところと連携して、

また、施設の管理者であります茨木土木、

また、公園みどり課とも連携をさせてい

ただいて、いろんなホームレス対策にさ

せていただいているところでございます。

○川口委員長　川上参事。

○川上産業振興課参事　茨木雇用開発協

会の部分と、それと、商工ニュースの発

送業務委託、この２点につきましてお答

えをさせていただきます。

　茨木雇用開発協会なんですが、設立そ

のものは１９６９年に設けられました。

各ハローワークの管内ごとにすべからく

設けられておるということでございます。

　設立の背景そのものといたしましては、

かなり今とは時代背景が違っておるとい

うふうに申し上げるべきかと思いますけ

れども、高度成長の時期というようなこ

とになりましょうか、大都市域では、今

日、少し考えにくいことでありますけれ

ども、労働力不足というようなこともご

ざいまして、言ってみたら、そういう労

働力が不足している地域としての近畿圏

から、具体的には九州とか西日本の方に、

場合によっては就職のための働きかけに

出向くというようなことも要するに主要

な課題としながら、今申し上げましたよ

うに、各ハローワークごとに設けられて

きたというようなことがございます。

　現在、私ども、当然、茨木のハローワー

クの管下ということになるわけなんです

けれども、その範囲内では、私どものほ

かに、茨木市、高槻市、島本町、その３

市１町と本市が会員の一翼を担わせてい

ただきまして、予算上は均等割の５万円

と、私どもの場合には、あと従業員数で

すね、管内の従業員数に従って５万円と

いうような分担がございます。合わせま

して１０万円の分担をさせていただいて

おるということでございます。

　会員企業は、毎年、多少の出入りがあ

るんですが、直近の総会時点では、１８

２社、茨木のハローワーク管内で加入を

していらっしゃいます。私どもの市内で

は、大体２５社程度というぐあいに承っ

ております。

　冒頭申しましたように、そもそもの設

立の経緯からいたしますと、そういうか

なり広い範囲を意識した人の流れみたい

なことを考えた組織として発足をいたし

ましたんですが、その辺のところが、少

し、今日的にはやや後退をしておろうか

と思います。かわりましてと申しましょ

うか、管内での新規学卒の方のための求

人説明会であるとか、あるいはそういう

場面を通じて新たに就職をされた方への

激励会であるとか、それから、あるいは

会員企業内での優良従業員の表彰である

とか、あるいはそういったもろもろの課

題を含む研修会、そういったようなこと

を今日的には主要な取り組みということ

で、毎年進められてきております。

　最近では、特に障害者の就職支援の問

題もございますので、法律の問題なんか

も俎上に乗せながら、そういう課題につ

いても取り組みをし、例えば、あと、個

別に、私どもとのことで多少申し上げる

とすれば、昨日も春の就職フェアをいた

しましたんですけれども、当然、その管

内の各企業の方からご出展をいただいて、

合同の就職面接会という形でいたします。

そういうときには、その辺の横の連携と
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いうようなことでは、雇用開発協会にい

ろいろお世話をかけておるということが

ございます。

　現状、一応、そのような形で茨木雇用

開発協会の活動ということでご報告を申

し上げたいと思います。

　それと、あともう一つ、商工ニュース

の発送委託のことでございますが、基本

的には、これは、地域就労支援事業の一

環というぐあいにご理解をいただきたい

と思います。

　今ちょっと話に出ました春の就職フェ

アもそうでございますが、地域就労支援

事業といたしましては、大きくは二つ事

業の柱というものを持っておろうかと思っ

ております。

　一つは、能力開発と申しましょうか、

具体的には、ＭＯＵＳ受験対策講座であ

るとか、それから、来年度に向けまして

は、管理業務主任者の試験対策講座とい

うようなものを予定いたしておりますが、

考え方といたしましては、そういう受験

講座などを通じまして、具体的に試験を

ぜひ突破していただいて、それぞれの資

格を持っていただき、そのことを通じて

就職戦線に対処していただくだけの力を

つけていただきたい。

　地域就労支援事業のそもそもの出発点

は、一般的な就職戦線の中では多少ハン

ディーをお持ちの方々に、どういうお力

添えができるのかということが出発点に

あったかと思います。その意味で、そう

いう受験対策講座が一つだったんですね。

　もう一つが、具体的に就労の機会をど

ういう形で保障するのかというのが２本

目の課題ということになってございます。

　一つは、もう端的に各事業所においで

をいただいて面接の機会を持たせていた

だくということでの、まさにこれはスト

レートな就労機会の保障というのが一つ

ございます。

　今お尋ねをいただいております商工ニュー

スの発送業務につきましては、産業振興

課としてほかに何かできないのかと、何

かメニューはないだろうかというような

ことから思い立ったことでありますけれ

ども、２点目の就労機会、大変限られた、

金額的にも余りそう多くはないものであ

りますけれども、とりわけ、就労に当たっ

ての一定のハンディーなりお持ちの方々

にそういう機会を少しでもということで、

私ども、従前は手元でやっておりました

けれども、あえて切り離しをいたしまし

て、発送業務ということに限られますけ

れども、少しでもそういう就労機会の一

端にということでお願いをし、お受けを

いただくということになったものでござ

います。

○川口委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　予算概要７４

ページ、環境センター費のごみ処理施設

維持管理事業の中の委託料につきまして、

１６年度まで随意契約いたしておりまし

たものを、１７年度から入札するものに

つきましてお答えいたします。

　まず、電話点検委託、外周窓ガラス清

掃委託、消防設備等点検委託、衛生害虫

防除委託、受水槽・高架水槽清掃委託、

以上の委託につきまして、新年度から入

札をしたいと考えております。これにつ

きましては、総務防災課、全庁的に長期

契約更新に当たりまして、その中に入れ

て入札いただくものでございます。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　成人歯科健診は、

４０歳以上の市民の方が、市内３９医療

機関にて歯科健診を受けていただくとい

う委託事業でございます。

　受診実績は、平成１３年度が１，９１

５人、１４年度が２，４３８人、１５年
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度が２，７３７人、１６年度２，７９９

人となっております。平成１７年度の予

算は３，２２３人で予算計上いたしてお

ります。

○川口委員長　前川参事。

○前川健康推進課参事　１３５ページの

自動扉保守点検委託料は、別府斎場の入

り口の自動扉と、その中にある火葬炉自

動扉３基分の点検委託で、年４回行って

おります。これは、もう昭和５４年から

の建物で、故障いたしますともう火葬が

できなくなるとか、お骨揚げができなく

なるとかいう分でございまして、大変重

要な扉でございますので、点検委託を行っ

ております。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　平成１７年度、

新たに入札による契約を予定している項

目でございますが、こども育成課にかか

わりましては、通年、６委託料を入札し

ております。来年度、新たに３委託料を

入札する予定にしております。

　項目といたしましては、害虫駆除委託

料、自動火災警報設備保守委託料、清掃

委託料です。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　まず、平

成１７年度におきまして随意契約から入

札に変更を考えておりますのは、委員が

前回の委員会でもご指摘いただいたと思

いますけど、ＪＲ千里丘駅エスカレーター

の保守点検、バクの家の消防用設備等の

保守につきまして、入札にかけてまいる

ための今作業を進めているところでござ

います。

　街かどデイハウス事業につきましては

大阪府の補助事業でございまして、平成

１７年度に千里丘協立診療所のボランティ

アグループによりまして、千里丘地域で

新たな街かどデイハウスを開設されるに

当たりまして、その事業について補助し

てまいる事業でございます。

　大阪府では、１７年度、府内１４０か

所の予算をとっておられまして、摂津市

では初めての試みとなります。

　実施施設につきましては、公民館や集

会場、余裕教室や民家などの既存施設と

なっており、今回は民家を利用されて事

業を行われる予定となっております。

　利用対象者につきましては、おおむね

６５歳以上の在宅の高齢者で、要介護認

定で自立と判定される方となっておりま

す。

　事業内容につきましては、健康体操、

趣味、創作活動、レクリエーション等、

健康チェック、給食、それから入浴サー

ビスもございますが、今回の街かどデイ

ハウスでは実施を予定しておりません。

それから、利用者の日常生活の向上に資

する事業等となっております。

　また、その実施団体が、民間、非営利

団体及びＮＰＯ法人等になっております

ので、住民参加による柔軟できめ細かな

サービスを提供するところに本事業の特

徴があるというふうに考えております。

職員の配置につきましては、専任の活動

援助員１名と補助職員、それから、運営

基準につきましては、１日当たりの利用

者が５人以上で、サービス提供が１日４

時間以上で、かつ週３日以上開所という

形になっております。

　それから、府の補助金なんですけども、

一応、食事提供のある場合につきまして

は、５７０円掛ける利用時間と利用人数

掛ける０．９という形で積算されます。

つまり、残り０．１につきましては、い

わゆる利用者負担ということが考えられ

ております。初度設備品につきましては、

初年度に限り、事業実施に必要な備品購

入費及び軽易な施設改修費ということで、
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１００万円以内の補助制度がございます。

　それで、１７年度予算につきましては、

初度設備費１００万円と運営費、１日８

人、５時間で１５０日の予定をしており

まして、運営費として３０７万８，００

０円を予算計上させていただいておりま

す。

○川口委員長　堀口部長。

○堀口保健福祉部長　旧茨木保健所摂津

支所の取り壊しについては、１５年度ま

での経過で言いますと、総合福祉会館の

中にあります保健所摂津支所は１６年の

４月に閉所いたしております。そのとき

に大阪府と協議しておりますのは、１７

年度中ぐらいに福祉会館を閉鎖する可能

性があります、それ以降に取り壊しをし

ますというようなお話で、それでしたら

補助金が出るかもわかりませんというよ

うなことで、一定補助を出すようなこと

を言っておりました。それは、面積按分

というような考え方で予算を上げていく

というようなことを聞いておりましたが、

これ本市の状況もありまして、実際に福

祉会館がいつ閉鎖されるのか、あるいは

取り壊しされるのかわからない状況の中

で、去年秋ごろだったと思うんですが大

阪府の担当の部署の方が来られまして、

摂津市どうされますかということで、う

ちはまだ決定されておりませんと。しか

し、大阪府としては、１６年の４月に閉

鎖しながら、何年もは待てませんねとい

うお話でございました。本来でしたら、

閉鎖したときにつぶすというような形で

補助金は出しますけれども、何年もと言

われたらちょっと難しいとこがあります

ねということで話は終わっております。

　ただ、今後、この福祉会館が１８年の

３月には閉館されると。その後、いつ取

り壊しが始まるのかということによって、

補助金がいただけるかいただけないかと

いう、またちょっと難しい状況になって

くる可能性もございます。ただ、去年に

つきましては、ことしについては、当初

予算に上げてもらうのはちょっと無理で

すということでお答えはさせていただき

ました。

○川口委員長　原田委員。

○原田委員　成人のこの歯科健診でござ

いますが、昨年の事務報告書によります

と２，７３７人が受けられて、Ｘ線を１，

４１６人、そして、要医療、ちょっと治

療せないかんなという人でしょう、１，

９８３人ということで載っております。

　３９の医療機関、歯医者に行ってこの

ことをされるということであります。４

０歳以上ということで、まだまだ歯の丈

夫な方もたくさんおられると思うんです

けれど、歯は痛くなれば治療に行こうか

ということに僕はなると思うんですけど、

そういうことで、健診だけ行こかという

ことには余りならないというふうに思う

んですけども、そういうところでいきな

りＸ線を映すということであります。

　なぜこれを申し上げますかといいます

と、総額から一人当たりの単価を割り出

しますと、一人当たり８，４３６円にな

ります。非常に高い歯科健診の委託費な

んですね。これは、どういう形で今日ま

で進めてきておるのか。むしろ、保険と

か医療費等で十分されたらいいんじゃな

いかというふうに感じるわけです。特に、

乳児とかあるいは高齢者、障害者等とい

う分についてはこれは必要でしょうけれ

ど、成人の方にそういうことが必要なの

かどうかいうことを疑問に感じました。

　この辺について、もう少しちょっとご

答弁を願いたいと思います。考えをお受

けしたいと思います。

　総合福祉会館の解体費は応分の負担を

していただこうということでありますが、
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ぜひひとつ、１７年度、精力的に話し合

いを強められて、摂津市のこの厳しい財

政状況に思いやりをかけていただけるよ

うにひとつしていただくように、これは

部長の努力に期待をしておきたいと思い

ます。

　この茨木雇用開発協会が、先ほど参事

の方からご答弁いただきました。

　今、行政のスリム化、いろいろなこと

を言われておる。こういう外郭団体につ

いては、やはり本来行政がやらなきゃな

らないにかかわらず、と申しますのは、

やはり関係者の天下り先になっているん

じゃないかというようなこともちらっと

考えるわけです。

　そういう意味で、事業所も１８２社、

本市から２５社参加をしておるというこ

とでありますが、もう少し、現実に合っ

た、もともと設立趣旨に従ってやってい

ただけるように期待をするわけですけれ

ども、余りこういうことが必要でないと

いう感じであれば、解体をして、参加し

ないということで、本来、ハローワーク

がやらなきゃならない事業にするべきだ

というふうに私は感じるわけですけれど

も、その辺、少し先ほどのご答弁の中で

感じられましたので、もう一回お聞かせ

いただきたいと思います。

　商工ニュースの発送業務なんですが、

社会福祉事業団、就労支援事業の一環と

してやろうということでありますが、い

わゆるそういう車両等も準備されている

のか、あるいは今日のこの福祉事業団の

事業という立場から重荷にならないかい

うふうにも感じますし、もう少し、やる

ということであるならば、違った形で地

域就労支援事業としてあるんではないか

というふうにも感じます。したがって、

なぜ商工ニュースということにこだわっ

ておるのかということをお聞きしたわけ

ですが、もう一度考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

○川口委員長　川上参事。

○川上産業振興課参事　まず、雇用開発

協会のあり方ということだと思いますん

ですけれども、先ほども申しましたよう

に、多少、設立当初の課題と申しましょ

うか、いうことからは、今日的に少し何

か変化を来たしておるということは、先

ほどお答えしたとおりでございます。

　ただ、重ねてのご質問の中で、例えば、

天下りどうのこうのとかいうのは、ちょっ

と言及もございましたんですけれども、

そういうような形の組織ではございませ

んで、役職関係については、いずれもそ

の会員である企業の中からお出になって

おられるということで承知をいたしてお

ります。

　一般的に、その外郭団体という言葉で

ございましたんですけれども、どの程度

の、例えば行政体との関与のかげんが、

その外郭団体であるのかないのかという

ようなことでの議論もあるいはあろうか

というような気もいたしております。

　ただ、今のところ、私どもとしては、

雇用開発協会、完全に役割を終えて、い

わば閉店に至るべしというところまでの、

先ほど、一定こんなことでの活動があり、

本市としてもそれなりにいわば助けても

らっている部分もあるという認識を申し

上げておりまして、その限りでは、現在、

要するに不必要ということで、まだ断言

を申し上げるという現状にはないと、と

りあえずは申し上げないといけないとい

うふうに思います。

　ただし、常に、要するに一度設けられ

れば最長不倒というようなことではない

と思いますので。私どもとしては、先ほ

ど申し上げましたような機会を通じまし

て、会議の場の参画の機会等々もござい
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ますので、その場面、場面の役割なり意

味というものを十分再確認をしながら、

今後とも、それについては注意深く対処

してまいりたいというぐあいに考えてお

ります。

　商工ニュース発送のことに関しての重

ねてのご懸念と申しましょうか、別にこ

れにこだわっているということではござ

いません。就労支援の取り組み自体も、

ようやく本格化したというふうに言える

ぐらいかなと。この平成１６年度満了で

ようやく３か年ということでございまし

て、その中で何ができるのかなというよ

うなことを、まだ、私どもなりに模索を

している部分もあろうかと思います。

　その一環ということで、先ほど申しま

したように、とりあえず何ができるのか

という中から出てきた考え方がこれだと

いうことでございまして、決してこのこ

とにこだわっているというつもりはござ

いませんので、申し上げておきたいと思

います。

　なお、受け取る側でございます社会福

祉事業団にとってのご負担の問題という

ようなことでご懸念もございましたんで

すけれども、これは、数にして４，００

０通ほどでございます。毎年１回、広報

紙の中で商工特集、従前は、商工ニュー

スを単独に発行しておったというような

場面もございましたんですけれども、い

ろいろ考え方を整理する中で、広報の中

に特集ページ、具体的には４ページちょ

うだいをいたしまして、産業振興課が図っ

ております、商工のことに限らず、労働

の問題あるいは消費の問題、すべからく

年に一度、洗いざらいでもないんですけ

れども、いろいろご報告を申し上げ、Ｐ

Ｒもさせていただく、そういうような紙

面構成でございますけれども、それの、

当然、編集、印刷等については、これ手

元で全部完了でございます。

　だから、具体的にもう少し申し上げま

すと、長型３号の封筒を使って発送とい

うことでございますから、それに見合う

ように折っていただいて封をしていただ

くということ、そこまででございます。

その先の発送については、また市の方で

引き取らせていただきまして発送を行っ

ておると。ですから、ちょっと発送業務

と申し上げた点が、少し言葉が足らない

といたしますと、発送の準備みたいな、

そのことに限定されようかというような

気がいたしております。

　何分、ちょっと何ができるかというこ

とで、再三同じことを申し上げて怒られ

ますけれども、少しでも就労支援の枠な

り、あるいは道具立てを考えたいという

ことに走っておりますので、決してこの

ことにこだわってないということに関し

ては重ねて申し上げ、ですから、ライト

バンぐらいで簡単に、言えば対象のもの

については運んでいただけるようなこと

でもございますので、それほどのご負担

はおかけをしてないんではないかなと。

ひびき園で具体的にはちょっと手がけて

いただいてやっているというふうに承っ

ております。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　成人歯科健診の

必要性と内容についてでございますが、

成人歯科健診の内訳は、一般診査と申し

まして歯周疾患や歯科健診、これの委託

料が４，９５０円でございます。口内法

のレントゲンといいまして、ここはちょっ

とおかしいかなと思われる歯について１

本ずつレントゲンを撮られるということ

の委託料が５１０円、パノラマ法と申し

まして、すべての歯を全体的に撮られる

このレントゲンが３，８７０円というこ

とで、平成１６年の実績が、口内法が２
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７５人、パノラマ法が１，２０８人となっ

ておりまして、すべての方がレントゲン

を撮られているわけではないんですが、

レントゲンを含めて歯科健診だという考

え方を基本的には持っております。

　と申しますのが、ただ単に外から見た

だけではわからないう蝕の広がりぐあい、

それから、歯根部の病変等々、外からだ

けではわからない部分が非常にあるとい

うことと考えております。

　また、健診ということで受診をされる

方は少ないのではないかということなん

ですが、徐々に自分の歯の健康を守ると

いうところの意識が市民の中にも広がっ

てきておりまして、痛くなってから行っ

て要治療という、そういう方ばかりでは

なく、年に１回は健診を受けておきましょ

うということで受けていただいている方

がかなり多うございます。ちょっと数年

の分析の結果で、なぜ、どういう意向で

この健診をお知りになりましたかという

ような分析をいたしております。

　今後についてでございますが、この健

診は４０歳以上の市民を対象に行ってお

りますが、４０歳から５０歳ぐらいで歯

周疾患が非常に増えてまいります。歯周

疾患がひどくなりますと、歯はきれいな

のにすべて抜けてしまうというようなこ

とに陥ってしまいます。高齢になってか

ら歯科健診をするのではなく、やはり４

０代、中高年のあたりからしっかりと歯

の健診を受けていただいて、自分の歯を

８０２０運動、８０歳のときに２０本の

歯を、元気な歯と歯周が保てるようにし

ていただくというのが非常に大事な事業

だと考えております。

○川口委員長　原田委員。

○原田委員　歯科健診のことで、昨年度

の実績で話をいたしますと、２，７３７

人が受けられて、７５４人の方は異常が

ない、これ健診で。先ほど、ご説明では、

４，９５０円、この一般健診でかかって

るということで、市民総合健診でも、大

方８，０００円から９，０００円の間と

いうことであります。歯科でそういう費

用があるわけです。３割の方が異常ない

と、こういう結果であるわけです。こと

しも３，２３２人の受診を予定されてお

るわけです。非常に厳しい財政状況であ

りますし、いわゆる支出を低く抑えるた

めには何か方法がないかと、こういうこ

とをやっぱり考えなきゃならないと思う

んですよ、限られた財源でありますから。

市民健診の方でそういう形で、８，００

０万から９，０００万の費用がかかって

おるということであります。歯科健診で

一人当たり８，３００円ほどかかってお

るということでございます。これの財源

内訳ちょっと教えていただけますか。す

べて市の持ち出しなのか、あるいは府費、

国費等が出ておるのかどうか、内容をお

聞かせいただきたいと思います。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　財源内訳につき

ましては、平成１６年度までは市単費で

ございます。国の方の負担金がございま

すが、これまでのところは、患者の国の

負担金の対象が、４０歳、５０歳、６０

歳、７０歳のちょうどその年の方という

ことでの対象の選定で負担金ということ

でした。今までのところ、本市におきま

しては、その年齢での把握が非常に難し

かったんですが、国保の方のデータバン

ク事業の準備をさせていただきまして、

次年度からは年齢での把握が可能になり

ますので、次年度から国費の方の負担金

を請求してまいりたいと考えております。

○川口委員長　原田委員。

○原田委員　私の方も少し資料不足等も

ございまして、また後ほど、決算等でも
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お伺いをいたしたいと思うんですけれど

も、いずれにしても、単費でいわゆるこ

としの額でいきますと２，３０９万円を

支出していくということであります。確

かに、市民のいわゆる予防的な観点から

検査ということは必要だというふうに思

うわけですけども、そこらは、もう少し

検討を加えて、がん検診とかいろいろた

くさんあるわけなんですけれども、歯科

健診については、私自身の思いもあるの

で、これぐらいにしておきたいと思いま

すが、ひとつ、今後、引き続いて財源の

有効的な活用という意味で、この事業が、

本当の医療と予防的にやろうということ

であります。そういう面で保険とのかか

わりもあるということで、決意をいただ

きたいというふうに思ってたんですけれ

ども、そういう思いを伝えて質問を終わ

りたいと思います。

○川口委員長　原田委員の質疑が終わり

ました。

　山下委員。

○山下委員　午前中からずっと議論聞い

ておりましたので、その上に立って、幾

つか質問したいと思います。

　先ほどから、保育所の民営化問題が、

財政状況が好転しない場合には行うと、

こういうふうにしてるということであり

ます。そのときになったらということな

んでありますけれども、一昨日の代表質

問で、民間の保育所に委託しても何ら問

題ないではないかと、こんな議論が行わ

れておりました。

　しかし、考えてみますと、これまで摂

津市では、随分前は公立６園、そして、

民間の保育所と相携えてやってきたとい

うのが保育行政であったはずです。そう

した中で、やっぱり公の仕事として、例

えば障害児保育をやるだとか、あるいは

産休明け保育をやるとか、低年齢保育を

やるとか、こういうことは公立でなけれ

ばなかなか手をつけられなかったと。公

立がやって、そういうことがもとになっ

て民間でもやられるようになったと。も

ちろん補助金も出してということであり

ますけれども。そういうそれぞれの役割

があったというふうに思うんですね。民

間保育所が、これはもう絶対悪いもので

あれば、存在そのものがおかしいんであ

ればそういう話にもなるはずであります

が、そういうことを言っているんじゃな

いんですね。今ある公立の保育所はでき

るだけそれを維持するということを原則

にやっていくということではないかと。

　本来、市の側も、そういうふうに維持

したいとお考えのところだと思うんです

ね。財政状況からやむなくということに

なっておりますけれども。しかし、私は、

その場合でも維持すべきだというふうに、

そういう苦労はすべきだというふうに思っ

ておるんです。

　というのは、これまでも言ってまいり

ましたけれども、これは、ここの部分に

かかわることではありませんけれども、

今、正規労働が非常に小さくなって、派

遣労働だとかパート労働だとかそういう

ものにどんどん置きかわってると。そう

いうことが、今大変な大きな私は社会問

題だと思うんです。そういう実態を許し

ている、そういう不安定な状況というの

は一体どういうことなのかということだ

と思うんですね。

　もう一つは、民間というのはやっぱり

経営ですから、どんな経営、社会福祉法

人というそういう経営であっても、ある

いは医療法人であっても、これはやっぱ

り今多角的な経営やってますから、ほか

の経営で行き詰れば撤退するということ

だって、これまで例もあるんですね。そ

ういうときに、公立は、いや、どんなこ
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とがあってもこれはやめませんよという

こういう姿勢を示すことができるんです

ね。父母の期待はそこにあるんですよ。

安定した経営、安定した運営という、そ

ういうところに信頼を寄せているという

ことであります。だから、そういうこと

に基づいて公立保育所の運営というのは、

これを維持していくということは大変大

事なんだということをまず申し上げてお

きたいと思います。

　その上に立って、今、幼保一元化問題

がいろいろ出されました。国の方で動い

ているということなんでありますけれど

も、しかし、今助役も指摘されましたよ

うに、クリアしなければならない課題が

たくさんあって、私、聞いておりますと、

なぜこれ一緒にせないかんのかなと。国

がやるからということで言えば確かにそ

うでしょう。しかし、振り返って考えて

みたら、保育所は保育所と、幼稚園と、

なぜこの木と竹を接ぐようなことをしな

きゃならんのかと。保育所と幼稚園とい

うのは、もともと違う出発じゃないです

かと。そういうもんじゃないんですか。

保育に欠けるということで出発した保育

所、それから、就学前の教育という観点

からやられてきた。時間も費用も全然違

う、そういうとこから出発してるじゃな

いですか。それをあえてなぜ一緒にしな

いかんかと。もうそういう原点で考えた

ら、これ幼保一元化って何でそういうこ

とが起きるのかなというふうに思わざる

を得ないんです。これ、意見を述べてい

るわけですが、そういうことに立って言

えば、何を検討するのかと。国が言うて

くるからだというんであれば、これはも

う地方分権、地方分権と言いながら、何

か枠をはめてどんどんやっていくという

ようなことにしか考えられないんですね。

　今、国のやることは何でもオーケーと

いう時代じゃないんでしょ。だから地方

分権ということも言ってるわけで。そう

いうことはやっぱりしっかり見据えてい

かないと、何か本末転倒なことになりは

しないかというわけで、そういうメリッ

ト、デメリットという、そういう比較論

ではなくて、そもそも何なのかというと

ころからやっぱり考える必要があるんで

はないかというふうに思いますが、いか

がでしょうか。

　乳幼児医療費助成が４歳未満というこ

とに拡大されましたけれども、就学前ま

で拡大せよということを我々主張してき

ました。就学前あるいは小学生以上も対

象にしているという自治体は全自治体の

３７％に上っているということなんです

ね。考えてみますと、この乳幼児医療、

とりわけゼロ歳児医療を無料にした取り

組みというのは、全国でも摂津市は初め

てなんですよ。そのことが大きく全国に

広がっていったという制度でもあるんで

すね。もっと誇り持っていいんじゃない

でしょうか。

　そして、この当時、吹田保健所の摂津

支所長であった堀井富士子さんがわざわ

ざ議会に来て講演をなさいました。ゼロ

歳児医療無料化が、一体摂津市の乳児の

発育にとってどういう影響を与えたかと

いう講演もなされるほどでした。

　そういうことを考えてみますと、それ

から、私、この問題を取り上げて、例え

ば所得制限の緩和だとかいうことも何度

も言ってきましたし、年齢の拡大という

ことも言ってまいりましたが、それに応

じてやや前進してきてはおりますけれど

も、今の全体の状況からすると、通院の

場合は、全体の自治体の３７％、入院の

場合は６３％、それが実施をしていると

いうことからして、摂津がこれまでに果

たしてきた役割から考えるならば、そう
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いう善処をしてもいいんではないかと、

こう思うんでありますが、これはいかが

でしょうか。

　保育所の問題について、保育所の耐震

というのは一体どういうことになってお

りますか。これは、学校の耐震というの

は、児童生徒の安全ということはもちろ

んですけれども、地域の避難場所として

の位置づけがあるから、これは大きな役

割があると。しかし、通園中に地震の被

害に遭うということだって、これは大い

にあるわけでありますから、ここでの耐

震対策というのは一体どうなんでしょう

か、進んでいるんでしょうか。あるいは

そういうことを基準になさってるんでしょ

うか、お聞きをしておきたいと思います。

　それから、市民健診の件で、この２月

に、部長が、市民健診についての今度や

り方をかえると、削減をすると、もちろ

ん全面的な削減ではないというふうな話

でありましたけれども、こういうふうに、

市民にとって必ずしも前進でないという

ようなことをやる場合には、これは十分

な検討期間が要るということは当然のこ

とだと思うんですね。そういう点で、こ

ういうことが安易になされると。しかも、

予算ということの中では、そういう話は

もう大分前から決まってきているわけで

すから、こういうことの中で、確かに広

報するという、こういう大事なことを、

これを否定するわけにいきませんから、

やむない措置もあるんでありますけれど

も、それであれば、市民健診のこういう

やり方について論議をする場というのは

あらかじめやっぱり持つ必要があるとい

うふうに思うんです。プラスになるもの

であれば事後報告ということも、これは

あり得る、いいことだから、そりゃいろ

いろ論議する前にやってもらうと、だれ

が見てもそういう状況であれば、これは

是とするものです。そういうことの上に

立って、こんな状況で、いや、もう広報

に載せる寸前に来ても、これはどういう

検討にもならないというようなことでそ

うなったわけでありますけれども、これ

も大きな問題ではないだろうかと。

　前進する場合は、あえてそういうこと

は事後になっても、ああ、そうでしたか

と、しかし、いいことですから早く知ら

せてくださいということはあるんです。

これは、理事者と対市民あるいは議会に

対する最低限のルールだというふうに思

うんで、そういう点をしっかり肝に銘じ

ていただきたいというふうに、あえてこ

こで申し上げておきたいと思います。

　次いで、生活保護の窓口でありますけ

れども、全国的には、福祉の窓口で非常

に冷たい仕打ちを受けたということで、

生活保護を断って自殺をするというふう

な事件も多々生まれたことは記憶にある

と思います。この窓口が非常に大事だと

いうことは国保問題でもありました。

　つい最近、生活保護の申請に来られた

方の面接の記録がとられていないという

ことが明らかになった事例がありました。

それは、窓口行って、困っている実情を

お話して、何とかというふうに相談に来

たんだけれども、取り合ってももらえな

かったということで、これは言ってもだ

めだということで、結局、その人は、消

費者金融、サラ金に走って、多額の債務

を抱えて、途方に暮れて、たまたま見た

ビラで相談をかけて、再び窓口へ来たと。

窓口の職員は、この人については会うた

記憶はあると、記憶はあるけども、見て

みたら記録はないというようなことでし

た。こういう場合に、最低、面接あるい

は相談の記録は、これは備えておかなけ

ればならないというのが、生活保護法あ

るいは施行規則の中にうたわれているわ
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けでありますけれども、そういうことが

行われていなかったという事例、結局、

この人は大きな負債を抱えて、そういう

状況の中で生活保護を受けなければなら

ないというふうな事態になっとんですね。

　窓口で生活保護申請したいと言えば、

申請権を尊重するというのが一番の基本

だと思うんですね。もちろん、この申請

権に基づいて、それが生活保護と認定さ

れるかどうかというのは２週間の間に行

政の側が決定するという、そういう決定

権はもちろんあるわけでありますけれど

も、申請権を奪うというふうなことであっ

てはならないということで、先日、交渉

も持って善処を約束したところでありま

すけれども、こういう事態について、部

長はご存じでしょうけれども、助役など、

こういう実態をご存じですか。

　そういうことについて、市民の目線に

立って、本当に困っている人が窓口に来

たときの対応として、正確に対応すると

いうことをどう考えておられるかと、こ

れもお聞きをしておきたいと思います。

　次に、産業振興の問題で、代表質問で

も問いかけられましたけれども、岸部に

大手スーパーが来るだとか、あるいはスー

パー銭湯が来る、あるいはカネカのグラ

ウンドにもホームセンターが出店してく

るということで、大型店の出店が周辺で

相次いでいます。これまでも、大型店の

出店で大変大きな影響を受けている中小

の小売業者、まあ中小だけでなくて、大

手だって今なかなかうまいこといかない

小売業の中にあって、しかし、こういう

物量で太刀打ちできないような状態で出

てくると。そして、採算が合わないと見

ると、箕面に出店してきたあのカルフー

ルのように、半年営業したかなと思った

らもう撤退だというような、こんな非常

にひどい事態まで生まれてるわけですね。

そういうときに、大店法という法規制は

なくなりましたね。しかし、摂津市役所

の中にも産業振興という課がありますし、

そこでは、いかに中小の業者を育成する

のかということに苦心してる課があるん

です。そういうところが、大変困難なる

事態が見えてるようなこういうことにつ

いて、私は、もっと物言うべきであるし、

今、大型店の規制については、立地法だ

とかいうことがいろいろ言われておりま

すけれども、その観点から、環境の問題

からしてももっと物言えるんではないか

と。そういうことを言うべきだし、また、

出店に際して、地元の住民や商店とのそ

ういう話だとか、そういうことも大いに

やられるべきではないのかというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。

　現に大店法がない中でも、そういう規

制を働かせているという例もあるようで

あります。そういうことを大いに研究を

していく必要があるんではないかという

ふうに思います。

　これに関連して、今回、空き店舗対策

として、障害者のつくった製品を売る店

を出店するという、これは、これまで従

来あった空き店舗、つまり商店街の活性

化の補助金としてつくられている空き店

舗を、例えば文化・スポーツなどの施設

だとか駐車場・駐輪場などの施設に転用

する際に、１か月１０万円の補助金があ

ります。そうではなくて、今度は、それ

とは違って、空き店舗を障害者の対策と

して、これは年間１００万円の運営補助

というんですかね、そういうものを出そ

うとすると。これ、趣旨は微妙に違って

いるかもしれませんけれども、基準とい

う、つまり商店街の活性化のために商店

に補助する月１０万と。それから、障害

者が出店して、これもやっぱり直接・間

接に、周辺商店の活性化を促すような中
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身を持ってるんだと思うんですよ、交流

の場というふうなことからしても。そう

いう積極的な意義を持っているんであれ

ば、この補助金、３年間限度だといいま

すが、そういう中で経営安定してやって

いけるかということもあるわけでして、

そういう点を見据えたときに、できれば、

こういう制度が、うまいこといかんかっ

たから、さあ終わりだというふうになら

ないようにする必要もあるんではないか

と思うんですが、その辺のお考えを聞い

ておきたいというふうに思います。

　次に、ごみ問題でありますが、周辺の

自治体では、ごみ有料化ということが大

変大きな問題になってきておりますが、

実は、先日の日曜日の朝日新聞には、ご

み有料化で悩む大都市と、減量効果は評

価割れだというふうに言うこんな記事が

出てましたですね。お読みになったかと

思いますが。

　家庭ごみの有料化は、この朝日新聞の

調査ですけれども、有料化したと回答し

たのは２８％、１１５市だったと。その

減量効果を尋ねたが、少しあったが１７

で、効果はないは４市だけだった。これ

は昨年末。しかし、今回いろいろ見てみ

ると、減量への切り札と言うて踏み切る

一方で、万能ではないというふうに戸惑

う市もあるということで実態がいろいろ

書かれておりますが、結局、有料化は万

能ではないと、減ってはいないという事

態なんですね。むしろ、減量化に効果あっ

たのは分別だというふうに言ってるんで

すね。この点では、本市は分別を積極的

に推進してきて、減量のために果たして

きたというその方向は正しかったんでは

ないかと私は思いますけれども、しかし

なお、これ事業系ごみの関係では、今回

の減量は値上げによるものというふうに

評価をされているようでありますけれど

も、これも早晩が行き詰まるんではない

かというふうにも思われるんですね。

　そういう点で、減量という点では、有

料化ではなくて分別という方向を一層やっ

ていくということが大事なんではないか

というふうに思うし、それから、先ほど、

広域化の問題についての質問もありまし

たけれども、この辺について、摂津市が

進めてきた分別、そして、リサイクルセ

ンターももう構えているわけであります

から、そうしたものと焼却ごみとのこう

いう関係で、どちらにとっても利益があ

るというようなことであれば、こういう

広域的な処理も大いに進めるべきではな

いかというふうに思うんですが、いかが

でしょうか。

　次に、環境問題でありますが、午前中

の質問にもありましたが、ぜんそく患者

の増大ということも言われておりまして、

私ども、大阪の公害患者の出している冊

子なんか見てみますと、明らかに窒素酸

化物の濃度とぜんそく患者の数との間に

ははっきりとした相関関係が見られると

いうことであります。

　こういう点で言えば、窒素酸化物の濃

度が自動車排ガス測定局でなかなか国の

基準をクリアーできないと。国の基準い

うのは０．０６ｐｐｍ、それ以下ですね。

ところが、ぜんそくとの関連は０．０４

ｐｐｍぐらいからもう明確に出ていると

いうデータも出ています。そういう点か

ら、この大気汚染の現状が、今こういう

規制基準を超えているという段階にあっ

て、なお窒素酸化物を増やす事業所なり、

こういうものが規制できないのかという

ふうに私は思うんですね。

　先ほどから、温室ガスの排出抑制とい

うことを、エコオフィスとかいうことで

全庁挙げて取り組もうと、こう言ってる

んですね。この精神何ですか。これは、
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地球全体で炭酸ガス濃度を一定に抑えな

いかん。いわば地球全体の総量規制なん

ですね。地球全体で総量規制せな温暖化

には対応できないと。窒素酸化物はそこ

までいってませんけれども、窒素酸化物

は、特に移動発生源、車のたくさん通る

ところで明らかに窒素酸化物の濃度が高

いわけですから、現に今国の基準を超え

ているという事態なんですから、それ以

上の事業所なり車をそのままにしとって、

何が環境対策かというふうに言わなきゃ

ならんと思うんです。これは、先ほど、

乳幼児のぜんそく問題言いましたけれど

も、小・中学校のぜんそく患者も同じよ

うに増えてるんですね。明らかに有意を

持ってあるんです。この窒素酸化物の濃

度そういうことで抑えていくということ

は、この場ではあれは違うかもしれませ

んけれども、梅田貨物駅の移転はそうい

うことに大きな影響するんですね。環境

影響評価ということをやる意義というの

は一体どこにあるんかといったら、これ

以上環境を悪化せんためにいろいろ意見

を言うという場でしょ。そういうときに、

環境基準を超えているのに、こんだけやっ

たら大丈夫やと、こんだけやったら少な

いと、こんなことやってたら、その地球

温暖化の炭酸ガス、二酸化炭素の排出な

んか抑制できますか。うちではちょっと

ぐらいやから大丈夫と、こんなことでは

達成できないんですよ。どんどん進んで

いくんですよ。同じことがこういうふう

に言えるんじゃないかと。ＣＯＰ３とか、

いや、炭酸ガスだとかね、もうこういう

ことを一生懸命やらなきゃいかんと言っ

てるけれども、そのことももちろんやら

なきゃなりませんけれども、もっと身近

で、摂津市は、大変困っている、そのこ

とが市民の健康を侵しているという事態

にあるのに、そのことを何もしないと。

これはもうやむを得んことなんだと手を

こまねいとっていていいのかということ

であります。あるいは近年進んできてい

る花粉症もディーゼル排ガスとの相関が

言われておりますね。

　こういう点から見ても、その対策をど

うとるかということは、やっぱり摂津市

の環境対策上、私は、最重点課題だとい

うふうに思うんでありますが、いかがで

しょうか。

　それから、一般会計で、国民健康保険

について、ルール外の繰り出しをとめれ

ば即保険料値上げになると、こういうこ

とから、動向を見ながらというふうにおっ

しゃってますけれども、私は、ルール外、

ルール外と言ってるけど、何がルールな

んだというふうに言いたいんですね。やっ

ぱり市民の健康を守るというのがこれは

市のルールですよ、一番大事にしなけれ

ばならない市のルールだと。そのことが

保険料を値上げすることによって滞納者

が増え、あるいは資格証明証の発行が最

近増えてるんですよね。そういうことか

ら言って、この繰出金問題が最大の財政

を圧迫している要素の大きな問題だなと

いって言ってるんですけど、しかし、ま

あ考えてみたら、私いつも言ってますよ

うに、市の仕事の一番大事なん何か言う

たら、やっぱり市民の健康、福祉の保持

あるいは増進ということじゃないんです

か、市の仕事は。だから、保険料取れへ

んとかいうんじゃなくて、そんなこと言っ

てるんじゃないですよ、保険料もそりゃ

取るんだけれども、できるだけ値上げを

抑えると。

　今回も、介護分について値上げをする

ということで、これは全国的に決まって

いるから、あんたとこは一人当たり何ぼ

ですよと、４０歳以上６５歳までの保険

料については、国民健康保険の加入者に
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とっては個々で徴収しますよと。その基

準決められてるから、これは値上げせな

しゃあないと、こういうふうなお話を言

われているんでありますけども、これと

て、やっぱりこの値上げを抑えるという

ことになれば、これはやっぱりその介護

分保険料の軽減のための繰り出しという

のもあってしかるべきではないかという

ふうに思うんですがいかがでしょうか。

　それから、相関連するんですが、これ

はそのこととはちょっと違いますけれど

も、税制の改正で、これまで、例えば年

金生活者と、あるいは老年者の控除など

が削られてくるということで、これまで、

住民税非課税であるとかいう所帯が、課

税になることによって、これはただ税だ

けではなくてそのほかにいろいろ影響し

てくると。例えば、介護保険料であれば

住民税非課税であったと、本人非課税あ

るいは所帯非課税と、こういうことがど

んどん後退してくると、増税になるとい

うことは、ただ、その部分にとどまらず、

負担がたくさん増えるということになる

んですが、それぞれのところで、住民税

非課税の限度がかわることによって制度

が受けられなくなる、あるいは費用負担

が増えると、こういうのは一体どの範囲

に及ぶか、大変それを考えると恐ろしい

気がします。

　これは、例えば、各種の保険料や利用

料あるいは減免の措置、こういうことが

どれほどの影響を持って出てくるのであ

るか。それぞれのところでは、私どもの

管轄の所管ではこういうふうに影響して

くるんだということがあるんであれば、

その辺もぜひ出していただきたいと思い

ます。

　それから、指定管理者制度について後

で審査するそうですが、今度の指定管理

者の指定には、社会福祉法人のやってる

ところはあえて指定しないというような

ことなんでありますが、私、前回１２月

の議会でも問題にしましたけれども、せっ

つ桜苑は公設民営ということで委託をし

ておりますけれども、レジオネラ菌の問

題もありました。そして、私の知り合い

のある方がこの桜苑から行方不明になっ

て、大正川の土手下で見つけられたとい

うような事件もありました。こういうこ

となども見て、こういう状況で本当に委

託続けていいのかと。あるいは、今回、

そこに夕食１０食分を委託されるという

ことなんですね。このふれあい配食で夕

食やるということは大変結構なことであ

りますが、この委託について、１食９０

０円と聞いております。こういうのは、

先ほどの原田委員の話じゃないですが、

入札したらたくさんの人が応募してくる

んじゃないですかね。まちの食堂でもお

客さん来なくて困ってますよ。１０食分

お願いします言うたら喜んで受けてくれ

るんじゃないですかね。９００円、オー

ケーです、一も二もなくいくんじゃない

ですかね。もちろん、栄養的な面やらそ

ういうことはあるでしょう。しかし、そ

れは管理栄養士とかそういう資格持った

人がいろいろやっているわけですよね、

それぞれ。そういうところは借りたらい

いけれども、実際仕事するところはそう

いう場であってもええし、ほかにどんな

場であっても、これ受けるとこはたくさ

んあるんじゃないかと思うんですね。

　なぜそういうところを、ふれあい配食

を桜苑ということに委託先を、まだ予算

も審議をしてないときから、もうそこへ

決めますいうて言うとるわけでしょ。大

変おかしいことだなと。

　昼の配食については、給食会社２社に

委託されてるんですね。そこ外して、こ

ういうことだけ別個にやらなければなら
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ないという、そういうのは一体どこにあ

るんですか、お答えをいただきたいと思

います。

　それから、育児支援家庭訪問の事業で

ありますけれども、みずから支援を求め

ることが困難な家庭、これまたなかなか

難しいですね。そういう難しいとこに入っ

ていかなきゃならんというのが実態でしょ

うけれども、これはしかし、本人の同意

というか了承というか、そういうことは

もちろん前提になりますし、そういう前

提があるんなら、みずから支援を求める

ことが困難な家庭ということがどれほど

のことなのかと、非常に運用に当たって

は注意をしなきゃならんというふうに思

うんですね。その辺のところでどういう

基準をお持ちなのか、この辺も聞いてお

きたいということであります。

○川口委員長　暫時休憩いたします。

（午後　３時１５分　休憩）

（午後　３時３１分　再開）

○川口委員長　再開いたします。

　それでは、答弁を求めたいと思います。

　山本課長。

○山本こども育成課長　まず、保育所の

耐震診断のお問いに対してでございます

が、私の認識でございますと、昭和５６

年５月以前の建築確認を受けた建物のう

ち、建物が３階以上かつ１，０００平米

以上というところをまず旧基準の建築基

準法であるということで、その基準につ

いて調べていくようにという努力義務が

各所有者にかけられていると存じており

ます。

　市の中で公共施設がたくさんございま

す。保育所におきましても、５６年以前

の保育所は今ございますが、３階以上か

つ１，０００平米以上という項目に当た

りますものが、保育所部分だけでは当た

らないんですけども、別府にございます

鯵生野市営住宅にかかわるところが該当

してまいります。

　以前、阪神淡路大震災の以降、耐震診

断の計画を、担当課、市、多分、総務防

災課になろうかと思いますが、そちらの

方で順次耐震診断の計画を立てておられ

るということで、私の手持ち、当時の資

料ですので若干前後しているかもわかり

ませんが、鯵生野団地につきましては、

順位的には４３番ということで、まだ診

断を受けておらないというような状況で

ございます。

　子育て支援センターにつきましては近々

の建物ですので診断の必要はないかと思

います。他の二つにつきましては、すべ

て二階建てでございますので、その基準

には該当してないというような状況でご

ざいます。

　続きまして、幼保一元化は、クリアし

なければいけないものがたくさんあろう

と。また、保育所と幼稚園は性格が違う

のではないかというような趣旨のご指摘

をいただきました。私も、先ほどの答弁

で、クリアすべき点は幾つかあるという

ことは認識しております。ただ、子ども

の側に立ったときに、少子化という社会

情勢の中で、幼なじみのお子さんが保育

所と幼稚園に分かれ分かれになってしま

うと、隣近所のお子さんがある一定の目

的のところをクリアしなければいけない

施設にどうしても入らなければそこで道

が分かれてしまうと、また小学校で一緒

になってしまうと。

　そういうようなことを考えますと、子

どもの視点に立つと、ある意味、幼保一

元ということも、そちらの子どもの環境

を考えたときには検討を要する一つかな

ということも考えております。両面でい

ろいろ検討しておりまして、今助役の方

からご答弁ありましたように、いろいろ
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勉強していきたいというふうに考えてお

ります。

　それと、乳幼児医療費助成の拡大で、

摂津は先陣を切ってやったというお褒め

の言葉をいただいて、もっとするように

というような叱咤激励もいただいたとこ

ろでございます。昨年の１１月に１歳拡

大をさせていただいて、現在、２か月分

の医療がこちらに返ってきている状況で

ございます。やはり拡大に伴いまして、

市の一般財源というのが多くなっている

ということも事実でございます。また、

先ほどの、別の答弁の中で、子育て支援

に係る国の各補助金が交付金化になると

いう動きがございます。その交付金化に

より、やはり市の一般財源が増えるのか

減るのかと。我々、国の方の今までの流

れからいきますと、市の一般財源が増え

ていくという、そういう傾向になってい

くだろうということも危惧しております。

また、財政状況も危機的な状況をまだま

だ脱していないというような状況でござ

いますので、１歳拡大については、研究

ということを続けていきたいということ

でご理解をお願いいたします。

○川口委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　窒素酸化物につ

きましては、現状といたしましては、現

在、固定発生源と移動発生源と。固定発

生源につきましては事業所、工場等から

排出される窒素酸化物、移動発生源につ

きましては車等交通機関から出る排出量

ということで、現在のところ、移動発生

源の方が固定発生源を上回っている状況

ということは承知しております。

　対策といたしましては、固定発生源に

つきましては、大気汚染防止法の総量規

制という形で、１日、重油換算で２キロ

リットル以上の工場につきましては総量

規制で規制強化されている現状でござい

ます。それにつきましては、かなり以前

に比べたら改善されているという傾向に

はなっております。ただ、一方、移動発

生源につきましては、大型車両等による、

特にディーゼル車の増加により、排出量

が多くなっている現状でございます。そ

れにつきましては、国の方でも、ＮＯＸ

ＰＭ法という法律に基づきまして、大阪

府ではＮＯＸＰＭ削減計画を策定されて、

各種対策を講じられております。

　主なものといたしましては、人流対策

とか交通量対策等々、低公害車の普及促

進など数々の施策が打ち出されておりま

す。それに基づきまして、摂津市におき

ましても、交通の流れの円滑化という形

で、例えば、千里丘ガードの拡幅とか都

市計画街路の拡幅とか、渋滞解消に伴う

街路の整備及び駐輪場の整備とか、交通

量、人流的な対策、もちろん、モノレー

ルの開通もかなりのウエイトを占めて、

ＮＯＸ対策には寄与していると感じてお

ります。

　大阪府の削減計画、２３年度を目標と

いう形で、我々としても、我々のできる

対策という形でいろいろ手は打っており

ます。ちなみに、府下では低公害車、天

然ガスとか電気自動車含めまして約１万

１，０００台ぐらいもう導入されており

ますし、摂津におきましては、パッカー

車含めて７台が低公害車という形で導入

して、実績を上げております。

　これらの施策を総合的に勘案して、今、

中央環状線における府の測定局がござい

ますけども、それの実態といたしまして

は、平成３年の二酸化窒素濃度が、日平

均９８％平均値で０．０７ｐｐｍだった

ものが、平成１５年では０．０５９ｐｐ

ｍと大幅に改善されている現状から見て

も、かなり改善されていっていると認識

はしております。
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　今後、この数値をさらに低く抑えるべ

き各種の対策を講じていきたいというふ

うには考えております。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　一つ漏れ落ちが

ございました、申しわけございませんで

した。育児支援家庭訪問事業にかかわる

ところが少し漏れておりましたので、ご

答弁申し上げます。

　予算概要の中にある事業の説明がなか

なかわかりにくいということで、我々と

いたしましても、本来、この事業、家庭

訪問させていただくご家庭というのは、

やはり少しお子さんに強く当たっておら

れる方とか、お子さんの育児に悩んでお

られる方を中心に家庭訪問をしていきた

いというふうに考えております。その辺

の基準ということでございますが、家庭

児童相談室を中心にいたしまして、同じ

保健福祉部内で健康推進課の健診の場で

の親の状態であるとか、また、保育所で

のお子さんの状況、幼稚園での状況、就

学後に至っては小学校での状況、さまざ

まな情報が家庭児童相談室の方に入って

まいっております。

　その中で、職員がやはり対応すべきケー

ス、職員が対応した後に、ボランティア

にお任せできるケース、その辺をケース

ごとに判断いたしまして、一つ一つ丁寧

に対処していきたいというふうに考えて

おります。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　生活保護の相談

につきましては、多種多様な方が来られ

まして、一般的な生活相談または生活保

護云々に係りますさまざまな相談に来ら

れているような状況になっております。

　そういうことで、平成１６年度から、

この窓口対応につきましては、常時２名

の職員が常に相談できるような体制をとっ

ておりまして、その中で、相談記録につ

いては随時つけるというようにさせてい

ただいております。そういうことで、申

請の関係の中で、申請の保障等の話もご

ざいましたが、そういう部分で、いろん

な人を聞く機会というんですか、そうい

う部分の体制というものが非常に重要と

いうことを考えておりまして、常に相談

できるような体制づくりに努めてまいり

たいというふうに考えております。

　それと、所得税と住民税の控除額並び

に非課税の限度額の見直しの関係が出て

おりましたが、これにつきましては、介

護保険、障害者高齢者サービスまたは児

童サービス等いろんな分野に関係をしま

すので、総体的に私の方からご答弁をさ

せていただきたいと思います。

　今申し上げましたこの所得税、住民税

の控除額及び非課税限度額の見直しにつ

きましては、福祉サービスや医療サービ

ス全般の利用者負担等に対しまして影響

を与えるという認識を持っているところ

でございます。

　しかし、このことにつきましては、国

におかれましては、これらの見直しに伴

いまして、福祉サービスの利用負担につ

いてどのように考えておられるのかとい

うことにつきましては、現在、明らかに

なっていないような状況でございます。

現在、介護保険制度または障害者の支援

費制度等いろんな部分で制度見直し等も

されているような状況になっております。

　今後、この国の動向も注目しながら、

市としましても一定の対応策を検討して

まいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。

○川口委員長　紀田参事。

○紀田生活環境部参事　ごみ有料化につ

いてということでご質問いただいており

ます。
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　本市の分別によるごみ減量を一定評価

していただいた上での今後の考え方とい

うことになろうかと思っておりますが、

評価いただいている以上、手のひらを返

すような形で、なかなかお答えしにくい

いうのも事実ございますが、家庭系の可

燃ごみにつきましては、ピークのとき２

万トンございましたが、それが１万４，

０００トン、制度導入してから４年間た

つわけですが、いまだに１万４，０００

トンをキープできてるいうのは、やはり

分別による減量効果だというふうな認識

はいたしております。

　ただ、一方で、燃やせないごみについ

ては、家電リサイクル法が、ちょうど制

度導入したときに始まったということも

ありまして、数字的には、導入時、燃や

せないごみについては、３，３００トン

あったものが２，９００トンまで落ちて

るんですね。その後、若干増加しており

まして、１４年度で３，１２４トン、１

５年度で３，１３３トンということで、

これは、やはりプラスチックごみが増え

ているということもありましょうし、ま

た逆に、家電リサイクル法の対象品外の

例えば電子レンジであるとか、それ以外

のカセットラジオであるとか、よく出ま

すのが石油ファンヒーターであるとか、

そういったものが結構不燃ごみのときに

出ております。こういった耐久消費財を

少しでも長持ちしていただくためにどの

ようなことを考えていけばいうことにな

ると、一定、他市でとられているのは、

そういう家庭消費財、大型ごみについて

はシール制による有料化であるとか、そ

ういう検討も私ども進めておりますが、

それをどういう形で収集したらいいかい

うことで、なかなか結論が出てないとい

う部分もございますが、一定そういうも

のを視野に入れながら、今後、対応して

いきたいというふうに思っております。

　あと、事業系につきましても、ここの

とこずっと、平成１４年度に料金の改定

を行いまして減量が始まっておるんです

が、そのとき、料金を改定しただけでな

しに、やはり一定紙資源が含まれている

ということで中小零細事業所に対する古

紙の無料回収制度と、そういう分別の徹

底をお願いしながら、分別していただく

ことによって収集料金が上がらないよう

な設定をした上での料金改定でございま

したので、そういう効果もあって、ピー

ク時２万１，０００トンあったんですが、

それが１５年度末で見ますと、事業系に

つきましては１万６，０００トンという

ことで、一定効果を上げております。こ

れも、１４、１５と２か年続けて減量し

ておりますが、本年についても、一定１

月ぐらいまでの数値を見ると、年度末に

は大体１万５，０００トンぐらいという

ことで、３年連続減量効果が出てきてい

るということが言えるというふうに考え

ております。

　そういった中で、やっぱり家庭系と事

業系と異なりますのは、事業系はあくま

で排出者責任という部分がございますの

で、当然、その部分については一定の料

金を負担していただきながら、公平な形

で処理をしていきたいというふうに考え

ております。

　今後も、１炉運転ということで、減量

を進めていく立場ということから申し上

げますと、有料化ということでなくて、

やはりいろんな制度を見ながら、摂津市

に一番マッチした形の対応をとっていき

たいというふうに考えております。

○川口委員長　阿久根参事。

○阿久根生活環境部参事　ご指摘のとお

り、市内の商店街の状況は、空き店舗等

の続出等大変厳しい状況であります。私
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どもといたしましても、商業活性化助成

金事業、また活性化等の情報提供、また、

商業セミナー等を実施し、また、商店街

自身におきましても、シール事業、また

空き缶回収事業等その活性化に努めてお

ります。

　商店街の疲弊の要因につきましては、

外的な要因なり内的な要因が考えられま

すが、ご指摘のとおり、大型店の出店も

その一つではないかと考えておりますが、

しかしながら、大店法を初め大店立地法、

特に大店法の中の出店規制調整が地域商

業の維持振興につながったかどうか、こ

れについても検証の必要があるのかとい

うふうに考えております。

　委員ご指摘のとおり、本日の新聞にお

きましても、外国の大型スーパーが日本

から撤退する、特に商店の売却が掲載さ

れております。特に「消費者ニーズに合

わない」というような見出しも載ってお

ります。消費者ニーズに合わない事業に

ついては、大型店といえども不況に陥る、

そういう状況ではないかと考えておりま

す。

　現在、大店立地法、施行５年という中

で、国の方で指針の見直しも行われ、他

の自治体におきましては、ガイドライン

を設けて、事業主に営業時間の遵守なり

の協力を求める事例もあり、こういう状

況の中で、我々につきましても、十分に

状況を把握しながら、商店街の繁栄、活

性化に支援していきたいというふうに考

えております。

　次に、正雀駅前商店街におきまして、

空き店舗を活用した福祉事業に本年度取

り組まれるということで計画されており

ますが、これにつきましても、我々産業

振興課でも、やはり商店街の振興という

ことで期待をいたしておるようなところ

であります。

　特に、我々に何が支援できるか。一つ

の方策といたしまして、現在、空き店舗

の活用促進事業の補助制度を設けており

ます。これにつきましては、賃貸料、そ

れと改造費等々を内容といたしまして、

時限的なものであります。特にまたこの

事業につきましては、大阪府においても、

市町村あての間接補助事業として事業を

創設しておりますので、福祉関係の課と

十分事業内容等もお聞きしながら、これ

に具体的に適用されるかどうかについて、

今後、検討してまいります。

○川口委員長　佐藤参事。

○佐藤保健福祉部参事　国保年金課にか

かわります２点につきましてお答えを申

し上げたいと思います。

　まず、１点目でございますが、年金の

特別控除の縮減に伴う影響についてでご

ざいますが、この年金の特別控除の額に

つきましては、年金の支給額いうんです

かな、これによって割合が異なっている

わけですが、現行の中では、年間の支給

額が１７３万円未満は、いわゆる特別控

除が１４０万円と基礎控除３３万円とい

うようなことでゼロという形になってお

りまして、なおかつ、１７３万から２６

０万までについては、特別控除の１７３

万引いた残額、それから、２６０万以上

については、収入額の７５％から７５万

円を引いた残りが所得と、こういう形で

なっているわけでございますが、国保に

係る問題といたしましては、この部分が、

１４０万のいわゆる最低ラインの特別控

除が１２０万に圧縮されるということで

聞いておりまして、こうなった場合につ

いては、具体論として申しますと、従来、

１７３万の方については、所得割り料率

がかかってない、所得割りの保険料がゼ

ロであったものが、いわゆる１５３万以

上の方については、所得割りの保険料が
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加算されるようになるというような形に

なりまして、具体論を申しますと、この

１５３万から２６０万までの方々につい

ては、年間の保険料で１万４，５２０円

ほど自動的にアップするというような影

響が生じてまいる予定でございます。

　それから、国保へのルール外の繰り出

しという点でございますが、きょうは、

一般会計の審査というようなことでもご

ざいますので、その趣旨に沿って申し上

げますと、この１７年度の当初予算の中

で、国保の特別会計に対する繰り出しと

いたしましては、総額８億４、９１８万

６，０００円を計上いたしておりまして、

これらについて項目別に申し上げますと、

いわゆる事務費に相当する職員給与費等

の繰り出し部分、これが１億６，９８７

万３，０００円、それから、出産育児一

時金の３分の２に相当する繰り出し部分

が５，０００万円、それから、国保財政

安定化支援事業に係る繰り出し部分が１，

７６４万６，０００円、それから、保険

料の７割、５割、２割という法定軽減に

伴う補てん部分としての繰り出しをいた

しております基盤安定繰入金、この部分

が３億３，４６２万５，０００円、それ

から、ご質問にございます、いわゆるルー

ル外という表現をいただいておりますが、

この部分に相当するかと思うんですが、

保険料の軽減分、これが２億７，７０４

万２，０００円というような形になって

おりまして、これらの一般会計の繰り出

し、これにつきましては、国の総務省の

方から一定の指針が出されておりまして、

申し上げますと、国保の一般会計の繰り

出しについては、国民健康保険制度の趣

旨から、財政援助的な一般会計繰り出し

は、保険基盤安定制度に係る経費、先ほ

ど申しました基盤安定繰入金の部分でご

ざいますが、それから事務費、これは職

員給与費等の事務費でございます、及び

出産育児一時金に係る経費、一般住民を

対象とする保険事業に係る経費の一部並

びに国保財政安定化支援事業に係る経費

を除き、行うべきでないこと。国保財政

安定化支援事業の一般会計繰り出しは、

累積赤字の解消、基金積み立て、保険事

業の充実と中・長期的な国民健康保険財

政の安定化に資するための措置に充てら

れることを期待するものであり、保険料

の安易な引き下げに充てられることを想

定していないこととされております。

　こういう基準というんですか、一定の

国の指針の中でこの国保の特別会計の繰

り出しが行われているわけでございます

が、法的に申しますと、いわゆるこうい

う、一定、公的に繰り出しを義務づけら

れているもの以外の繰り出しをしては違

法であると、こういうような解釈ではご

ざいませんでして、そういう意味で申し

ますと、山下委員おっしゃるとおりに、

市の財政状況、それから、市としてのこ

の国保運営についての観点から、一般会

計からこういう法的に義務づけられてい

るもの以外の繰り出しをしていくという

ことについては何ら違法ではないという

状態ではございます。

　ただし、こういう国からの一定の指針

の中で、全国の自治体での国保の運営が

行われていると。こういう中で府下の状

況を見ますと、いわゆる本市の保険料軽

減分の繰り出しに相当する部分、これが

ゼロという自治体が、これ、いわゆる１

５年度決算ベースの話でございますが、

堺、泉大津、貝塚、守口、これらを含め

て６市ございます。また、大阪府下のい

わゆる保険料軽減分に相当する繰り出し

がどういう状態になっているのかという

ことを申し上げますと、大阪市を除くい

わゆる衛星都市の一般被保険者一人当た

－�61�－



りの年額は３，７０２円でございます。

これに対しまして、本市は、一人当たり

１万１，６６７円というような金額になっ

ておりまして、これ、せんだっての市長

の答弁の中でも触れられておられたわけ

ですが、本市の保険料いうのは、基本と

いたしましては、国保条例の１２条の２

という項目で保険料率の算定方式が決まっ

ているわけですが、この方式を申し上げ

ますと、給付費から国、府の負担金、そ

れから、市の繰入金等を除いた残りが保

険料の賦課総額というような規定がある

わけですが、どうしても、このいわゆる

一人当たり１万１，０００円ほどのこの

１５年度の推移がございますが、これを

減らしていった場合については、当然、

その部分が右から左、保険料の賦課総額

に当たっていくと、こういうふうな仕組

みもありますので、せんだっての市長の

答弁に至っているような状態もあるわけ

でございますが、反面、この市長の答弁

にもございますように、やはり一般会計

への繰り出しが減るということは、保険

料のアップという部分にはこれどうして

もつながってしまう。これ、唯一つなが

らない方法というのは、赤字を積み増し

ていくという方法がもう一つあるわけで

すが、ただ、これは、やはり国保事業を

行う、市として本来とるべき道ではござ

いませんので、そういう意味で申します

と、一般会計の繰り出しが減ると一定保

険料率のアップ要因になってしまうと。

これは構造的なものでございますから、

この点はご理解はいただきたというふう

に考えております。

　ただし、こういう状況の中で、やはり

近年、市の一般会計の財政が非常に厳し

いというような状況、それから、本市の

いわゆる繰り出し部分が、他市と比較し

たときにどうなのかと。また、それから、

本市の保険料が他市と比べてどうなのか

と、こういう部分を含めて、この１７年

度、一定検討してまいりたいというよう

なことでもございますので、やはり私と

いたしましては、常日ごろの被保険者の

生活実態、日々窓口で、なかなか生活が

大変で保険料の支払いがしんどいという

ような訴えはほぼ毎日のように受けてお

るわけですから、こういうような生活状

況も当然のごとく申し上げながら、今後

どういう形が望ましいのか、やはりこれ

は議論をしていかざるを得ないという認

識はいたしております。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　ふれあい

配食サービスについては、先日の代表質

問でも、市長の方から、現在の配食サー

ビスにつきましては、お弁当の保温や使

い捨ての問題が指摘されるとともに、今

後、夕食サービスを介護施設で行い介護

施設の職員が配食することにより、これ

まで以上に健康状態のチェックなどが可

能になるとともに、健康状態に問題があ

る場合、ケアマネジャーや関係者に連絡

を行うなどきめ細かなサービスができる

ものと考えております。また、食数につ

きましても、当面、１日１０食とし、年

度途中から３０食に増やすことを想定し

ておりますという形でご答弁をさせてい

ただいております。

　今後の介護予防の観点から考えまして

も、食の問題につきましてはますます重

要になってくるというふうに考えており

ます。これは、単に健康の保持や安否確

認にとどまらず、今後の地域のセーフティー

ネットワーク体制の構築の中で、その中

に組み込まれるべきサービスというふう

に考えております。

　したがいまして、そのサービスを担う

機関につきましても、単に給食業者とい
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う側面だけではなく、地域の中の社会資

源として、地域のセーフティーネットワー

ク体制の中で、配食サービスをさまざま

なサービスにつなげていくなどの活動を

していただけるようなやはり施設や団体

等が担うべきであるというふうに考えて

おります。

　また、委託料についても今回、利用者

負担も含めまして１食９００円というふ

うに考えておりますが、北摂各市を見ま

した場合、手元にある資料によりますと、

高槻市も１食９００円、茨木市につきま

しては１食１，０００円、吹田市も１食

１，０００円、箕面市については１食１，

０５０円、それから、池田市が、財団法

人池田さわやか公社の方に委託をされて

おりまして、今の摂津市と同じように月

曜日から金曜日までの昼食ということで、

利用者負担も含めまして１食６８０円と

いう形でやっておられますので、この委

託料につきまして、各市の状況から比べ

ましてそれほど高いというふうには認識

いたしておりません。

　また、せっつ桜苑に委託するというこ

とを考えておりますが、そのように考え

ました経緯につきましては、市内の介護

施設等の社会福祉施設におきましては、

それぞれの施設、さまざまな状況を抱え

ておられまして、１７年度からこうした

新しい事業に取り組んでいけるというと

ころの少し余裕的なものがまだないとい

うことと、それから、桜苑の幹部職員の

方に、以前に大阪市内のこうした施設で

配食サービスを実際にやられた経験のあ

る方がいらっしゃいまして、そのノウハ

ウを持っておられるということもござい

まして、桜苑の方に委託をしてまいりた

いというふうに考えております。

　次に、空き店舗の補助金の活用の件に

つきましては、産業振興課の阿久根参事

の方からご答弁あったと思いますけども、

委員の方から、長期的に事業が継続して

いけるような手法についてということで

ご質問があったかと思います。

　今回の空き店舗の活用につきましては、

地元の商店街の方の方からもご理解をい

ただいて、商店街としても、できるだけ

前向きに協力をしていきたいという旨の

お言葉をいただいております。ただ、そ

の一方で、やはり商店街で店を出す以上、

それはやはり商売をしていくということ

であるから、やはり障害者団体とはいえ、

経営が成り立たなかったら、すぐそうし

たら市から補助金をもらってというよう

な甘い考えではやはり困ると。その点に

ついては、やはり市だけではなくて、地

元商店街や商工会あるいは地域の福祉関

係者、学生といった多方面な方からいろ

んな意見を聞いた上で、やはり商売とし

てやっていけるように努力してほしいと

いう言葉をいただいておりますので、我々

もその旨を障害者団体等の方に伝えまし

て、そういった意味で、各団体集まって

いただきまして、今後、単に障害者の作

業施設等でつくっている物品等だけでな

くて、経営を成り立たせていくためには

どのような手法が考えられるのかについ

て、鋭意検討を進めているところでござ

います。

○川口委員長　助役。

○小野助役　先ほど、次長の答えた生活

保護の点でございますけども、生保連と

の話の中で、面接記録なり相談記録がで

きておらなかったということについては

報告は受けております。それで、１６年

度の中で一定の改善をしていくというこ

とも聞いてます。

　私も、委員ご指摘のように、国保のあ

あいう話し合いの場を思い出します。あ

あいうことについてはあってはならない
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ことですし、また、ああいう話し合いを

持つということは非常に問題なことだと

思ってます。そういった意味で、国保の

スペースの拡大なり、相談し得るスペー

スの確保なり、また、職員の対応につい

ても一定の改善をしてまいりました。ま

た、生活保護につきましても、１６年４

月に１名増員いたしました。

　私も、今後７００名体制を目指してい

くわけですが、やはり特に相談業務の大

切さというのはよくわかりますし、とり

わけ厳しい中であるのはやっぱり生活保

護の相談であり、国保の相談が特出すべ

きものかなと思っております。そういっ

た意味では、今後の人員体制問題を含め

て配慮してまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、もう一つ言われておった、

これは総務常任委員会でも議論になった

と思うんですが、山下委員の方で、地方

自治の本旨は住民福祉の向上でございま

すから、市民生活なり福祉の向上にこそ

使うべきであると。国保については何を

やるのかというご指摘をいただいており

ます。それで、先ほど、前進という言葉

をお使いになったんですが、まさしく、

これも一緒ですが、やはり財源をどこへ

どう確保するか、どこでどうできるかと

いうことでありまして、やはりこれは今

後も、何を削るかということが一つ、そ

れから、財源対策をどこで求めていくか

ということがございます。

　市としていろんなご批判を受けており

ますが、今年度の中で、款別に見まして

も、伸びておるのは、結果的に、市長申

し上げていますように、消防費と民生費

の３．２％のみでございます。この点を

よくご理解をちょうだいいたしたいなと。

　また、もう一つは、障害者福祉で約７，

５００万ほどでございましたですか、新

規施策で出しております。これは７項目、

ご指摘のとおりでございますし、安心・

安全では１０項目で約９，３００万ほど

新規でいたしております。

　そういったことで、やはり今後、我々

は十分議会で議論しなきゃならないんで

すが、やはり問題は、何といってもやは

り公債費の問題であり、二つ目には特別

会計への繰り出しの問題であり、やはり

職員定数を含めた問題だというふうに基

本的には認識しております。

　とりわけ、公債費と繰出金につきまし

ては、ことしも繰出金は４２億９，００

０万ほど出しておりますから、前年より

も、当初予算ベースで５，７００万ほど

伸びております。それで、経常収支比率

で見れば、この摂津の財政を見てもらっ

たらわかるんですが、見てもらっている

と思いますが、去年８月に出しました。

この中に、公債費の比率が府下平均、ま

た、繰出金が府下平均でありせば、私ど

もの１０８．９というこの決算べースの

経常収支比率が９５ポイントまで下がる

ということでございます。

　したがって、今日までやってきた、特

に下水を中心とした中身、繰出金の中身、

これは大いにこれからの議論なりに、公

債費はピーク去ってまいりますが、これ

はまさしく今後の議論でございますが、

この三つの点につきまして、とりわけ市

長としても、福祉全体のレベルアップと

いうことも望んでおりましたけれども、

その中で、とりわけ社会弱者の障害者福

祉に力を入れたということもご理解を賜

りたいなというふうに思ってございます。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　総論的なお話いただいたん

ですが、それを言うと、また財政問題で

いろいろ論議しないかんので、ちょっと

ここでは外れるかと思いますが。
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　しかし、今日の財政危機をもたらした

ものを、何かとりわけ法人税収の落ち込

みというところに求めておられます。現

にそれは落ちているということでありま

すけれども、しかし、これまでの財政い

うか行政の全体の運営の中で生じてきた

もんだと。その時々、その時々に判断す

べきことはあったと。しかし、それは、

そうなりつつあるということも承知の上

でやってきたというふうな前市長の言葉

もあって、それを今持ち出して私も言う

つもりはありません。ただ、そういう財

政運営をやってきたというのは、やっぱ

りそれなりの責任を問われることだろう

というふうに思います。

　その市政を継承されるんかどうか、こ

の辺はよくわかりませんが、それはよく

私どもも見守っていきたいというふうに

思うところです。

　本題に入りますが、保育所問題では、

やはり待機者なくして、安心して通わせ

られると。希望のところにできるだけ入

れると。やっぱり働いていく上で一番何

がネックになるかいうたらこのことなん

ですよね。とりわけ、やっぱり若い家庭

で、いつもつまづくのはここなんですね。

多くの場合、女性が職を一たん離れると。

ある場合には、そりゃ育児休業する場合

もあるけれども、なかなかそれを許さな

いという職場もあるんですね。だから、

一たんはやめざるを得ないという、こう

いうことだって起きてるんですよ、現に。

そういう中でまた再就職、だから非常に

安い。そういう中で、高い保育料を払わ

なきゃならんという、こういう重しになっ

て、そういうことが少子化の大きな私は

問題であると。そういう体制を整えた上

でなお少子化というんであれば、それは

また論議があるだろうと思うんですけど

も、そういうことになるんではないかと。

幼保一元化問題も、そりゃ非常に低料金

で運営がされると、しかも働いてる時間、

通勤の時間含めて面倒見ていただけると

いうなら、そりゃ幼保一元化はけしから

んということじゃありませんよ、それは、

そういうことで言うなら。しかし、今持

ち出されてるのは、合併問題でもそうで

すけど、どっちか悪い方にあわせていく

という、条件のきつい方にあわせていく

というのが大体の例ですわ。

　そういうことで、わざわざそんな困難

なところへ向かわなくても、今果たして

いる役割を大いに果たしていくというこ

とが大事なんではないかということを申

し上げておきたいと思います。

　それから、乳幼児医療費助成の就学前

までの拡大については、さっきも言いま

したように、全国で初めてやった摂津市

が、今やもう大阪府下でも中位の部でしょ

う。だから、そういうことから見ると、

かつて、世代が若いということもあった

と思います、当時の恐らく平均年齢は２

０代でしたかね、市民の平均年齢が２９

歳というふうに聞いたときありましたか

ら、そのころの話ではあったかもしれま

せんけれども、そういう時期に乳幼児医

療費の無料制度ということが大きな波紋

を呼んで、全国に広がったんです。ほか

にもいろいろありますけども、そういう

点では、今なおそういう立場から充実に

これ努めていただきたいというふうにお

願いしておきたいと思います。

　生保の件も決意も述べられましたから、

それを了としておきたいと思います。し

かし、引き続き、私どもも市民の相談に

乗る範囲で見聞きしたことについては関

与していきたいというふうに思っており

ます。

　産業振興の件で、大手スーパーの進出

と。これが、さっきもお話しましたよう
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に、出てくるときも好き勝手なら撤退も

好き勝手と。こんな箕面なんかの例の場

合は、あれ恐らくいろいろその周辺の整

備に市もいろいろかかわってるんだと思

うんです。あれ、川があったりして橋つ

くったりしてますよね。それ商業施設だ

けの負担かどうかよく知りませんけれど

も。それでごっそり撤退していくという

ことになると、こんなん、もうまちづく

りの上から言うとめちゃくちゃにしてる

ということですよ、好き勝手にしてると

いうこと。そんなことが、何の規制もな

しに、どうぞおやりなさい、どうぞ撤退

も好きにしてくださいなんていうわけに

いかんのですよ。もう行政としてはその

ことを、もっと最大、このことについて

物言うていかなあかんと。確かに、大店

法でそういう商業調整という項目なくなっ

たけれども、しかし、大店舗立地法で言

うこともできるし、それを超えて、やは

り市民の生活全体にとってよろしくない

のであれば、やっぱり物言わないかんと

思うんですよ。ほかではどう言うてるか

知りません。現にそういうふうに指導し

て、貫いてるところもあるんですよ、営

業時間の問題も含めて。具体的に、実態

的には商業調整にかかわるようなことに

なっている。そやけど、それはその立場

から言うんではなくて、環境問題から言っ

ているというようなこともあるんで、そ

ういうことで、引き続きご努力をお願い

したいというふうに思います。

　空き店舗対策は、さっきの話はまだ固

まっていないということをお聞きして、

つまり、市の活性化の補助金ですね、空

き店舗の。いや、そうじゃなくて、新た

な障害者の補助金なのかね。何かこの辺

がよくわからないんですね。商店街に対

する補助金ですよね、産業振興は。ここ

は、入ってくる人の障害者団体といいま

すか、そういうところに補助が行われる

わけですね。だから、出しどころももら

いどころも違うんでしょ。だけども、そ

こら絡み合ってるから、どういうふうな

ことになるのかは、よく検討もしていた

だきたいんですが、できるだけそうした

人たちの意に沿うように図っていただき

たいというふうに思うわけであります。

　ごみ問題では、減量問題で大分お話も

されましたし、事業系のごみの減量につ

いても引き続き取り組んでいくというこ

とでありましたが、先ほどの話もあった

焼却炉の１９年、２０年の改修、大変な

金が要るんですね、焼却炉の更新という

のは。これは、しかも待ったはできない

という課題でしょ。これは広域的に、例

えば、茨木の溶融炉の処理が余力がある

というんであれば、そういうものと、例

えば茨木のごみのリサイクルの問題等の

いろんな話、それを摂津で受けると。そ

のかわり、そりゃ完全にそれと一対にな

るというわけではないけれども、そりゃ

費用負担の問題なんかも検討すれば、そ

ういう方向も大いにあるんではないかと。

地元問題もありますでしょ。今のところ、

私はよく知りませんけれども、茨木の方

の周辺は人家が余りないとこですわね。

そういうこともあわせて考えてみますと、

こういう点の広域というのはなかなか考

えるに値することだなというふうに思う

んで、その辺のお考えについてお聞きを

しておきたいと思います。

　環境対策については、大気汚染の現状

について、この０．０６ＰＰＭというこ

のあたりをずっと低迷、低迷というかも

う悪い状況なんですよね。さっきも言い

ましたように、ぜんそくの患者の増大と

いうのは、もう０．０４ＰＰＭぐらいか

らずっと増えてくるんですよ、相関があ

るんですね。そういうことから考えると、
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現に大阪府の教育委員会がやってる学童

のぜんそくの罹患率、有所見率と言いま

したかね、これも大変高いんですね。そ

ういうことからしますと、やっぱりこの

大気汚染の状況は無視できないし、国が

やってる大きな網でいくのかいうたら、

特殊、この摂津では、とりわけ幹線道路

が縦横に走ってる。しかも、貨物ターミ

ナルだとか、あるいは鉄道のターミナル

もあって、その周辺で大変やっぱりディー

ゼルトラックの通行量も多いと。さらに、

十三高槻線の整備ということになってく

ると、これもまた輪をかけてくるわけで

すね。そういうときに、果たして摂津と

してどういうことで臨むのかと。これ通

行量もやっぱり規制をやらんと実際には

減らんでしょう。そういうことが今なか

なかどこともやられてませんわね。せや

けど、石原都知事は、この対処してない

ディーゼル車は一切通さんというような

ことも言うほど矛盾も大きいところなん

ですよね。ここが一番のところですから、

引き続いてここを一生懸命やっていただ

きたいと、もう要望しておきます。

　それから、国保については、今まさに

おっしゃった、窓口で大変な状況にある

という、そういうことを、今度の税制改

正で、一層ひどくするということになる

んですね、今。そういうことで、国民健

康保険料あるいは介護保険料についても

負担が増えてくるということであります

ので、これはそういうことにならないよ

うに。

　あなたいろいろおっしゃってるけれど

も、一般被保険者の保険料軽減の補助金

は、この間、一昨年から比べて４，５０

０万ぐらい減らしてるじゃないですか、

現に。赤字、赤字とおっしゃるけれども、

単年度では黒字で、それまでの累積赤字

を埋めてきたというのが実態としてある

んですよ、実態として。そういう状況に

あるから値上げをしないと、抑えるとい

う方向で、今そういう努力をすべきとき

だというふうに思うんであります。この

辺もそう申し上げておきたいと思います。

　それから、ごみの減量問題で、せんだっ

て、私、山形県の新庄市へ行きましたら、

そこで食品トレイのリサイクルやってる

んですが、阪神淡路大震災のときにヒン

トを得たというんですけれども、トレイ

がありますね、あのトレイを食器に使っ

てるんですよ。ところが、水が非常に不

足しているということで、このトレイの

上にラップを敷いて、一回食事をとるご

とに、このラップを捨てて、下のトレイ

はまた生かして使うという、こういうこ

とに着目をして、新庄市では、このトレ

イの上にはがすことのできるシールを張っ

て、これをスーパーで使ってもらうと。

買って帰った人は、このトレイが要らな

くなったら、シールを外して、これはご

みとして出すと、残りの、これ薄いもん

ですわ、残りのトレイは、これを回収し

て、これを障害者団体がやってる、収集

は。それをまた細分化して、もう一遍ト

レイにしていくと。こういうリサイクル

をやっているということを言ってました。

　これはなかなか、ごみがシール１枚に

なると、このトレイが。こういう点では、

なかなかうまいこと思いついてるなとい

うふうに思うんですけれども、そこで、

山形県の新庄市でやってるビデオをわた

しますので、こういうふうにやってると

いうような、こういうこともぜひ参考に

していただいて、このトレイなんか大い

に、まあそりゃ今もそうやっておられる

んだけど、これを一たん汚してまうと、

なかなかまたリサイクルも難しいんです

よね、リユースというか、もう一遍使う

ことがなかなか困難で、そういうふうに
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すればうまいこといくというようなこと

も、この前の会派研修で見てきましたの

で、ぜひそういう点も活用いただいてやっ

ていただきたいというふうに思います。

　あとは、ふれあい配食サービスですが、

これ昼食は３５０円、夕食は９００円な

んですね。他市と比べて安いとか高くな

いとか言うてはるんですけども、そりゃ

確かに配食サービスというのは給食会社

に任せたらええもんじゃないと言いつつ、

今、昼の給食を配食してるのは給食会社

じゃないんですか。こんなんいかん言う

のやったらね、これもっと考えてやった

らどうですか。一方では、そんなん給食

会社のやることじゃありませんいうて、

昼はそういうふうにしといて、夜は、い

や、経験がある桜苑に任せますねん、な

んかそんなことでみんな納得できるよう

な話ですか、それは。そこにしかできん

ようなもんですか。

　私は、確かに給食会社に委託したらえ

えというふうなことを単純に言ってるん

じゃないんですよ、それは。これまでは

いろいろやってきたんですけれども、今

給食会社でしょ、２社じゃないんですか。

あなたは、夕食の１０食、これは３０食

にするというけれども、昼食でやってる

たくさんのこれはよろしくない状況をずっ

と続けるということなんですかというこ

とを言ってるんですよ、それなら逆に。

　私は、給食会社が何もいいというふう

に言ってないですよ。それは、まさにふ

れあい言うてるんですから、何でも委託

して、はい配ったら終わりという、そう

いうふうには思ってないんですよ。それ

が本当に生かせるようにするにはどうす

るのかと。夕食の１０食分だけでそうい

うことが本当に可能なのかと、この辺の

考えについてお聞かせください。いかが

ですか。

　それから、まとめて答えられました、

今度の課税強化ということで、例えば、

紙おむつの支給は、所得課税額が３０万

円以下とか、いろんな制約あるんですね、

あちこちに。ところがこういうところに

たちまち響いてくると。あるいは緊急通

報装置だって、前年の所得税非課税所帯

まではゼロだと。しかし、課税所帯にな

ると、これはまた負担額が出てくるわけ

ですね。だから、わずかの差で、しかも

これは、本人の所得が上がったというな

らまた話は別ですけど、所得も上がらな

いのに税制の改正によって負担が増える

と、税の負担だけではなくて、こういう

連鎖で何かしようとするたんびに、非課

税所帯、課税所帯の間さまよってるよう

なところでは負担がだんだん増えてくる

ということにはなりはしないかと、そう

いう点を、私はこれもっと、例えば、福

祉サービスなんかについても、従来やっ

てたようなところにこのサービスが行き

届くように、これは実態からやっぱりや

るべきではないんですかと。これは基準

の一つでしたね、それは、それは今まで

の基準だと。しかし、税も増え、所得も

増えてへん、総収入が増えてないのに税

が増えたと。可処分所得は減ってるのに、

その上まだ負担が増えまっせというよう

なことは、これは踏んだりけったりです

ね。これはやっぱり考えないかんのじゃ

ないですか。こういう制度をつくったと

きの精神生かしてやるべきではないかと。

　ぜひ、全体の福祉施策について考えて

くださいよ。それで、どのぐらい費用が

要るのかと。あるいはどのぐらいの費用、

増になるのかどうかわかりませんけれど

も。対象者は増えないのではないかと思

いますので。

　ひとつそういう制度全体について見直

をしていただきたいというふうに思うん
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ですが、いかがでしょうか。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

ふれあい配食サービスにつきましては、

従前は民生委員が中心となりまして、地

域の公民館等でみずからつくられまして、

それをふれあい配食という形で、たしか

月に１回とか２回とかいう程度で配られ

ておられたというふうに認識しておりま

す。しかし、それでは増える独居の家庭

とか高齢者だけの世帯の食を十分確保す

ることができないということで、とりあ

えず、たしかあれは平成４年の一番初め

の老人保健福祉計画策定時ごろだったと

思いますけども、そういった状況を改善

するために、とりあえずやはり食数を確

保することがまずは第一だということで、

民間の給食事業者にお願いをして、月曜

日から金曜日の昼食についてできるだけ

確保していこうと。そして、その民間の

事業者が調理し、配食するというだけで

は、やっぱり本来の制度の趣旨に十分こ

たえることができないだろうということ

で、民生委員やボランティア等の方にお

手伝いをいただくことによって、本来の

制度の趣旨について、できる限りその部

分についても保持をしていきたいという

形で取り組まれてきたというふうに認識

しております。

　しかし、一方で、先ほども言いました

ように、容器の問題、保温の問題、味の

問題、それから、民生委員につきまして

も、非常に他の業務とも重なりまして負

担が増えてきていると。ましてや、料金

を集めることまで民生委員の方にお願い

をしなければならないような仕組みになっ

ておりまして、大変、民生委員の方には、

精神的な負担も含めてかかっているとい

うことでございます。

　したがいまして、我々としても、やは

り先ほどから申し上げておりますように、

民間給食事業者にすべてお任せするとい

うことについては望ましくないという状

況の中で、今まではそういった形で、一

定の補完的なサービスを付加することに

よって対応してきたと考えておりますけ

ども、今後、このような形で続けていく

ことにつきましては、やはり民生委員等

の負担や、先ほども言いましたいろいろ

な問題も含めまして無理があるというこ

とで、やはり新しい形でのサービス提供

に踏み込んでいかなければならない。こ

れは単に配食サービスをめぐる問題だけ

ではなくて、今の介護保険の改正、いろ

いろ伴います高齢者の状況を考えたとき

に、やはり新しい方法に踏み込んでいか

なければならないという認識を持ってい

るところでございます。

　したがいまして、我々としましては、

現行の昼食サービス、いわゆるできるだ

けたくさんの方にたくさんの配食を確保

する、そして、健康の保持と安否確認を

していくというという一つの大きな目的

と、それから、もう一つ、新しい、現在

の情勢に見合った配食サービスという、

この二つの面をやはり追求していかなけ

ればならない。

　その点で、今申し上げましたように、

新しく取り組もうとしている分を、すべ

ての面にわたって、それに取ってかわれ

るだけのまだまだ財源的な問題もござい

ますし、主体を担う力量の問題もあると

思います。

　したがいまして、とりあえずの取り組

みといたしまして、夕食サービスという

形で先行的に取り組んでいくとともに、

これをできるだけ市域全体に広げていく

ということと、今の昼間のサービスにつ

きましても、できる限り、指摘されてお

ります問題点につきましては社会福祉協
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議会の方とも協議して、問題点の解消に

努め、将来的には、やはり先ほど申し上

げましたように、配食サービス全体を地

域のセーフティーネットワークの中の事

業として位置づけて、その地域の中でそ

の問題が有効にサービスとして活用され

ていくというような形を目指していきた

いというふうに考えております。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　現在の福祉サー

ビスにつきましては、平成１２年の介護

保険制度の改正、また支援費制度という

ような新たな制度の中で、福祉サービス

が多種多様というような部分になってい

るような状況になっております。

　そういうことで、多くの市民の方々の

立場に立って、いろいろなサービスが適

正に受けられるというのが基本的な部分

と思っております。

　それと、また一方では、限られた予算

という大きな縛りがございます。そうい

うものとの関係上、この限度額等も一定

設けられるものという認識を持っており

ます。

　そういう中で、これからの幅広い福祉

ニーズ、そういう部分に対応するために

おいて、こういう中で、一定、対応も必

要というふうになってまいろうかという

ふうに思ってます。

　また、この中身の限度額等につきまし

ては、今後、介護保険制度、また障害者

の自立支援法等の関係等も出てきますの

で、そういう部分もあわせまして、今後、

総合的に我々の方も十分庁内で検討して

まいりたいというのが今現在の考え方で

ございます。

○川口委員長　五里江センター長。

○五里江環境センター長　ごみ処理の広

域処理につきましては、自己処理原則の

中で地元感情等の問題が考えられますの

で、大阪府ごみ処理広域化計画に基づき

まして、今後、ごみ処理の広域化を推進

するため、大阪府に対しまして広域ブロッ

クの構成市町間の調整や指導を担ってい

ただけるよう要望してまいりたいと考え

ております。

○川口委員長　山下委員。

○山下委員　今おっしゃいましたけども、

予算との関係ということで言えば増えな

いんですよ。今までの所得水準というこ

とで、これを計算し直せば多少のことに

なるかもわかりませんけれども、しかし、

それだって、今まで受けられた人が受け

られなくなるということを救うというは

可能なんで、それは決して増になるとい

うことではありませんでしょ。そういう

検討をぜひお願いしたいと。

　それから、配食問題では、そういうこ

とであれば、地域の商店というか、飲食

店も、十分そういうことを果たせる力あ

るんではないかと。しかも、今、物すご

い不況で、客来なくて困ってるというの

がどこともですよ、飲食店も含めまして。

そりゃもう専門店とかあんなんでは、な

かなか、同じもんばかり食わすのかいう

ことになるからあれやけども、そりゃ工

夫すればいろいろな知恵がわいてくるの

ではないかと。そういうことも産業振興

課の方からも一遍アプローチしてみたら

いかがかと思うんですよ。そういう受け

皿に十分なり得ると、社会的資産もある

というふうに思うんで、そういうことを

要望して終わります。

○川口委員長　山下委員の質疑が終わり

ました。

　引き続き、上村委員。

○上村委員　森山市長が誕生されまして

初めての予算ということであります。先

般の市政方針の中で、今回の予算の重点

的には、安心・安全のまちづくり、それ
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と、障害者の自立の支援というこの二つ

を大きな柱として予算を組んだというこ

とであります。

　障害者の自立支援ということでは、我々、

民生常任委員会に関係する話であります。

　とりわけ、この委員会で、私、いつも

言ってますけども、審議するお金、１１

７億だと思います。一般会計３０１億８，

５００万で、それの率でいくと３８％と

いうことで、この１１７億のお金をここ

におられる方が動かしているということ

で、非常に重大な責任があるんではない

かなというふうに思ってます。

　その中で、福祉にかかわる部分で９４

億ぐらいあるんじゃないかなと思ってま

す。その中で、一番多いのが社会福祉総

務にかかわるお金ですね。生活保護等々

一般的に福祉と言われている部分の経費、

これが３４億９，０００万円、次に多い

のが児童福祉にかかわる分で３３億５，

６００万円あると。次に、老人福祉とい

うことで１７億。次に、障害者関係で８

億５，０００万ということになってます。

　この市長が言われる障害者の自立の支

援のために重点配分したということで言っ

てますけど、具体的にこれだというのが

あれば、ここに力を入れてますというこ

となんで、それがあれば、ぜひお聞かせ

願いたいということを、まず１点、お願

いします。

　次に、生活保護ということで質疑あり

ました。生活保護にかかわるお金が１７

億５，３９１万、約１７億かかってます。

これが、障害者を全部含めても８０億５，

０００万。老人福祉がトータルで１７億

あります。この生活保護費用が１７億と

いうことでありますけれども、昨年より

１億４００万ほど増えとんですね。この

生活保護の比率が、大阪府のこの前比率

が出てましたけども、摂津の受給者の比

率というか、それが大阪府下でどのよう

な位置にあるのかなということをまずお

聞かせ願います。

　次に、児童福祉の中で、民間保育所の

施設整備ということで、今回、２億６，

５４６万計上されてます。これは、先ほ

どのお話で、摂津保育所の民間化された

部分の建てかえということでありました

けども、それ以外に、鳥飼の方にも保育

所ができるんだということで、二つの施

設の整備費ということでありました。

　これすべてが一般財源なんですよね。

本来は、これ、国、府とかいろいろな補

助があって、この一般財源の比率は全体

の中で幾らになるのかなということをお

教え願いたい。ですから、摂津保育所の

建てかえに幾ら、鳥飼の分が幾らと分け

られるんであれば分けてほしいんですけ

ども。

　次に、私がいつも言っております健康

づくりということでお聞かせ願います。

　先ほど、歯の健康診断の方をお聞かせ

願いましたけど、一般健康診断、これに

ついてちょっとお聞かせ願いますけど、

以前から、私、有料化ということで申し

上げてましたけども、それはちょっと難

しいということで、今、ペンディングなっ

てますけども、実際に一般健康診断の実

施の方法は、医者に行って、各人が、受

けたい人が医者に行ってやっているのか、

集団健診方式なのか。例えば、この役所

に、来週の月曜日しますから来てくださ

いという方式なのか、医者に行って勝手

に受けて、無料ですから、お金要る分も

ありますけども、そういうやり方をして

るのか、実際どうなのか。

　それと、５００万円今回アップしてる

んですよね、予算ベースで。これがどう

いうことでなっとるんかなということを

お教え願います。
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　それと、健康づくりということで、先

日の代表質問の中でも健康づくり宣言等々

のお話がありました。また、今回、南千

里丘駅構想の中でも、その顔として、健

康、教育、文化、福祉でしたかね、とい

うことでも健康というキーワードが出て

きてます。というお話が出てくるんです

けど、実際、１７年度予算を見たときに、

１６年度と事業的にほぼ同じ内容という

ふうな受けとめ方をしとるんですけども、

去年は、ウォーキングロードをつくられ

て、非常にたくさんの人が参加されたと

いうことでありましたけども、本年度は、

健康づくりとしてどういった事業を考え

ておられるのかなということで、予算的

にはほとんどこれ目に見えてないんです

けども、実際、何か具体的にこれをした

いというのがあれば教えていただきます。

○川口委員長　登阪課長。

○登阪高齢者障害者福祉課長　それでは、

市長が１７年度予算の中で一つの柱とさ

れております障害者施策の充実の内容に

ついてご答弁させていただきます。

　平成１５年度から、障害者施策におき

ましては支援費制度に移行したというこ

とと、それから、平成１４年度から精神

障害者の方につきましても、市町村でい

ろいろな事業を行っていくことになりま

して、そうした背景をもとに、これまで

の事業展開に加えまして、やはり利用者

の方の相談を受け付けたり、あるいは介

護保険でいうケアプラン的なそういうケ

アマネジメントをやっていくような事業

が、今後非常に重要になってくるという

ふうに認識しております。

　そうした認識のもとにおきまして、今

年度、１７年度予算として、新しい事業

として要求させていただいておりますの

は、一つは、身体障害者の方やその家族

の方を対象といたしました地域生活支援

ステップアップ事業でございます。

　これは、社会福祉総務費の障害者福祉

作業所運営補助事業の中で、概要におき

ましては４３ページに記載されておりま

すが、そうした方たちを対象に、社会福

祉法人晃摂会の方に事業委託しまして、

バクの家を実施施設といたしまして、在

宅福祉サービスの利用援助や社会生活を

高めるための支援、ペアカウンセリング、

ペアカウンセリングというのは、障害者

の方自身が相談を受け付ける側に立って

相談を受けるといった制度でございます。

それから、介護相談等の事業を実施して

まいりたいというふうに考えております。

　それから、もう一つは、精神障害者の

方のそういった相談事業の充実というこ

とで、精神障害者の福祉作業所運営補助

事業の中で、新たに作業所として日常生

活に関しての面接や電話相談、住まいや

働くこと、公共サービスなどの情報提供、

地域交流等の支援を行うために、社会福

祉法人あけぼの福祉会が新たに開設され

ます福祉作業所に対して補助を行ってま

いります。これも、今申し上げました障

害者福祉作業所運営補助事業の中に含ま

れております。

　先ほどもご質問ございましたコミュニ

ティーソーシャルワーカーの設置、これ

は、障害者だけにとどまらず、高齢者、

母子家庭の親等も対象となりますが、一

つ、障害者の施策というふうにも考えて

おります。

　概要の４２ページの一般事務事業の中

で、障害者福祉嘱託員賃金という形が上

がっていると思いますけども、これにつ

きましては、精神保健福祉士と、それか

ら社会福祉士の資格を持つ嘱託職員を、

相談業務を充実させるという意味で、市

の高齢者福祉課の方に配置をしてもらい

たいというふうに、現在、週３日程度と
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いうふうに考えております。

　障害者施策の中で一つの大きな柱であ

ります、いわゆる障害のあるお子さんの

いわゆる放課後とか夏休み等の長期休暇

の対応でございます。これまでは、ホー

ムヘルプサービス等で対応してきたり、

あるいはみきの路の方でデイサービスを

やってきたりしておりますが、それに加

えまして、１７年度からは、ふれあいの

里のはばたき園の方で、知的障害者の方

と、障害のあるお子さんを対象に、日帰

りでございますけども短期入所を実施し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。この予算につきましては、４２ペー

ジ、社会福祉事業団事業の中に含まれて

おります。

　１７年度の新規事業ではございません

けれども、１６年度の補正で認めていた

だきまして、１７年１月から実施してお

ります障害者就業生活支援センターのス

テップアップ事業につきましても、これ

は、障害者の職業的自立に向けて、身近

な地域で就業面と生活面の支援を一体的

に行う障害者就業準備センター事業を、

社会福祉法人摂津市社会福祉事業団、実

施場所につきましては、せっつくすのき

の方へ委託して実施しております。

　先ほど出ておりました障害者の店運営

補助事業ということで、授産作業の活性

化ということで考えております。

　それから、本委員会の所管ではござい

ませんが、バリアフリー基本構想に基づ

く阪急正雀駅前エレベーターの設置等に

つきましても、大きな意味では障害者施

策の一環というふうに考えております。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　民間保育所の施

設整備に係る市の補助金の内訳及び財源

に関しまして、この事業、民間保育所施

設整備事業、２億６，５４６万円の内訳

でございますが、性格的に二つの補助金

がございます。

　社会福祉法人が保育所整備をされる場

合に、市の補助金といたしまして補助基

本の６分の１という補助要綱がございま

す。それに係る金額といたしまして、２

法人合わせまして１，８８５万円でござ

います。摂津保育園建てかえの桃林会に

おかれましては４４８万６，０００円、

今予定しております社会法人摂津会にお

きましては１，４３６万４，０００円を

予定しております。

　もう一つの補助の性格といたしまして、

三位一体の改革によりまして、ハード整

備におきましても、社会福祉施設整備費

補助金という国の補助要綱がございまし

た。それが交付金化され、歳出について

は市町村でまず執行するようにというよ

うな性格の位置づけになりました。

　その補助金にかかわりますところでご

ざいますが、摂津保育園の建てかえに係

りますところが１億３，８４２万５，０

００円、摂津会は、１億８１８万５，０

００円でございます。その合計が、先ほ

ど申しました２億６，５４６万円という

ことになっております。

　財源の内訳でございますが、最初に説

明しました補助基本の６分の１につきま

しては、従前から市の一般財源で執行し

ておりましたので、１，８８５万円につ

いては、まず市の一般財源というふうに

考えております。

　残ります両法人に係ります２億４，６

６１万円という金額になってまいります。

これは、本来の制度であれば、都道府県

が直接法人に支出をしておられました。

ということで、本来、歳入歳出とも、市

は予算組みをする必要がなかったという

ことでございます。ただ、交付金化によ

りまして、歳出をまず市が予算組みする
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ようにという通知がございましたので、

２億４，６６１万円をまず予算組みをし

ております。歳入にかかわりますところ

で、本来であれば国の方がその内訳の１

億６，４４０万６，０００円、大阪府が

８，２２０万４，０００円を支出すると

いうのが今までの制度でございましたが、

交付金化により、国及び都道府県の持ち

分が今未定でございます。ということで、

交付金の内訳、また都道府県がその財源

を負担するのかしないのかの方向が見え

た段階で、歳入については補正を上げさ

せていただきたいというふうに考えてお

ります。

　ただ、大阪府を通じて聞いております

ところによりますと、交付金化により基

本的には１億６，４４０万６，０００円

という積算にはなりますが、予算の範囲

内という一定のルールがございます。そ

の中で、頭打ちがないように我々は努力

していきたいとは思ってるんですけども、

頭打ちがあったときにその財源が確保で

きるかどうかを今苦慮しているところで

ございます。

　また、大阪府の持ち分の８，２２０万

４，０００円でございますが、厚生労働

省と総務省の方で今協議をしているとい

うような段階で、厚生労働省としたら、

その財源を大阪府が持たないのであれば、

何らかの形で市町村に財源を補てんする

ようにという要望はしているというよう

なところまでしかまだ情報は入ってきて

いないということでございます。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　市民健診は、保

健センターでやっております４月から３

月までの誕生月健診、これは、午前が胃

がん、大腸がん、肺がん検診等々のセッ

ト健診と、午後は基本健診だけになって

おります。午前のセット健診が月に五日、

午後、基本健診が月に二日の実施予定で

ございます。

　それから、市内の医療機関に委託して

実施します市民健診につきましては、６

月から８月の３か月間にかかりつけの先

生で受けていただくという健診も委託事

業として実施しております。

　この一人の市民の方は、どちらかの健

診を年に１回だけ受けていただくという

ことでお願いをしております。

　次に、市民健診に係ります予算計上５

００万円増えております内容についてで

ございますが、昨年まで大阪府のモデル

事業として実施していただいてました肺

がんヘリカルＣＴ検診につきまして、大

阪府の方が、１７年度からはがん予防健

診センター事業として有料化で展開する

という方針を打ち出しておられます。こ

の一人当たりの費用が、まだ最終、幾ら

で実施していただけるか連絡がきちんと

した形では入っていない状況なんですが、

昨年の９月から１１月ごろに、できるだ

け早急にその予算案を示しますとおっしゃ

られながら、結局、ごくごく最近になっ

て、８，０００円以下、なるべく７，０

００円に近づけるというようなことでお

返事があった次第なんですが、予算段階

で８，０００円、対象者を、昨年までは

希望者の方は全員受けていただいてたん

ですが、大阪府の方が５０歳以上で、た

ばこ指数６００以上の方というふうに対

象者を限定した方向でという指針を出し

てこられましたので、その指針に基づい

て、摂津市でもそのような対象者の方、

今のところ６２５人という予定で５００

万という予算を計上させていただいてお

ります。

　次に、健康づくりについてでございま

すが、毎年度、健康づくりリーダー講習

会というのをやっておりまして、今年度、
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ちょっと時期がおくれておりまして、３

月、来週から実施予定でございますが、

３月と４月にかけて、２年度にわたって

の実施となります。その方たちは、健康

づくり体操を地域で広めていただくとい

うことに焦点を当てて、健康づくりリー

ダー講習会を実施していきたいと予定し

ております。

　この方たちに、また地域で健康づくり

体操を広めていただくための実践をサポー

トしていきながら、将来的にどんどん健

康づくり体操が地域で実践していけるよ

うにしていきたいと考えております。

　昨年までのリーダー講習会の修了者の

方々は、ウォーキングということに焦点

を当てて活動していただいておりますが、

昨年秋のウォーキングコースのコース開

きのときにもご一緒に準備していただき

ました。このグループや、そのときにも

ご協力いただいた体育指導員の方々にも

また再度お願いして、４月に南コースの

ウォーキング実践、ウォーキングコース

を利用しましたウォーキング大会を開催

したいと考えております。

　そのほか、生活習慣病予防講座、転倒・

骨折予防教室、また、高齢者筋力トレー

ニング講座など、いろいろな面で健康づ

くりの事業を展開してまいりたいと考え

ております。

○川口委員長　葭中次長。

○葭中保健福祉部次長　生活保護の状況

について、生活保護の所帯数並びに保護

者数、また保護率について、年次を追っ

て答弁させていただきます。

　平成１３年度で４２７世帯、６５４人、

保護率で申し上げますと７．６４‰でご

ざいました。１４年度が４６２世帯、人

数で６９４人、８．０９‰でございます。

１５年度が５０７世帯、実数で７６０人、

８．８９‰です。それで、１６年度の当

初で５４５世帯、８１５人、９．５７‰。

１月末現在、５８１世帯で８５５人、１

０．０１‰ということになっております。

　それで、近隣の関係の保護率でござい

ますが、吹田市が１３．３３‰、高槻市

が１０．７０‰、茨木市が９．３０‰、

川向の守口市が２９．０１‰、門真市が

３７．５１‰、大阪府全体、大阪市を含

みますが、この分について２３．４２‰

というような状況になっております。

　そういうことで、この生活保護の状況

につきましては、今申し上げましたよう

に年々増加というような状況になってお

ります。

　したがいまして、予算も前年度に比べ

まして６．３％増しの１億４００万円の

増というような状況になっている次第で

ございます。

○川口委員長　上村委員。

○上村委員　今、生活保護で実態聞きま

した。４月現在で１０．０１‰というこ

とであります。川向うが２９とか３０、

大阪府下が２３ということであります。

この数字が高いのがいいのか低いのがい

いのか、どうなのかという判断基準はあ

りますけども、だんだん増えてきてます

よね。財源的にもこのペースでいくと１

億ぐらいのペースで増えていくんかなと

いうことも考えられますし、民生費のこ

の９０何億のうち１７億がそのお金に使

われるということであると思います。対

策が打てるのかどうか非常に疑問なんで

すけども、これは、仕事を見つけるまで

の間とか、働きたくても働けない、身体

障害者とかいうことですよね。だから、

それまでの自立するための支援をどうし

ていくかということを、この８５５人の

中身を、人権問題でいろいろ分析ができ

ない部分もありますけども、もしそうい

うことが、どういうふうな形で、これが
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自立するための支援ができるんであれば、

またそういったことも考えていかなけれ

ばならないんかなということを感じまし

た。これはもう意見ということです。

　保育所整備費用ということで、摂津保

育園は、これは１８年の４月に建てかえ

が完成する予定ですよね。そのとき３０

人は増になるということで、摂津全体で

２０人ぐらい待機があって、それは入所

できるかなということも言えるんではな

いかなということと、あと、鳥飼につい

ては、これは９０人収容の保育所という

ことですけども、これは建設時期はまだ

今のところ聞いてないですよね。１７年

度予算なんで１７年度中に建てるのかと

いうこともありますし、そこまでもう一

遍聞かせていただいて。

　ただ、これは歳入としては全然予算上

は計上してないけども、入る見込みであ

ると。だから、入った時点で補正をかけ

るということでありまして、ぜひそうい

う、絶対入るようにしてもらわないと、

これ２億４，０００万、また足らない分

が財政をますます圧迫するということな

んで、ぜひこれは確約をとれるまでに、

確証をぜひつかんでいただきたいなとい

うことをお願いします。

　それと、健康診断について今伺いまし

たけども、先般、長野県の茅野市に行っ

たんですけど、やはり茅野市は非常に医

療費安いんですけども、それはなぜかと

いうと、市民ボランティア的に健康づく

りに協力してるんですけども、健康診断

についても、医者じゃなくて、やはり市

が管理しながら健康診断しとんですよ。

そういう健康診断センターへ呼んできて、

そこにいついつ診断ありますよというこ

とで市民に声かけ、そこに来てもらって

診断すると。摂津の場合はだからいつで

もいいです、病院に行ってくださいと、

それで病院が診断するということですよ

ね、そうすると、当然、悪くないところ

もひょっとしたら悪いですと言うかもし

れないし、そういうことも懸念されるわ

けです。この前、テレビでそんなこと言

うてましたから、そういう話を。

　健康診断する目的は、僕言ってますよ

うに、診断することが目的じゃない、そ

れは手段なんですよね。その先何かある

んですよ。耐震診断するいうて、耐震診

断するのが目的じゃなくて、耐震診断し

てどうするかということが、建てかえす

るのか、修理するのかというのを探すの

が診断の目的。健康診断についても、健

康診断するのが目的じゃなくて、本来、

健康診断した結果をいただいて、それを

政策として健康づくりとして手を打つと

いうのが健康推進課の仕事なんですよね。

健康推進課は健康診断をするというのが

仕事じゃなくて、健康診断した結果をも

らうというのが必要なんで、もらって、

その結果をどう反映するかというのが、

それが施策として反映されるはずなんで、

もしその取りまとめたものがあれば、ぜ

ひ一遍見せていただきたいというのがあ

ります。

　それと、健康づくりについては、健康

づくりリーダーを、昨年は２年計画でやっ

て、昨年１年が終わったということで、

ことしはその人がウォーキング、ジョギ

ングの手本を示すということであります。

　健康体操の指導受けて、これからそれ

を市民に還元するということであります。

　これも、以前から言うてますように、

そういった人を中心に、いろんな市民の

団体を巻き込んでしていってもらわない

と、この健康づくりが、ほんに地につい

たものにならんのじゃないかなと思って

ますし、将来にこのことが、やっぱり摂

津は健康への取り組みが進んでるという
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ことを打ち出していかないと、将来の南

千里丘に核としての健康、教育、福祉、

文化というのをつくっていくまでに、そ

ういう下準備をしていってもらわないと

困るというのがあります。

　そういった意味では、ぜひ、福永参事

が率先して、そこらをやってもらわない

と、摂津の健康づくり前に進まない。ぜ

ひお願いしたいなと思ってます。

　保育所の実施時期だけね、鳥飼の部分

の実施時期だけお聞かせ願います。

○川口委員長　山本課長。

○山本こども育成課長　２か所の整備に

つきまして、これから国の方に整備計画

書を上げてまいります。

　内示の運びとなれば、２か所とも来年

の４月にはオープンという運びで整備の

方をお願いしていきたいというふうに考

えております。

○川口委員長　福永参事。

○福永保健福祉部参事　済みません、答

弁の訂正をさせていただけたらと思いま

す。

　５００万でちょうど金額が同じだった

もので、先ほど、５００万円増の理由は、

肺がんのヘリカルＣＴの検診だと申し上

げたんですが、それは保健センターの事

業費の方に入っておりまして、済みませ

ん、１３３ページの市民健康診査委託料

が５２３万２，０００円増えております。

こちらの方は、個別健診の委託料の方に

かかわるものでございまして、平成１６

年の予算段階では６，０２８人分という

ことで予算計上しておりましたが、平成

１６年の受診者数が６，２６３人となっ

ております。それで、ここ数年の多分不

況とかも関係して、お問い合わせ等が結

構ございますんですが、市民健診を受け

られる方がどんどん増えておりまして、

平成１７年度は６，５００人の受診者を

想定いたしまして、５２３万２，０００

円の予算増をさせていただきました。申

しわけございませんでした。

○川口委員長　以上で、上村委員の質疑

が終わりました。

　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川口委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会をします。

（午後　５時２３分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

民生常任委員長 川 口 純 子

民生常任委員  原 田 　 平
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